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県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

前
京都郡みやこ町光冨119番先から
京都郡みやこ町犀川久富1513番１先
まで

3.0 
～ 

10.7
1189.0 

京　築 県　道 下深野
犀　川　線

前
京都郡みやこ町光冨119番先から
京都郡みやこ町犀川久富1513番１先
まで

8.0 
～ 

66.0   
1010.0 

後
京都郡みやこ町光冨119番１先から
京都郡みやこ町犀川久富1513番１先
まで

3.0 
～ 

18.7
1279.0 

後
京都郡みやこ町光冨119番１先から
京都郡みやこ町犀川久富1513番１先
まで

10.0 
～ 

80.0   
1100.0 

　福岡県告示第220号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

６年４月５日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

京　築 下深野
犀　川　線

京都郡みやこ町光冨119番１先から
京都郡みやこ町犀川久富2215番５先まで

　福岡県告示第221号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

○監査結果の公表　　　　　　　　　　　（監査委員事務局特別監査室）……………100

○監査結果の報告に係る措置の公表　　　（監査委員事務局監査第一課）……………105

○監査結果の報告に係る措置の公表　　　（監査委員事務局監査第二課）……………110

　福岡県告示第218号

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定に基づき、土地区画整理

組合の定款の変更を認可したので、同条第４項の規定により次のように公告する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　組合の名称

　　久山町上久原土地区画整理組合

２　事務所の所在地

　　糟屋郡久山町大字久原1080番地３

３　設立認可の年月日

　　平成元年３月14日

４　変更の内容

　　理事の定数を７名から５名に変更する。

５　変更認可の年月日

　　令和６年３月27日

　福岡県告示第219号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区域

を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

告　　　示
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２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

福岡県警察本部総務部会計課

　⑵　所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

　　令和６年３月15日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

ＮＸ・ＴＣリース＆ファイナンス株式会社福岡支店

　⑵　住所

福岡市博多区下呉服町１番１号　日通ビル６階

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　30,247,800円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　令和６年２月２日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　共通基盤用ページプリンタ等賃貸借契約

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部会計課

　⑵　所在地

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　　間 幅　員
（メートル）

延　長
（メートル）

京　築 県　道
稲　童
新田原
停車場　

線

前 行橋市大字稲童2559番１先から
行橋市大字道場寺1465番１先まで

10.0 
～ 

42.0
1120.0 

後 行橋市大字稲童2559番１先から
行橋市大字道場寺1465番１先まで

10.0 
～ 

42.0
1120.0 

　福岡県告示第222号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を令和

６年４月５日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県土整備
事務所名 路　線　名 供　用　開　始　の　区　間

京　築
稲　童
新田原
停車場　

線 行橋市大字稲童2559番１先から
行橋市大字稲童2701番４先まで

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

　　警察コミュニケーションシステム用端末装置賃貸借契約

公　　　告
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　⑴　氏名

　　　ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社九州支店

　⑵　住所

　　　福岡市中央区天神一丁目10番20号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

283,331,400円

６　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７　入札公告日

令和６年２月27日

　公告

　福岡県産業廃棄物処理施設の設置に係る紛争の予防及び調整に関する条例（平成２年

福岡県条例第20号）第６条の２の規定に基づく産業廃棄物処理施設の設置についての環

境調査書の提出があり、同条例第７条第２項の規定により指定地域を定め、同条第３項

の規定によりその旨を通知したので、同条例第８条第１項の規定により次のように公告

し、当該環境調査書を縦覧に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　設置者の名称及び住所並びに代表者の氏名

　　中山リサイクル産業株式会社

　　糟屋郡須恵町大字植木81番地の５

　　代表取締役　中山　智

２　施設の種類及び処理能力

　　木くずの破砕施設

　　木くず　一日当たり　340ｔ

３　設置場所

　　糟屋郡須恵町大字上須恵字岩ノ下1374番１外６筆

４　指定地域

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

令和６年３月19日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社九州支店

　⑵　住所

福岡市中央区天神一丁目10番20号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

27,442,800円

６　契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

７　入札公告日

令和６年２月27日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る物品等の名称及び数量

共通基盤用端末装置等機器賃貸借契約

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県警察本部総務部会計課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札を決定した日

令和６年３月19日

４　落札者の氏名及び住所
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７　入札公告日

令和６年２月６日

　公告

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号

）第40条の規定に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法第41条

第１項の規定により次のように公示する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

支援法人の名称 支援法人の住所 支援業務を行う
事務所の所在地 指定年月日

株式会社ＴＭＹ 青森県上北郡おいらせ町
青葉五丁目50番地2314

福岡市東区香椎照葉四丁目
４番20−909号
パークフロント香椎照葉Ｅ
ＡＳＴ

令和６年３月21日

　公告

　住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成19年法律第112号

）第40条の規定に基づき、住宅確保要配慮者居住支援法人を指定したので、同法第41条

第１項の規定により次のように公示する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

支援法人の名称 支援法人の住所 支援業務を行う
事務所の所在地 指定年月日

有限会社市山レ
ジャー開発

福岡市博多区博多駅前四
丁目８番15号

福岡市博多区博多駅前四丁
目８番15号 令和６年３月21日

　公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項の規定により古賀市から送付のあっ

た次の都市計画の図書の写しを福岡県建築都市部都市計画課において公衆の縦覧に供す

る。

　　令和６年４月５日

　　糟屋郡須恵町大字上須恵及び大字佐谷の各一部

　　上の区域を図面において表示し、５に掲げる場所に備え置いて縦覧に供する。

５　縦覧の場所

　　福岡県環境部廃棄物対策課及び福岡県宗像・遠賀保健福祉環境事務所環境指導課

６　縦覧の期間

　　令和６年４月５日から同年５月７日まで

　公告

　落札者等について次のとおり公示します。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　筑豊教育事務所庁舎管理業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県教育庁筑豊教育事務所

　⑵　所在地

　　　飯塚市立岩1401番地２

３　落札者を決定した日

　　令和６年３月19日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　新日本管財株式会社

　⑵　住所

　　　飯塚市片島二丁目19番６号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　31,680,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札
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３　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者

の氏名

変更前 変更後

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
支配人　坪川　昇司
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
代表取締役　長島　巌
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

４　当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては代表者の氏名

変更前 変更後

株式会社チヨダ
代表取締役　舟橋　政男
東京都杉並区成田東四丁目39番地８号
外４者

株式会社イエローハット
代表取締役　堀江　康生
東京都千代田区岩本町一丁目７番４号
外３者

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第２項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

　　令和６年３月11日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｏ−ＭＵＴＡ ＲＥＸ

　⑵　所在地　大牟田市大字唐船87−１番外

３　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

　⑴　駐輪場の位置及び収容台数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

　福岡広域都市計画地区計画の決定（令和６年３月19日古賀市告示第34号）

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

小郡市八坂528番１及び528番５から528番８まで

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

小郡市八坂583番地

株式会社信愛地建

代表取締役　関　龍二

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定に基づき、同法第

５条第１項の規定による届出があった大規模小売店舗について、変更の届出があったの

で、同法第６条第３項において準用する同法第５条第３項の規定により次のとおり公告

する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から４月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び久留米中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　届出年月日

　　令和６年３月11日

２　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　Ｏ−ＭＵＴＡ ＲＥＸ

　⑵　所在地　大牟田市大字唐船87−１番外
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株式会社マルミヤストア 午前９時00分 午前０時00分 午前９時00分 午後10時00分

株式会社しまむら 午前９時00分 午前０時00分 午前９時00分 午後８時00分

株式会社セリア － － 午前９時00分 午後９時00分

　⑵　駐車場において来客の自動車が駐車することができる時間帯

変　　更　　前 変　　更　　後

午前８時30分から午前０時30分 午前８時30分から午後10時30分

　⑶　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

変更前 変更後

荷さばき施設№１ 午前７時00分か
ら午後６時00分 荷さばき施設№１ －

荷さばき施設№２ 午前７時00分か
ら午後６時00分 荷さばき施設№２ 午前６時00分か

ら午後７時00分

荷さばき施設№３ 午前７時00分か
ら午後６時00分 荷さばき施設№３ 午前６時00分か

ら午後10時00分

荷さばき施設№４ 午前７時00分か
ら午後６時00分 荷さばき施設№４ －

荷さばき施設№５ 24時間 荷さばき施設№５ 24時間

荷さばき施設№６ － 荷さばき施設№６ 午前６時00分か
ら午後10時00分

　公告

　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定に基づき、土地区画整理

組合の事業計画の変更を認可したので、同条第４項の規定により次のように公告する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　組合の名称

　　久山町上久原土地区画整理組合

２　事業施行期間

　　平成元年３月14日から令和11年３月31日まで

変更前 変更後

駐輪場の位置 収容台数（台） 駐輪場の位置 収容台数（台）

A棟北側 24 A棟北側 20

B棟西側 39 B棟西側 39

C棟西側 25 C棟西側 25

D棟北側 25 D棟北側 25

E棟西側 12 E棟南側 16

合計 125 合計 125

　⑵　荷さばき施設の位置及び面積

変更前 変更後

荷さばき施設の位置 面　　積
（平方メートル） 荷さばき施設の位置 面　　積

（平方メートル）

A棟東側 45.5 － －

B棟東側 45.5 B棟東側 78.0

C棟東側 45.5 C棟東側 78.0

D棟東側 45.5 － －

E棟南側 40.5 E棟南側 45.0

－ － F棟東側 30.0

合計 222.5 合計 231.0

４　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

　⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻

小売業を行う者の名称 変　更　前 変　更　後

開店時刻 閉店時刻   開店時刻 閉店時刻

株式会社イエローハット 午前９時00分 午前０時00分 午前９時00分 午後７時00分
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　⑵　所在地　田川郡川崎町大字田原字井柳1152−１外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　当該敷地は農道に隣接しているため、利用者に影響が及ばないよう、配慮をしたう

えで事業実施していただきたい。

　　また、排水について農業用水路へ流す場合は、地元関係者への十分な説明を行い、

同意を得る等配慮いただきたい。

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　スーパーセンタートライアル糸島荻浦店

　⑵　所在地　糸島市荻浦四丁目489番１外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　⑴　駐車需要の充足など交通に関する事項

　　・周辺道路の渋滞悪化が予測されるため、交通整理を徹底すること。

　⑵　歩行者の通行の利便の確保等

　　・開発に関する意見を順守すること。

　⑶　廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮

　　・ごみの分別の徹底と減量に努めること。

　⑷　防災・防犯対策への協力

　　・福岡県の安全・安心まちづくり条例の遵守に努めること。

　⑸　騒音の発生に係る事項

　　・特定施設を設置する場合や特定建設作業を行う場合には届出を行うこと。

３　施行地区

　　糟屋郡久山町大字久原字松浦、字山ノ神、字上ヶ原、字古賀ノ脇、字橋本及び字池

上の各一部

４　事務所の所在地

糟屋郡久山町大字久原1080番地３

５　設立認可の年月日

　　平成元年３月14日

６　変更認可の年月日

　　令和６年３月27日

　公告

　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113

条の３第３項の規定により次のように公告する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

県営土地改良事業の名称 工事を完了した時期

暗渠排水事業（筑前Ⅱ期地区） 令和５年２月13日

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第５条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名称　（仮称）ドラッグコーエイ川崎店
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　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ＭＲＲいとしま

　⑵　所在地　糸島市高田五丁目23番６号

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　・なし

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第１項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び福岡

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　トリアス久山ウエストゾーン⑴

　⑵　所在地　糟屋郡久山町大字山田1240番11外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　　・意見なし

　公告

　福岡県土地利用基本計画（昭和50年９月22日策定）を令和６年３月25日付けで変更し

　　・周辺住民への説明の際に、貴社における苦情等の相談先を案内すること。

　⑹　廃棄物に係る事項

　　・事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任で適正に処理すること。回収を依頼

する場合は、糸島市の収集許可業者との契約が必要となる。

　　・ごみが散乱しないよう管理を徹底すること。

　⑺　その他

　　・輸送コンテナ、車両、建材等に特定外来生物（セアカゴケグモ、ゴケグモ、ヒア

リなど）が付着していた場合には確実に駆除を行い、市役所へ連絡すること。

　　・都市計画法の許可を取得しているため、工事完了後は速やかに検査を受け、完了

公告後に利用を開始すること。

　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号。以下「法」という。）第６条第２項の

規定による届出について、法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概

要を、同条第３項の規定により次のとおり公告する。

　なお、当該意見は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振興課及び飯塚

中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

　⑴　名　称　ゆめタウン飯塚

　⑵　所在地　飯塚市菰田西三丁目１番地１外

２　法第８条第１項の規定に基づき市町村から聴取した意見の概要

　⑴　騒音の発生に係る事項について

工事中の騒音、振動、粉塵にご注意ください。

　　　また、今回の申請等に限らず、事業活動全般における騒音等について、特段の配

慮をお願いいたします。

　公告
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条第３項の規定により公告する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

筑紫野市大字吉木2550番５及び2550番８

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

筑紫野市針摺中央二丁目５番31号（メゾン・ド・ピエール201号）

堤　麻美

　福岡県選挙管理委員会告示第10号

　公職の候補者等が使用し得る演説会施設の指定（昭和53年１月福岡県選挙管理委員会

告示第２号）は、廃止する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

　福岡県選挙管理委員会告示第11号

　公職選挙法（昭和25年法律第100号）第161条第１項第３号の規定により、個人演説会

、政党演説会又は政党等演説会を開催することができる施設として市町村の選挙管理委

員会が次の施設を指定したので、同条第４項に基づき告示する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　福岡県選挙管理委員会委員長　　藤　井　克　已　　

市町村名 施設名 所在地

北九州市門司区 北九州市立門司体育館 北九州市門司区高田一丁目20番１号

北九州市門司区 北九州市立小森江西市民センター 北九州市門司区矢筈町５番42号

北九州市門司区 北九州市立松ヶ江北市民センター 北九州市門司区大字畑903番地

北九州市門司区 北九州市立丸山市民センター 北九州市門司区長谷一丁目14番28号

たので、国土利用計画法（昭和49年法律第92号）第９条第14項において準用する同条第

13項の規定により、その要旨を次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　変更に係る事項

　　福岡県土地利用基本計画図の農業地域、都市地域及び森林地域の区域

２　変更の内容

　　計画図

変更する地域名 変更する区域 関係市町村

農業地域 北九州市、筑後市、糸島市

都市地域 次の図面のとおり 京都郡苅田町

森林地域 八女市、朝倉市、朝倉郡筑前町、八女郡広川町

　　（「次の図面」は省略し、福岡県企画・地域振興部総合政策課並びに関係市役所及

び町役場において縦覧に供する。）

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36

条第３項の規定により公告する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　服部　誠太郎　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

小郡市大板井字前864番８及び864番10

２　開発許可を受けた者の住所及び氏名

小郡市あすみ一丁目65番地４

松田　栄一

　公告

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第36



11
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

北九州市小倉北区 北九州市立今町市民センター 北九州市小倉北区今町三丁目19番２
号

北九州市小倉北区 北九州市立西小倉市民センター 北九州市小倉北区大門一丁目５番２
号

北九州市小倉北区 北九州市立男女共同参画センター 北九州市小倉北区大手町11番４号

北九州市小倉北区 北九州市立井堀市民センター 北九州市小倉北区井堀三丁目15番２
号

北九州市小倉北区 北九州市立寿山市民センター 北九州市小倉北区大畠三丁目10番２
号

北九州市小倉北区 北九州市立足立市民センター 北九州市小倉北区宇佐町一丁目８番
15号

北九州市小倉北区 北九州市立南小倉市民センター 北九州市小倉北区新高田一丁目10番
３号

北九州市小倉北区 北九州市立清水市民センター 北九州市小倉北区弁天町６番５号

北九州市小倉北区 北九州市立到津市民センター 北九州市小倉北区下到津四丁目３番
２号

北九州市小倉北区 北九州市立中島市民センター 北九州市小倉北区昭和町16番２号

北九州市小倉北区 北九州市立足原市民センター 北九州市小倉北区足原二丁目８番３
号

北九州市小倉北区 北九州市立北小倉市民センター 北九州市小倉北区中井一丁目10番１
号

北九州市小倉北区 北九州市立泉台市民センター 北九州市小倉北区真鶴一丁目５番15
号

北九州市小倉北区 北九州市立貴船市民センター 北九州市小倉北区白銀一丁目５番８
号

北九州市小倉北区 北九州市立霧丘市民センター 北九州市小倉北区黒原二丁目30番30
号

北九州市小倉北区 北九州市立小倉中央市民センター 北九州市小倉北区堺町二丁目４番24
号

北九州市小倉北区 北九州市立桜丘市民センター 北九州市小倉北区上富野五丁目６番
21号

北九州市小倉北区 北九州市立三郎丸市民センター 北九州市小倉北区熊本一丁目12番１
号

北九州市小倉北区 北九州市立中井市民センター 北九州市小倉北区井堀二丁目７番４
号

北九州市小倉北区 北九州市立日明市民センター 北九州市小倉北区日明四丁目３番７
号

北九州市小倉北区 北九州市立南丘市民センター 北九州市小倉北区熊谷一丁目26番15
号

北九州市門司区 北九州市立錦町市民センター 北九州市門司区清滝三丁目５番５号

北九州市門司区 北九州市立萩ヶ丘市民センター 北九州市門司区大里戸ノ上三丁目８
番１号

北九州市門司区 北九州市立白野江市民センター 北九州市門司区白野江二丁目13番１
号

北九州市門司区 北九州市立清見市民センター 北九州市門司区清見三丁目１番１号

北九州市門司区 北九州市立藤松市民センター 北九州市門司区上藤松二丁目３番31
号

北九州市門司区 北九州市立大里南市民センター 北九州市門司区原町別院13番27号

北九州市門司区 北九州市立老松市民センター 北九州市門司区庄司町４番16号

北九州市門司区 北九州市立小森江東市民センター 北九州市門司区風師三丁目９番20号

北九州市門司区 北九州市立大里東市民センター 北九州市門司区下二十町３番７号

北九州市門司区 北九州市立大里柳市民センター 北九州市門司区高田二丁目２番18号

北九州市門司区 北九州市立田野浦市民センター 北九州市門司区新開６番11号

北九州市門司区 北九州市立東郷市民センター 北九州市門司区黒川西一丁目３番26
号

北九州市門司区 北九州市立西門司市民センター 北九州市門司区稲積一丁目３番１号

北九州市門司区 北九州市立松ヶ江南市民センター 北九州市門司区吉志新町二丁目１番
１号

北九州市門司区 北九州市立東郷市民センター柄杓
田市民サブセンター

北九州市門司区大字柄杓田1407番地
の14

北九州市門司区 北九州市立清見市民センター古城
市民サブセンター 北九州市門司区浜町６番25号

北九州市門司区 北九州市立松ヶ江北市民センター
伊川市民サブセンター 北九州市門司区大字伊川1462番地２

北九州市門司区 北九州市立門司生涯学習センター 北九州市門司区栄町３番７号

北九州市門司区 三宜楼 北九州市門司区清滝三丁目６番８号

北九州市門司区 旧大連航路上屋 北九州市門司区西海岸一丁目３番５
号

北九州市門司区 北九州市立門司生涯学習センター
大里分館 北九州市門司区下馬寄６番８号

北九州市小倉北区 福岡県立北九州勤労青少年文化セ
ンター

北九州市小倉北区井堀五丁目１番３
号
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北九州市小倉南区 北九州市立城野市民センター 北九州市小倉南区富士見三丁目１番
３号

北九州市小倉南区 北九州市立曽根東市民センター 北九州市小倉南区下曽根四丁目22番
３号

北九州市小倉南区 北九州市立沼市民センター 北九州市小倉南区沼緑町四丁目28番
１号

北九州市小倉南区 北九州市立東谷市民センター 北九州市小倉南区大字木下704番地
の１

北九州市小倉南区 北九州市立守恒市民センター 北九州市小倉南区守恒二丁目８番36
号

北九州市小倉南区 北九州市立湯川市民センター 北九州市小倉南区湯川一丁目８番33
号

北九州市小倉南区 北九州市立横代市民センター 北九州市小倉南区横代東町四丁目13
番１号

北九州市小倉南区 北九州市立吉田市民センター 北九州市小倉南区中吉田六丁目27番
５号

北九州市小倉南区 北九州市立両谷市民センター 北九州市小倉南区徳吉南一丁目６番
10号

北九州市小倉南区 北九州市立志井市民センター 北九州市小倉南区大字志井279番地

北九州市小倉南区 北九州市立広徳市民センター 北九州市小倉南区徳力六丁目３番２
号

北九州市小倉南区 北九州市立小倉南生涯学習センタ
ー

北九州市小倉南区若園五丁目１番５
号

北九州市若松区 北九州市立若松体育館 北九州市若松区古前一丁目１番１号

北九州市若松区 北九州市立深町市民センター 北九州市若松区深町一丁目２番12号

北九州市若松区 北九州市立赤崎市民センター 北九州市若松区西小石町８番２号

北九州市若松区 北九州市立藤ノ木市民センター 北九州市若松区赤島町20番13号

北九州市若松区 北九州市立若松中央市民センター 北九州市若松区浜町一丁目１番２号

北九州市若松区 北九州市立二島市民センター 北九州市若松区東二島二丁目７番３
号

北九州市若松区 北九州市立青葉市民センター 北九州市若松区青葉台西一丁目14番
１号

北九州市若松区 北九州市立修多羅市民センター 北九州市若松区白山一丁目９番13号

北九州市若松区 北九州市立若松生涯学習センター 北九州市若松区本町三丁目13番１号

北九州市若松区 北九州市立古前市民センター 北九州市若松区古前一丁目28番23号

北九州市小倉北区 北九州市立富野市民センター 北九州市小倉北区須賀町６番23号

北九州市小倉北区 北九州市立小倉中央市民センター
藍島市民サブセンター 北九州市小倉北区大字藍島

北九州市小倉北区 北九州市立生涯学習総合センター 北九州市小倉北区大門一丁目６番43
号

北九州市小倉北区 北九州国際会議場 北九州市小倉北区浅野三丁目９番30
号

北九州市小倉北区 北九州市立商工貿易会館 北九州市小倉北区古船場町１番35号

北九州市小倉南区 文化記念公園管理棟会議室 北九州市小倉南区田原五丁目１番

北九州市小倉南区 北九州市立曽根市民センター 北九州市小倉南区中曽根三丁目９番
７号

北九州市小倉南区 北九州市立貫市民センター 北九州市小倉南区西貫一丁目11番１
号

北九州市小倉南区 北九州市立長尾市民センター 北九州市小倉南区長行西一丁目１番
１号

北九州市小倉南区 北九州市立曽根体育館 北九州市小倉南区下曽根四丁目22番
２号

北九州市小倉南区 北九州市立葛原市民センター 北九州市小倉南区葛原本町三丁目４
番34号

北九州市小倉南区 北九州市立若園市民センター 北九州市小倉南区若園四丁目１番50
号

北九州市小倉南区 北九州市立長行市民センター 北九州市小倉南区徳吉西三丁目３番
16号

北九州市小倉南区 北九州市立東朽網市民センター 北九州市小倉南区大字朽網1215番地
の１

北九州市小倉南区 北九州市立北方市民センター 北九州市小倉南区北方二丁目16番10
号

北九州市小倉南区 北九州市立田原市民センター 北九州市小倉南区田原三丁目16番31
号

北九州市小倉南区 北九州市立小倉南生涯学習センタ
ー北方分館

北九州市小倉南区北方三丁目32番３
号

北九州市小倉南区 北九州市立高蔵市民センター 北九州市小倉南区上吉田三丁目１番
１号

北九州市小倉南区 北九州市立企救丘市民センター 北九州市小倉南区徳力四丁目17番５
号

北九州市小倉南区 北九州市立朽網市民センター 北九州市小倉南区朽網西三丁目６番
39号

北九州市小倉南区 北九州市立徳力市民センター 北九州市小倉南区南方二丁目５番37
号
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北九州市八幡西区 北九州市立医生丘市民センター 北九州市八幡西区千代ケ崎一丁目12
番15号

北九州市八幡西区 北九州市立本城市民センター 北九州市八幡西区本城一丁目15番１
号

北九州市八幡西区 北九州市立楠橋市民センター 北九州市八幡西区馬場山緑７番41号

北九州市八幡西区 北九州市立黒畑市民センター 北九州市八幡西区幸神三丁目４番３
号

北九州市八幡西区 北九州市立引野市民センター 北九州市八幡西区別所町９番１号

北九州市八幡西区 北九州市立永犬丸市民センター 北九州市八幡西区美原町９番２号

北九州市八幡西区 北九州市立大原市民センター 北九州市八幡西区上上津役三丁目21
番21号

北九州市八幡西区 北九州市立塔野市民センター 北九州市八幡西区塔野一丁目３番２
号

北九州市八幡西区 北九州市立青山市民センター 北九州市八幡西区青山二丁目１番３
号

北九州市八幡西区 北九州市立赤坂市民センター 北九州市八幡西区星和町28番26号

北九州市八幡西区 北九州市立浅川市民センター 北九州市八幡西区浅川日の峯二丁目
１番10号

北九州市八幡西区 北九州市立竹末市民センター 北九州市八幡西区若葉一丁目７番１
号

北九州市八幡西区 北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念
館

北九州市八幡西区木屋瀬三丁目16番
26号

北九州市八幡西区 北九州市立折尾西市民センター 北九州市八幡西区日吉台一丁目22番
20号

北九州市八幡西区 北九州市立熊西市民センター 北九州市八幡西区幸神四丁目３番１
号

北九州市八幡西区 北九州市立鳴水市民センター 北九州市八幡西区東鳴水二丁目４番
16号

北九州市八幡西区 北九州市立星ヶ丘市民センター 北九州市八幡西区大字笹田920番地
の８

北九州市八幡西区 北九州市立永犬丸西市民センター 北九州市八幡西区永犬丸西町四丁目
21番13号

北九州市八幡西区 北九州市立陣原市民センター 北九州市八幡西区陣原三丁目23番９
−101号

北九州市八幡西区 北九州市立八幡西生涯学習センタ
ー折尾分館 北九州市八幡西区南鷹見町６番１号

北九州市八幡西区 北九州市立穴生市民センター 北九州市八幡西区鷹の巣三丁目３番
１号

北九州市若松区 北九州市立高須市民センター 北九州市若松区高須北一丁目１番２
号

北九州市若松区 北九州市立島郷市民センター 北九州市若松区鴨生田二丁目１番１
号

北九州市若松区 北九州市立ひびきの市民センター 北九州市若松区ひびきの北８番28号

北九州市八幡東区 レインボープラザ 北九州市八幡東区中央二丁目１番１
号

北九州市八幡東区 北九州市立槻田市民センター 北九州市八幡東区松尾町19番１号

北九州市八幡東区 北九州市立枝光南市民センター 北九州市八幡東区中央三丁目９番５
号

北九州市八幡東区 北九州市立前田市民センター 北九州市八幡東区祇園一丁目５番１
号

北九州市八幡東区 北九州市立高槻市民センター 北九州市八幡東区中畑二丁目５番２
号

北九州市八幡東区 北九州市立大蔵市民センター 北九州市八幡東区大蔵二丁目１番40
号

北九州市八幡東区 北九州市立祝町市民センター 北九州市八幡東区宮の町二丁目２番
10号

北九州市八幡東区 北九州市立枝光市民センター 北九州市八幡東区日の出一丁目５番
11号

北九州市八幡東区 北九州市立枝光北市民センター 北九州市八幡東区枝光二丁目８番５
号

北九州市八幡東区 北九州市立尾倉市民センター 北九州市八幡東区尾倉一丁目15番２
号

北九州市八幡東区 北九州市立陣山市民センター 北九州市八幡東区桃園三丁目１番１
号

北九州市八幡東区 北九州市立高見市民センター 北九州市八幡東区高見二丁目８番20
号

北九州市八幡東区 北九州市立平野市民センター 北九州市八幡東区桃園四丁目１番１
号

北九州市八幡東区 北九州市立八幡大谷市民センター 北九州市八幡東区中央二丁目１番１
号

北九州市八幡東区 北九州市立尾倉市民センター天神
市民サブセンター 北九州市八幡東区天神町４番24号

北九州市八幡東区 北九州市立八幡東生涯学習センタ
ー

北九州市八幡東区平野一丁目１番１
号

北九州市八幡東区 北九州市立八幡東生涯学習センタ
ー尾倉分館

北九州市八幡東区尾倉二丁目６番６
号

北九州市八幡西区 北九州市立池田市民センター 北九州市八幡西区茶屋の原一丁目６
番３号
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北九州市戸畑区 北九州市立中原市民センター 北九州市戸畑区中原西三丁目２番１
号

北九州市戸畑区 北九州市立西戸畑市民センター 北九州市戸畑区南鳥旗町３番17号

北九州市戸畑区 北九州市立東戸畑市民センター 北九州市戸畑区千防三丁目１番12号

北九州市戸畑区 北九州市立牧山市民センター 北九州市戸畑区牧山四丁目１番22号

北九州市戸畑区 北九州市立牧山東市民センター 北九州市戸畑区新川町３番25号

北九州市戸畑区 北九州市立沢見市民センター 北九州市戸畑区小芝二丁目１番４号

北九州市戸畑区 北九州市立福祉会館 北九州市戸畑区汐井町１番６号

福岡市東区 蒲田市営住宅集会所 福岡市東区蒲田一丁目14番

福岡市東区 福岡市立筥松会館 福岡市東区原田二丁目８番25号

福岡市東区 唐原市営住宅集会所 福岡市東区唐原二丁目22番

福岡市東区 八田第１市営住宅集会所 福岡市東区八田二丁目27番

福岡市東区 馬出人権のまちづくり館 福岡市東区馬出二丁目11番21号

福岡市東区 松崎県営住宅集会所 福岡市東区舞松原四丁目３番515号

福岡市東区 丸尾市営住宅集会所 福岡市東区唐原五丁目７番

福岡市東区 御幸町県営住宅集会所 福岡市東区千早六丁目８番13号

福岡市東区 米田市営住宅集会所 福岡市東区馬出六丁目16番

福岡市東区 東公園市営住宅集会所 福岡市東区馬出一丁目７番

福岡市東区 城浜市営住宅21棟集会所 福岡市東区城浜団地21番

福岡市東区 城浜市営住宅38棟集会所 福岡市東区城浜団地38番

福岡市東区 城浜市営住宅42棟集会所 福岡市東区城浜団地42番

福岡市東区 城浜市営住宅48棟集会所 福岡市東区城浜団地48番

福岡市東区 城浜市営住宅57棟集会所 福岡市東区城浜団地57番

福岡市東区 城浜７棟県営住宅集会所 福岡市東区城浜県営住宅７棟

福岡市東区 城浜10棟県営住宅集会所 福岡市東区城浜県営住宅10棟

北九州市八幡西区 北九州市立折尾東市民センター 北九州市八幡西区光明二丁目２番50
号

北九州市八幡西区 北九州市立香月市民センター 北九州市八幡西区香月中央一丁目７
番１号

北九州市八幡西区 北九州市立黒崎市民センター 北九州市八幡西区藤田四丁目１番１
号

北九州市八幡西区 北九州市立上津役市民センター 北九州市八幡西区上の原二丁目２番
16号

北九州市八幡西区 北九州市立木屋瀬市民センター 北九州市八幡西区木屋瀬東一丁目12
番１号

北九州市八幡西区 北九州市立千代市民センター 北九州市八幡西区千代二丁目27番１
号

北九州市八幡西区 北九州市立筒井市民センター 北九州市八幡西区山寺町６番30号

北九州市八幡西区 北九州市立中尾市民センター 北九州市八幡西区三ヶ森四丁目６番
１号

北九州市八幡西区 北九州市立則松市民センター 北九州市八幡西区則松二丁目９番１
号

北九州市八幡西区 北九州市立光貞市民センター 北九州市八幡西区浅川学園台二丁目
23番２号

北九州市八幡西区 北九州市立八児市民センター 北九州市八幡西区町上津役東一丁目
17番１号

北九州市八幡西区 北九州市立八枝市民センター 北九州市八幡西区八枝三丁目８番１
号

北九州市八幡西区 北九州市立八幡西生涯学習総合セ
ンター

北九州市八幡西区黒崎三丁目15番３
号

北九州市八幡西区 北九州市立香月市民センター香月
西部市民サブセンター

北九州市八幡西区高江三丁目６番20
号

北九州市戸畑区 北九州市立大谷市民センター 北九州市戸畑区東大谷二丁目２番44
号

北九州市戸畑区 北九州市立戸畑生涯学習センター 北九州市戸畑区中本町７番20号

北九州市戸畑区 北九州市立浅生市民センター 北九州市戸畑区浅生二丁目13番７号

北九州市戸畑区 北九州市立一枝市民センター 北九州市戸畑区一枝一丁目８番１号

北九州市戸畑区 北九州市立鞘ヶ谷市民センター 北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町３番17号

北九州市戸畑区 北九州市立三六市民センター 北九州市戸畑区小芝三丁目12番２号

北九州市戸畑区 北九州市立天籟寺市民センター 北九州市戸畑区夜宮二丁目４番15号
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福岡市東区 城浜市営住宅69棟集会所 福岡市東区城浜団地69番

福岡市東区 香椎浜市営住宅１−４棟集会所 福岡市東区香椎浜二丁目１番

福岡市東区 香椎浜市営住宅２−６棟集会所 福岡市東区香椎浜一丁目２番

福岡市東区 馬出市営住宅１棟集会所 福岡市東区馬出二丁目５番

福岡市東区 馬出市営住宅２棟集会所 福岡市東区馬出二丁目６番

福岡市東区 大岳市営住宅１棟集会所 福岡市東区大岳三丁目21番

福岡市東区 高美ヶ丘市営住宅集会所 福岡市東区高美台二丁目50番

福岡市東区 福岡市立東箱崎会館 福岡市東区箱崎七丁目３番４号

福岡市東区 青葉市営住宅集会所 福岡市東区青葉二丁目14番

福岡市東区 八田第２市営住宅第１集会所 福岡市東区八田四丁目２番

福岡市東区 福岡市立松島会館 福岡市東区松島一丁目10番17号

福岡市東区 福岡市営ニュー筥松住宅集会所 福岡市東区筥松三丁目19番

福岡市東区 福岡市営筥松第１住宅集会所 福岡市東区筥松三丁目19番地

福岡市東区 香椎浜市営住宅集会所 福岡市東区香椎浜一丁目８番

福岡市東区 下原市営住宅集会所 福岡市東区下原五丁目73番地

福岡市東区 市営筥松第２住宅集会所 福岡市東区筥松三丁目19番51号

福岡市東区 市営松崎住宅集会所 福岡市東区若宮五丁目21番

福岡市東区 福岡市和白地域交流センター 福岡市東区和白丘一丁目22番27号

福岡市東区 市営八田第２住宅集会所 福岡市東区八田四丁目３番

福岡市東区 市営八田第２住宅集会所 福岡市東区八田四丁目８番

福岡市東区 市営多の津住宅集会所 福岡市東区多の津五丁目４番

福岡市東区 市立津屋集会所 福岡市東区多の津五丁目42番５号

福岡市東区 市営筥松三丁目住宅集会所 福岡市東区筥松三丁目21番

福岡市東区 市営筥松二丁目住宅集会所 福岡市東区筥松二丁目４番

福岡市東区 市営城浜住宅二七棟集会所 福岡市東区城浜団地27番

福岡市東区 城浜12棟県営住宅集会所 福岡市東区城浜県営住宅12棟

福岡市東区 城浜県営住宅55棟集会所 福岡市東区城浜県営住宅55棟

福岡市東区 城浜市営住宅74棟集会所 福岡市東区城浜団地74番

福岡市東区 城浜市営住宅79棟集会所 福岡市東区城浜団地79番

福岡市東区 西戸崎市営住宅集会所 福岡市東区西戸崎二丁目５番

福岡市東区 御島崎市営住宅集会所 福岡市東区御島崎一丁目３番２号

福岡市東区 福岡市立箱崎会館 福岡市東区箱崎一丁目36番41号

福岡市東区 米田南市営住宅集会所 福岡市東区馬出六丁目３番

福岡市東区 香椎浜市営住宅３−４棟集会所 福岡市東区香椎浜二丁目３番

福岡市東区 香椎浜市営住宅３−２棟集会所 福岡市東区香椎浜二丁目３番

福岡市東区 千早北市営住宅１棟集会所 福岡市東区千早二丁目45番

福岡市東区 千早北市営住宅２棟集会所 福岡市東区千早二丁目34番

福岡市東区 福岡市立馬出会館 福岡市東区馬出五丁目34番14号

福岡市東区 香椎浜県営住宅集会所 福岡市東区香椎浜二丁目７番１号

福岡市東区 松崎浜市営住宅集会所 福岡市東区松崎二丁目11番

福岡市東区 原田市営住宅集会所 福岡市東区原田一丁目29番

福岡市東区 原田南市営住宅集会所 福岡市東区原田一丁目26番

福岡市東区 唐原東市営住宅集会所 福岡市東区唐原五丁目４番

福岡市東区 和白丘市営住宅集会所 福岡市東区和白丘一丁目６番

福岡市東区 香椎浜市営住宅３−７棟集会所 福岡市東区香椎浜二丁目３番

福岡市東区 若宮市営住宅集会所 福岡市東区若宮二丁目21番

福岡市東区 高須磨市営住宅集会所 福岡市東区箱崎七丁目15番

福岡市東区 塩浜市営住宅集会所 福岡市東区塩浜一丁目２番

福岡市東区 馬出東市営住宅集会所 福岡市東区馬出一丁目21番６号

福岡市東区 城浜市営住宅24棟集会所 福岡市東区城浜団地24番
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福岡市博多区 福岡市立那珂南会館 福岡市博多区光丘町一丁目２番１号

福岡市博多区 吉塚市営住宅集会所 福岡市博多区吉塚七丁目７番

福岡市博多区 福岡市立東光会館 福岡市博多区東光二丁目20番10号

福岡市博多区 福岡市立東月隈会館 福岡市博多区浦田一丁目20番１号

福岡市博多区 千代田市営住宅集会所 福岡市博多区千代三丁目45番

福岡市博多区 東比恵市営住宅集会所 福岡市博多区東比恵四丁目８番

福岡市博多区 那珂東市営住宅集会所 福岡市博多区那珂四丁目17番

福岡市博多区 新和町市営住宅集会所 福岡市博多区新和町一丁目９番

福岡市博多区 ニュー堅粕市営住宅５・６棟集会
所 福岡市博多区堅粕一丁目１番

福岡市博多区 板付北会館 福岡市博多区板付二丁目13−25

福岡市博多区 那珂会館 福岡市博多区東那珂一丁目13番９号

福岡市博多区 板付県営住宅第７集会所 福岡市博多区板付三丁目21番

福岡市博多区 那珂第１市営住宅集会所 福岡市博多区那珂三丁目19番

福岡市博多区 三筑会館 福岡市博多区諸岡六丁目31−31

福岡市博多区 小林町第１市営住宅集会所 福岡市博多区博多駅南四丁目25番

福岡市博多区 那珂南市営住宅２棟集会所 福岡市博多区那珂四丁目25番

福岡市博多区 那珂南市営住宅１棟集会所 福岡市博多区那珂四丁目25番

福岡市博多区 千代東市営住宅集会所 福岡市博多区千代五丁目６番

福岡市博多区 新博多市営住宅集会所 福岡市博多区千代三丁目18番

福岡市博多区 東浜市営住宅集会所 福岡市博多区千代六丁目５番

福岡市博多区 ニュー堅粕市営住宅７棟集会所 福岡市博多区堅粕二丁目20番

福岡市博多区 ニュー堅粕市営住宅８棟集会所 福岡市博多区堅粕二丁目20番

福岡市博多区 ニュー堅粕市営住宅９棟集会所 福岡市博多区堅粕三丁目８番

福岡市博多区 六高人権のまちづくり館 福岡市博多区吉塚七丁目10番８号

福岡市東区 福岡市立東市民センター 福岡市東区千早四丁目21番45号

福岡市東区 市営箱崎ふ頭住宅集会所 福岡市東区箱崎ふ頭三丁目９番

福岡市博多区 堅粕人権のまちづくり館 福岡市博多区堅粕一丁目23番１号

福岡市博多区 堅粕団地人権のまちづくり館 福岡市博多区吉塚八丁目６番16号

福岡市博多区 上牟田県営住宅集会所 福岡市博多区上牟田三丁目２番１号

福岡市博多区 千代人権のまちづくり館 福岡市博多区千代三丁目49番13号

福岡市博多区 千代市営住宅集会所 福岡市博多区千代五丁目12番

福岡市博多区 月隈市営住宅第２集会所 福岡市博多区東月隈四丁目３番

福岡市博多区 月隈県営住宅集会所 福岡市博多区浦田一丁目４番

福岡市博多区 福岡市立月隈会館 福岡市博多区月隈六丁目23番17号

福岡市博多区 東領県営住宅集会所 福岡市博多区博多駅前四丁目22番

福岡市博多区 福岡市立席田会館 福岡市博多区東平尾二丁目20番１号

福岡市博多区 大井市営住宅集会所 福岡市博多区大井二丁目11番

福岡市博多区 板付県営住宅集会所 福岡市博多区板付三丁目19番

福岡市博多区 板付南市営住宅５棟前集会所 福岡市博多区板付七丁目１−１

福岡市博多区 板付南市営住宅３棟横集会所 福岡市博多区板付四丁目13−１

福岡市博多区 月隈東市営住宅集会所 福岡市博多区東月隈四丁目15番

福岡市博多区 福岡市立東吉塚会館 福岡市博多区吉塚本町10番24号

福岡市博多区 板付市営住宅７・８棟集会所 福岡市博多区板付三丁目９番

福岡市博多区 板付市営住宅13棟集会所 福岡市博多区板付三丁目13番

福岡市博多区 美和市営住宅集会所 福岡市博多区千代五丁目５番

福岡市博多区 博多千代市営住宅１棟集会所 福岡市博多区千代三丁目35番

福岡市博多区 博多千代市営住宅２棟集会所 福岡市博多区千代三丁目51番

福岡市博多区 福岡市立吉塚会館 福岡市博多区吉塚五丁目15番３号

福岡市博多区 福岡市立板付会館 福岡市博多区麦野一丁目１番５号
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福岡市中央区 福浜市営住宅12棟集会所 福岡市中央区福浜一丁目１番12号

福岡市中央区 福浜市営住宅15棟集会所 福岡市中央区福浜一丁目１番15号

福岡市中央区 鳥飼県営住宅集会所 福岡市中央区鳥飼二丁目８番

福岡市中央区 福浜市営住宅９棟横集会所 福岡市中央区福浜一丁目１番

福岡市中央区 福浜市営住宅10棟横集会所 福岡市中央区福浜一丁目１番

福岡市中央区 平和三丁目市営住宅集会所 福岡市中央区平和三丁目13番

福岡市中央区 健康づくりサポートセンターホー
ル 福岡市中央区舞鶴二丁目５番１号

福岡市中央区 健康づくりサポートセンター講堂 福岡市中央区舞鶴二丁目５番１号

福岡市中央区 福岡市市民福祉プラザホール 福岡市中央区荒戸三丁目３番39号

福岡市中央区 梅光園市営住宅集会所 福岡市中央区梅光園二丁目13番

福岡市中央区 福岡市営天神五丁目住宅集会所 福岡市中央区天神五丁目１番

福岡市中央区 福岡市立中央市民センター 福岡市中央区赤坂二丁目５番８号

福岡市南区 上警固市営住宅集会所 福岡市南区警弥郷二丁目23番

福岡市南区 警弥郷市営住宅集会所 福岡市南区警弥郷二丁目２番

福岡市南区 上高宮市営住宅集会所 福岡市南区市崎二丁目５番

福岡市南区 野多目市営住宅集会所 福岡市南区向新町二丁目29番

福岡市南区 旭ヶ丘県営住宅集会所 福岡市南区若久一丁目４番

福岡市南区 弥永市営住宅71棟集会所 福岡市南区弥永団地71番

福岡市南区 老司県営住宅集会所 福岡市南区老司一丁目26番

福岡市南区 老司市営住宅集会所 福岡市南区老司三丁目43番

福岡市南区 奥牟田市営住宅集会所 福岡市南区長丘三丁目16番

福岡市南区 屋形原南市営住宅集会所 福岡市南区老司三丁目16番

福岡市南区 市営野多目一丁目住宅集会所 福岡市南区野多目一丁目２番

福岡市南区 弥永市営住宅２区集会所 福岡市南区弥永団地33番

福岡市博多区 千代一丁目市営住宅集会所 福岡市博多区千代一丁目26番１号

福岡市博多区 福岡市立弥生会館 福岡市博多区諸岡一丁目18番11号

福岡市博多区 吉塚一丁目市営住宅集会所 福岡市博多区吉塚一丁目２番

福岡市博多区 福岡市営諸岡住宅集会所 福岡市博多区諸岡五丁目16番

福岡市博多区 市営月隈住宅集会所 福岡市博多区東月隈四丁目６番

福岡市博多区 市営新和町一丁目住宅集会所 福岡市博多区新和町一丁目２番

福岡市博多区 市営小林町第２住宅集会所 福岡市博多区博多駅南四丁目10番

福岡市博多区 市営千代大学通住宅集会所 福岡市博多区千代三丁目６番

福岡市博多区 福岡市博多南地域交流センター 福岡市博多区南本町二丁目３番１号

福岡市博多区 吉塚西市営住宅集会所 福岡市博多区吉塚一丁目８番

福岡市博多区 市営月隈住宅集会所 福岡市博多区東月隈四丁目５番

福岡市博多区 市立大井集会所 福岡市博多区大井二丁目10番15号

福岡市博多区 市立下月隈旭集会所 福岡市博多区月隈三丁目42番12号

福岡市博多区 市立隅田集会所 福岡市博多区西月隈五丁目15番19号

福岡市博多区 福岡市営六高住宅集会所 福岡市博多区吉塚七丁目10番

福岡市博多区 市営千代パピヨン住宅集会所 福岡市博多区千代一丁目１番

福岡市博多区 市営大博リバーサイド住宅集会所 福岡市博多区大博町10番

福岡市博多区 市営吉塚八丁目住宅集会所 福岡市博多区吉塚八丁目６番

福岡市博多区 市営西春町住宅集会所 福岡市博多区西春町一丁目１番

福岡市博多区 福岡市立博多市民センター 福岡市博多区山王一丁目13番10号

福岡市中央区 伊崎浦市営住宅集会所 福岡市中央区伊崎12番

福岡市中央区 地行市営住宅４棟集会所 福岡市中央区地行三丁目26番

福岡市中央区 地行市営住宅３棟集会所 福岡市中央区地行三丁目15番

福岡市中央区 福浜市営住宅２棟集会所 福岡市中央区福浜一丁目５番

福岡市中央区 福浜市営住宅４棟集会所 福岡市中央区福浜二丁目６番２号
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福岡市早良区 田隈人権のまちづくり館 福岡市早良区野芥二丁目26番13号

福岡市早良区 野芥市営住宅集会所 福岡市早良区野芥四丁目31番

福岡市早良区 原市営住宅集会所 福岡市早良区原五丁目７番

福岡市早良区 市営賀茂北住宅集会所 福岡市早良区賀茂二丁目42番

福岡市早良区 谷人権のまちづくり館 福岡市早良区脇山二丁目11番１号

福岡市早良区 内野人権のまちづくり館 福岡市早良区内野二丁目３番14号

福岡市早良区 有田市営住宅10棟横集会所 福岡市早良区有田団地10番

福岡市早良区 次郎丸市営住宅集会所 福岡市早良区次郎丸三丁目30番

福岡市早良区 田村市営住宅第１棟集会所 福岡市早良区田村三丁目31番

福岡市早良区 田村市営住宅９棟前集会所 福岡市早良区田村四丁目５番

福岡市早良区 田村市営住宅13棟前集会所 福岡市早良区田村四丁目２番

福岡市早良区 福岡県立福岡勤労青少年文化セン
ター 福岡市早良区百道二丁目３番15号

福岡市早良区 有田市営住宅５棟集会所 福岡市早良区有田団地５番

福岡市早良区 田村市営住宅16棟集会所 福岡市早良区田村四丁目16番

福岡市早良区 田村市営住宅30棟集会所 福岡市早良区田村四丁目12番30号

福岡市早良区 田村市営住宅50棟集会所 福岡市早良区田村四丁目９番50号

福岡市早良区 福岡市営小田部住宅集会所 福岡市早良区小田部三丁目26番２号

福岡市早良区 福岡市営四箇住宅集会所 福岡市早良区四箇一丁目20番１号

福岡市早良区 福岡市営内野第１旭ヶ丘住宅集会
所 福岡市早良区内野一丁目23番地

福岡市早良区 福岡市営内野第２旭ヶ丘住宅集会
所 福岡市早良区内野三丁目４番地

福岡市早良区 市営田村四丁目住宅61棟62棟集会
所 福岡市早良区田村四丁目11番

福岡市早良区 市営田村四丁目住宅63棟集会所 福岡市早良区田村四丁目４番

福岡市早良区 市立免集会所 福岡市早良区賀茂一丁目17番14号

福岡市早良区 市立大藪集会所 福岡市早良区賀茂二丁目９番６号

福岡市南区 市営弥永住宅３区集会所 福岡市南区弥永団地13番

福岡市南区 桧原市営住宅集会所 福岡市南区西長住三丁目37番

福岡市南区 屋形原市営住宅集会所 福岡市南区屋形原三丁目43番

福岡市南区 福岡市男女共同参画推進センター 福岡市南区高宮三丁目３番１号

福岡市南区 市立仲の原集会所 福岡市南区花畑二丁目22番24号

福岡市南区 市立老司集会所 福岡市南区老司二丁目23番63号

福岡市南区 市立鶴田集会所 福岡市南区鶴田三丁目２番22号

福岡市南区 柳瀬市営住宅集会所 福岡市南区柳瀬一丁目14番

福岡市南区 福岡市立南市民センター 福岡市南区塩原二丁目８番２号

福岡市南区 市営弥永住宅１区集会所 福岡市南区弥永団地３番

福岡市城南区 中浜町市営住宅29棟前集会所 福岡市城南区鳥飼七丁目29番

福岡市城南区 中浜町市営住宅33棟集会所 福岡市城南区鳥飼七丁目33番

福岡市城南区 梅林第１市営住宅集会所 福岡市城南区梅林五丁目42番

福岡市城南区 梅林第２市営住宅集会所 福岡市城南区梅林五丁目19番

福岡市城南区 長尾市営住宅集会所 福岡市城南区樋井川四丁目16番22号

福岡市城南区 中浜町市営住宅34棟北側集会所 福岡市城南区鳥飼七丁目34番

福岡市城南区 片江市営住宅２棟集会所 福岡市城南区神松寺三丁目10番

福岡市城南区 片江市営住宅３棟集会所 福岡市城南区片江四丁目３番

福岡市城南区 市営長尾三丁目住宅集会所 福岡市城南区長尾三丁目11番

福岡市城南区 市立樋井川一丁目集会所 福岡市城南区樋井川一丁目１番14号

福岡市城南区 市立長尾五丁目集会所 福岡市城南区長尾五丁目17番１号

福岡市城南区 市立七隈集会所 福岡市城南区七隈七丁目３番２号

福岡市城南区 福岡市立城南市民センター 福岡市城南区片江五丁目３番25号

福岡市早良区 有田旭町市営住宅集会所 福岡市早良区有田四丁目10番

福岡市早良区 新有田市営住宅集会所 福岡市早良区有田一丁目17番



19
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

福岡市西区 城ノ原人権のまちづくり館 福岡市西区上山門二丁目25番50号

福岡市西区 城の原市営住宅27棟集会所 福岡市西区城の原団地27番

福岡市西区 城の原市営住宅31棟集会所 福岡市西区城の原団地31番

福岡市西区 戸切人権のまちづくり館 福岡市西区戸切三丁目17番33号

福岡市西区 壱岐県営住宅５棟集会所 福岡市西区壱岐団地５番

福岡市西区 壱岐県営住宅18棟集会所 福岡市西区壱岐団地18番

福岡市西区 壱岐市営住宅34棟集会所 福岡市西区壱岐団地34番

福岡市西区 壱岐市営住宅43棟集会所 福岡市西区壱岐団地43番

福岡市西区 壱岐市営住宅58棟集会所 福岡市西区壱岐団地58番

福岡市西区 野方西市営住宅集会所 福岡市西区野方六丁目23番

福岡市西区 福重市営住宅第２集会所 福岡市西区福重団地４番

福岡市西区 立石市営住宅集会所 福岡市西区生の松原二丁目４番

福岡市西区 戸切北市営住宅集会所 福岡市西区戸切二丁目15番

福岡市西区 姪浜北市営住宅１棟集会所 福岡市西区小戸一丁目35番

福岡市西区 拾六町市営住宅集会所 福岡市西区拾六町団地４番

福岡市西区 福重北市営住宅集会所 福岡市西区福重五丁目８番

福岡市西区 今宿青木市営住宅集会所 福岡市西区今宿青木514番地

福岡市西区 上山門市営住宅集会所 福岡市西区上山門一丁目15番

福岡市西区 福重市営住宅第３集会所 福岡市西区福重団地８番

福岡市西区 下山門市営住宅36棟集会所 福岡市西区下山門団地36番

福岡市西区 姪浜北市営住宅７棟集会所 福岡市西区小戸一丁目35番

福岡市西区 壱岐市営住宅64棟集会所 福岡市西区壱岐団地64番

福岡市西区 市営下山門住宅１区集会所 福岡市西区下山門団地71番

福岡市西区 市営拾六町住宅西の２集会所 福岡市西区拾六町団地４番

福岡市西区 市営内浜二丁目住宅集会所 福岡市西区内浜二丁目36番６号

福岡市早良区 市立竹の花集会所 福岡市早良区干隈六丁目18番１号

福岡市早良区 市立西脇集会所 福岡市早良区野芥二丁目37番５号

福岡市早良区 市立土井集会所 福岡市早良区野芥七丁目36番36号

福岡市早良区 市立西入部集会所 福岡市早良区西入部二丁目４番３号

福岡市早良区 市立内野集会所 福岡市早良区早良六丁目14番70号

福岡市早良区 市立原南集会所 福岡市早良区原八丁目19番22号

福岡市早良区 市立原集会所 福岡市早良区原四丁目９番11号

福岡市早良区 市立南庄集会所 福岡市早良区南庄三丁目29番16号

福岡市早良区 市営早良五丁目住宅集会所 福岡市早良区早良五丁目13番

福岡市早良区 市営田隈一丁目東住宅集会所 福岡市早良区田隈一丁目19番

福岡市早良区 福岡市立早良市民センター 福岡市早良区百道二丁目２番１号

福岡市早良区 福岡市早良南地域交流センター 福岡市早良区四箇田団地９番１号

福岡市西区 石丸市営住宅集会所 福岡市西区石丸一丁目29番

福岡市西区 名柄市営住宅集会所 福岡市西区姪の浜二丁目21番

福岡市西区 今宿市営住宅集会所 福岡市西区今宿一丁目26番

福岡市西区 福重市営住宅第１集会所 福岡市西区福重団地１番

福岡市西区 下山門市営住宅９棟集会所 福岡市西区下山門団地９番

福岡市西区 下山門市営住宅12棟集会所 福岡市西区下山門団地12番

福岡市西区 下山門市営住宅15棟集会所 福岡市西区下山門団地15番

福岡市西区 下山門市営住宅22棟集会所 福岡市西区下山門団地22番

福岡市西区 下山門市営住宅24棟集会所 福岡市西区下山門団地24番

福岡市西区 下山門市営住宅29棟集会所 福岡市西区下山門団地29番

福岡市西区 下山門市営住宅33棟集会所 福岡市西区下山門団地33番

福岡市西区 下山門市営住宅40棟集会所 福岡市西区下山門団地40番

福岡市西区 下山門市営住宅47棟集会所 福岡市西区下山門団地47番
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久留米市 荘島校区コミュニティセンター 久留米市荘島町376−１

久留米市 南薫校区コミュニティセンター 久留米市通外町58

久留米市 京町校区コミュニティセンター 久留米市大石町272−５

久留米市 篠山コミュニティセンター 久留米市城南町22−28

久留米市 荒木校区コミュニティセンター 久留米市荒木町荒木1486

久留米市 大善寺校区コミュニティセンター 久留米市大善寺町宮本1443−２

久留米市 コミュニティセンター上津校区会
館 久留米市上津町2201の１

久留米市 大橋校区コミュニティセンター 久留米市大橋町合楽314番地の１

久留米市 長門石コミュニティセンター 久留米市長門石一丁目１番47号

久留米市 合川校区コミュニティセンター 久留米市合川町354番地の１

久留米市 山川校区コミュニティセンター 久留米市山川追分二丁目10−16

久留米市 宮ノ陣校区コミュニティセンター 久留米市宮ノ陣町大杜475−１

久留米市 山本校区コミュニティセンター 久留米市山本町耳納79番地の２

久留米市 草野校区コミュニティセンター 久留米市草野町矢作506−１

久留米市 青峰校区コミュニティセンター 久留米市青峰二丁目25番地12号

久留米市 津福校区コミュニティセンター 久留米市津福今町472番地の31

久留米市 久留米共同福祉施設文化センター
共同ホール 久留米市野中町959番地

久留米市 石橋文化センター文化ホール 久留米市野中町1015番地

久留米市 石橋文化センター小ホール 久留米市野中町1015番地

久留米市 善導寺コミュニティセンター 久留米市善導寺町飯田424−１

久留米市 筑邦市民センター多目的棟 久留米市大善寺町宮本165番地の６

久留米市 耳納市民センター多目的棟 久留米市善導寺町飯田202番地の１

久留米市 金島ふれあい交流センター 久留米市北野町八重亀139番地

久留米市 弓削コスモス館 久留米市北野町高良1706番地１

福岡市西区 市営女原住宅集会所 福岡市西区大字女原482番地の１

福岡市西区 市立福重集会所 福岡市西区福重三丁目24番10号

福岡市西区 市立戸切集会所 福岡市西区戸切三丁目27番31号

福岡市西区 市立道隈集会所 福岡市西区野方二丁目13番18号

福岡市西区 市立都町集会所 福岡市西区内浜二丁目25番６号

福岡市西区 市立春添集会所 福岡市西区下山門一丁目４番10号

福岡市西区 市立城の原集会所 福岡市西区上山門二丁目９番８号

福岡市西区 市立小松原集会所 福岡市西区生の松原二丁目７番21号

福岡市西区 市立女原集会所 福岡市西区大字女原58番４

福岡市西区 市立千里集会所 福岡市西区大字千里451番６

福岡市西区 福岡市西部地域交流センター多目
的ホール 福岡市西区西都二丁目１番１号

福岡市西区 福岡市西部地域交流センター第１
会議室 福岡市西区西都二丁目１番１号

福岡市西区 福岡市西部地域交流センター第２
会議室 福岡市西区西都二丁目１番１号

福岡市西区 市営下山門住宅７区集会所 福岡市西区下山門団地７番

福岡市西区 福岡市立西市民センター 福岡市西区内浜一丁目４番39号

福岡市西区 市営壱岐住宅56棟集会所 福岡市西区壱岐団地56番

福岡市西区 市営下山門住宅５区集会所 福岡市西区下山門団地45番

大牟田市 大牟田市労働福祉会館 大牟田市笹林町一丁目１番地

久留米市 小森野校区コミュニティセンター 久留米市小森野六丁目３−46

久留米市 コミュニティセンター高良内会館 久留米市高良内町606−１

久留米市 御井校区コミュニティセンター 久留米市御井町1600−４

久留米市 東国分校区コミュニティセンター 久留米市国分町462番地９

久留米市 南校区コミュニティセンター 久留米市南一丁目２−41

久留米市 西国分校区コミュニティセンター 久留米市諏訪野町1562の１
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直方市 直方市感田生活館 直方市大字感田2194番地１

直方市 直方市下境生活館 直方市大字下境3825番地１

直方市 直方市山部第二集会所 直方市大字山部1405番地

直方市 直方市下新入集会所 直方市大字下新入566番地３

直方市 直方市下境第一集会所 直方市大字下境3234番地

直方市 直方市下境第二集会所 直方市大字下境3910番地３

直方市 直方市上頓野集会所 直方市大字上頓野4846番地３

直方市 直方市植木集会所 直方市大字植木2107番地２

直方市 直方市知古集会所 直方市大字知古1281番地９

直方市 直方市山部教育集会所 直方市大字山部911番地４

直方市 直方市植木教育集会所 直方市大字植木171番地17

直方市 直方市体育館 直方市大字直方674番地25

直方市 直方市中泉第二集会所 直方市大字中泉1120番地

直方市 直方市赤地集会所 直方市大字赤地61番地１

直方市 直方市下新入教育集会所 直方市大字下新入507番地６

直方市 直方市下境第四集会所 直方市大字下境4078番地６

直方市 直方市下境第三集会所 直方市大字下境3910番地28

直方市 直方市中泉第三集会所 直方市大字中泉1264番地15

直方市 直方市中泉第二教育集会所 直方市大字中泉1028番地６

直方市 直方市感田第一集会所 直方市大字感田1472番地４

直方市 直方市感田第二集会所 直方市大字感田2167番地２

直方市 直方市中泉第一教育集会所 直方市大字中泉1018番地45

直方市 直方市下境教育集会所 直方市大字下境3910番地401

飯塚市 飯塚市立岩人権啓発センター 飯塚市立岩1738番地２

飯塚市 飯塚市伊岐須会館 飯塚市伊岐須869番地１

久留米市 久留米市城島体育館 久留米市城島町楢津1468番地

久留米市 大城ますかげセンター 久留米市北野町大城83番地

久留米市 船越校区コミュニティセンター 久留米市田主丸町船越175番地４

久留米市 柴刈校区コミュニティセンター 久留米市田主丸町八幡940−２

久留米市 川会校区コミュニティセンター 久留米市田主丸町以真恵267−11

久留米市 竹野校区コミュニティセンター 久留米市田主丸町竹野2134番地１

久留米市 水縄校区コミュニティセンター 久留米市田主丸町石垣913番地15

久留米市 金丸校区コミュニティセンター 久留米市原古賀町28−２

久留米市 安武校区コミュニティセンター 久留米市安武町武島808

久留米市 鳥飼校区コミュニティセンター 久留米市梅満町1223−１

久留米市 日吉校区コミュニティセンター 久留米市日吉町83

久留米市 犬塚校区コミュニティセンター 久留米市三潴町玉満2922番地２

久留米市 三潴校区コミュニティセンター 久留米市三潴町高三潴546番地８

久留米市 西牟田校区コミュニティセンター 久留米市三潴町西牟田4412番地１

久留米市 水分校区コミュニティセンター 久留米市田主丸町常磐988−５

久留米市 田主丸保健センター 久留米市田主丸町田主丸459−11

久留米市 田主丸生涯学習センター 久留米市田主丸町田主丸770−１

久留米市 北野生涯学習センター 久留米市北野町中273−１

久留米市 三潴生涯学習センター 久留米市三潴町玉満2949−１

久留米市 浮島校区コミュニティセンター 久留米市城島町浮島388

久留米市 下田校区コミュニティセンター 久留米市城島町下田293−３

久留米市 城島校区コミュニティセンター 久留米市城島町楢津743番地２

久留米市 青木校区コミュニティセンター 久留米市城島町上青木750

久留米市 江上校区コミュニティセンター 久留米市城島町江上312番地３

直方市 直方市赤地生活館 直方市大字赤地16番地３
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八女市 八女市笠原体育館 八女市黒木町笠原4341番地１

八女市 八女市大淵体験交流施設 八女市黒木町大淵3998番地

八女市 八女市白木体育館 八女市立花町白木1545番地１

八女市 八女市上辺春体育館 八女市立花町上辺春1080番地

八女市 八女市下辺春体育館 八女市立花町下辺春1312番地１

八女市 八女市白木コミュニティセンター 八女市立花町白木5583番地１

八女市 八女市北山コミュニティセンター 八女市立花町北山2692番地１

八女市 八女市辺春コミュニティセンター 八女市立花町上辺春393番地１

八女市 八女市黒木地域交流センター 八女市黒木町桑原207番地

八女市 八女市立花総合保健福祉センター 八女市立花町谷川1156番地

八女市 八女市立花活性化センター 八女市立花町下辺春331番地

八女市 八女市矢部体育館 八女市矢部村北矢部鬼塚（河川敷）

八女市 八女市椋谷地域交流センター 八女市星野村5475番地２

筑後市 筑後市立一条福祉館 筑後市大字一条654番地１

筑後市 筑後市北部交流センター（チクロ
ス） 筑後市大字蔵数515番地１

筑後市 福岡県広域公園体育館 筑後市大字津島831番地１

大川市 大川コミュニティセンター 大川市大字向島1840番地の２

大川市 三又コミュニティセンター 大川市大字中古賀208番地の１

大川市 木室コミュニティセンター 大川市大字中八院1465番地

大川市 田口コミュニティセンター 大川市大字三丸2066番地の２

大川市 川口コミュニティセンター 大川市大字一木721番地

大川市 大野島コミュニティセンター 大川市大字大野島2812番地

大川市 大川市勤労者総合福祉センター 大川市大字小保614番地の６

大川市 大川勤労青少年ホーム 大川市大字小保614番地の６

飯塚市 飯塚市穂波福祉総合センター 飯塚市枝国402番地100

柳川市 柳川市柳川農村環境改善センター 柳川市下宮永町132番地１

柳川市 柳川市就業改善センター 柳川市久々原126番地３

柳川市 柳川市蒲池農村環境改善センター 柳川市矢加部251番地３

柳川市 柳川総合保健福祉センター水の郷 柳川市上宮永町６番地３

柳川市 柳川むつごろうランド 柳川市橋本町389番地

柳川市 柳川あめんぼセンター 柳川市一新町３番地１

柳川市 柳川市大和漁村センター 柳川市大和町中島385番地

八女市 八女市隣保館 八女市川犬1519番地２

八女市 八女市農業活性化センター 八女市上陽町北川内461番地１

八女市 八女市研修センター 八女市上陽町上横山4906番地１

八女市 八女市黒木体育センター 八女市黒木町今2318−11

八女市 八女市豊岡コミュニティセンター 八女市黒木町本分1590−２

八女市 八女市串毛コミュニティセンター 八女市黒木町土窪1419−１

八女市 八女市笠原集会所 八女市黒木町笠原7552−１

八女市 八女市大淵基幹集落センター 八女市黒木町大淵2691−１

八女市 八女市木屋農村環境改善センター 八女市黒木町北木屋2351

八女市 八女市黒木開発センター 八女市黒木町桑原212

八女市 八女市黒木体育館 八女市黒木町桑原212−１

八女市 八女市立花体育館 八女市立花町谷川1130

八女市 八女市働く女性の家 八女市立花町谷川1111

八女市 八女市立花隣保館 八女市立花町山崎2522−１

八女市 八女市星野総合保健福祉センター 八女市星野村10775−14

八女市 八女市上郷地域交流センター 八女市星野村15880番地１

八女市 八女市木屋体育館 八女市黒木町木屋2422番地
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筑紫野市 筑紫野市美咲体育館 筑紫野市美咲９番地３

筑紫野市 筑紫野市次田共同利用施設 筑紫野市二日市西一丁目３番５号

筑紫野市 筑紫野市鳥居共同利用施設 筑紫野市二日市西二丁目４番３号

筑紫野市 筑紫野市湯町共同利用施設 筑紫野市湯町二丁目４番13号

筑紫野市 筑紫野市中央・栄町・昭和共同利
用施設 筑紫野市二日市中央三丁目５番７号

筑紫野市 筑紫野市紫共同利用施設 筑紫野市紫一丁目20番11号

筑紫野市 山家コミュニティセンター 筑紫野市大字山家2850番地１

筑紫野市 山口コミュニティセンター 筑紫野市大字古賀196番地１

筑紫野市 御笠コミュニティセンター 筑紫野市大字吉木2496番地１

筑紫野市 二日市コミュニティセンター 筑紫野市二日市中央五丁目５番18号

筑紫野市 筑紫野市総合保健福祉センター「
カミーリヤ」 筑紫野市岡田三丁目11番地１

筑紫野市 筑紫野市生涯学習センター 筑紫野市二日市南一丁目９番３号

筑紫野市 筑紫南コミュニティセンター 筑紫野市原田四丁目16番地６

筑紫野市 筑紫コミュニティセンター 筑紫野市大字筑紫634番地７

筑紫野市 二日市東コミュニティセンター 筑紫野市石崎一丁目１番７号

春日市 春日市ふれあい文化センター 春日市大谷六丁目24番地

春日市 春日市泉地区公民館 春日市泉二丁目４番地

春日市 春日市上白水地区公民館 春日市上白水六丁目77番地

春日市 春日市惣利地区公民館 春日市惣利三丁目133番地１

春日市 春日市桜ヶ丘地区公民館 春日市桜ヶ丘七丁目１番地２

春日市 春日市須玖南地区公民館 春日市須玖南四丁目128番地

春日市 春日市松ヶ丘地区公民館 春日市松ヶ丘五丁目35番地

春日市 春日市白水ヶ丘地区公民館 春日市白水ヶ丘三丁目46番地

春日市 春日市サン・ビオ地区公民館 春日市大和町五丁目１番地４

行橋市 行橋市椿市地域交流センター 行橋市大字長尾518番地２

行橋市 コスメイト行橋 行橋市中央一丁目９番３号

豊前市 豊前市多目的文化交流センター 豊前市大字八屋1776番地２

中間市 中間市体育文化センター 中間市蓮花寺三丁目１番５号

小郡市 小郡地区コミュニティセンター 小郡市小郡296番地

小郡市 小郡市総合保健福祉センター 小郡市二森1167番地１

小郡市 味坂校区コミュニティセンター 小郡市下西鯵坂253番地１

小郡市 御原校区コミュニティセンター 小郡市稲吉437番地11

小郡市 立石校区コミュニティセンター 小郡市干潟2056番地１

小郡市 三国校区コミュニティセンター 小郡市三沢4196番地１

小郡市 東野校区コミュニティセンター 小郡市三沢83番地１

小郡市 大原校区コミュニティセンター 小郡市大保1465番地１

小郡市 小郡校区コミュニティセンター 小郡市寺福童859番地51

小郡市 のぞみが丘校区コミュニティセン
ター 小郡市希みが丘五丁目２番地17

筑紫野市 筑紫野市六反共同利用施設 筑紫野市塔原東一丁目２番20号

筑紫野市 筑紫野市杉塚共同利用施設 筑紫野市杉塚七丁目７番18号

筑紫野市 筑紫野市大坪共同利用施設 筑紫野市二日市西四丁目８番27号

筑紫野市 筑紫野市美咲隣保館 筑紫野市美咲９番地３

筑紫野市 筑紫野市京町隣保館 筑紫野市二日市北三丁目２番７号

筑紫野市 筑紫野市岡田隣保館 筑紫野市岡田一丁目24番地２

筑紫野市 筑紫野市永岡隣保館 筑紫野市永岡1439番地

筑紫野市 筑紫野市京町教育集会所・児童セ
ンター 筑紫野市二日市北四丁目１番５号

筑紫野市 筑紫野市勤労青少年ホーム 筑紫野市大字諸田169番地

筑紫野市 筑紫野市文化会館 筑紫野市上古賀一丁目５番１号
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春日市 春日市白水池コミュニティセンタ
ー 春日市白水池二丁目48番地

春日市 春日市塚原台地区公民館 春日市塚原台一丁目76番地２

春日市 春日市大土居地区公民館 春日市大土居三丁目148番地３

春日市 春日地区公民館 春日市春日一丁目111番地

春日市 春日市総合スポーツセンター 春日市大谷六丁目28番地

春日市 福岡県営春日公園野球場 春日市原町三丁目１番地４

大野城市 牛頸公民館 大野城市大字牛頸1357番地５

大野城市 南ケ丘１区公民館 大野城市南ケ丘二丁目19番１号

大野城市 南ケ丘２区公民館 大野城市南ケ丘四丁目17番１号

大野城市 上大利公民館 大野城市上大利二丁目18番１号

大野城市 下大利公民館 大野城市下大利二丁目10番10号

大野城市 白木原公民館 大野城市白木原一丁目５番５号

大野城市 瓦田公民館 大野城市瓦田三丁目１番１号

大野城市 釜蓋公民館 大野城市大城四丁目９番５号

大野城市 井の口公民館 大野城市大城一丁目25番１号

大野城市 上筒井公民館 大野城市筒井三丁目８番１号

大野城市 下筒井公民館 大野城市筒井一丁目７番１号

大野城市 山田公民館 大野城市山田四丁目13番17号

大野城市 雑餉隈町公民館 大野城市雑餉隈町三丁目３番７号

大野城市 栄町公民館 大野城市栄町一丁目１番11号

大野城市 仲島公民館 大野城市仲畑四丁目21番１号

大野城市 畑詰公民館 大野城市仲畑二丁目９番12号

大野城市 中公民館 大野城市川久保一丁目７番１号

大野城市 乙金公民館 大野城市乙金二丁目５番18号

春日市 春日市春日原共同利用施設 春日市春日原南町四丁目37番地84

春日市 春日市千歳町共同利用施設 春日市千歳町三丁目32番地１

春日市 春日市春日原南共同利用施設 春日市春日原南町四丁目52番地２

春日市 春日市光町共同利用施設 春日市光町二丁目180番地１

春日市 春日市大和町共同利用施設 春日市大和町二丁目16番地２

春日市 春日市宝町共同利用施設 春日市宝町四丁目15番地３

春日市 春日市若葉台西共同利用施設 春日市若葉台西三丁目４番地１

春日市 春日市ちくし台共同利用施設 春日市ちくし台三丁目92番地２

春日市 春日市大谷共同利用施設 春日市大谷四丁目７番地１

春日市 春日市紅葉ヶ丘共同利用施設 春日市紅葉ヶ丘西四丁目１番地１

春日市 春日市昇町共同利用施設 春日市昇町五丁目122番地

春日市 春日市小倉東共同利用施設 春日市小倉東二丁目22番地

春日市 春日市若葉台東共同利用施設 春日市若葉台東二丁目86番地２

春日市 春日市春日公園共同利用施設 春日市春日公園一丁目47番地

春日市 春日市日の出町コミュニティ供用
施設 春日市日の出町二丁目61番地12

春日市 春日市岡本コミュニティ供用施設 春日市岡本三丁目65番地

春日市 春日市天神山コミュニティ供用施
設 春日市天神山一丁目53番地

春日市 春日市下白水北コミュニティ供用
施設 春日市下白水北四丁目19番地

春日市 春日市弥生コミュニティ供用施設 春日市弥生七丁目50番地

春日市 春日市須玖北コミュニティ供用施
設 春日市須玖北五丁目151番地

春日市 春日市小倉コミュニティ供用施設 春日市小倉二丁目93番地３

春日市 春日市平田台コミュニティ供用施
設 春日市平田台四丁目32番地

春日市 春日市下白水南コミュニティセン
ター 春日市下白水南三丁目44番地
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宗像市 コミュニティ・センター大島会館 宗像市大島1194番地１

宗像市 コミュニティ・センター玄海会館 宗像市牟田尻1601

宗像市 コミュニティ・センター河東会館 宗像市須恵一丁目４番１号

太宰府市 太宰府市立都府楼共同利用施設 太宰府市都府楼南三丁目４番１号

太宰府市 太宰府市立水城共同利用施設 太宰府市水城一丁目24番18号

太宰府市 太宰府市立長浦台共同利用施設 太宰府市長浦台一丁目９番６号

太宰府市 太宰府市立青葉台共同利用施設 太宰府市青葉台四丁目７番１号

太宰府市 太宰府市立大佐野台共同利用施設 太宰府市大佐野五丁目４番１号

太宰府市 太宰府市南隣保館 太宰府市朱雀二丁目３番１号

太宰府市 太宰府市立国分共同利用施設 太宰府市国分三丁目17番６号

太宰府市 太宰府市立向佐野共同利用施設 太宰府市向佐野二丁目８番８号

太宰府市 太宰府市男女共同参画推進センタ
ールミナス 太宰府市白川２番２号

太宰府市 太宰府市立老人福祉センター 太宰府市白川２番３号

太宰府市 太宰府市南体育館 太宰府市朱雀二丁目４番１号

太宰府市 太宰府市体育センター 太宰府市白川２番１号

太宰府市 太宰府市立通古賀共同利用施設 太宰府市通古賀四丁目６番26号

太宰府市 太宰府市立吉松共同利用施設 太宰府市吉松三丁目10番15号

古賀市 青柳公民館 古賀市青柳1699番地１

古賀市 小竹公民館 古賀市小竹811番地

古賀市 小山田公民館 古賀市小山田341番地

古賀市 薦野公民館 古賀市薦野1369番地４

古賀市 上米多比公民館 古賀市米多比575番地１

古賀市 久保公民館 古賀市新久保二丁目２番11号

古賀市 新原公民館 古賀市新原713番地１

大野城市 下大利団地公民館 大野城市下大利団地４番２号

大野城市 乙金台公民館 大野城市乙金台二丁目17番３号

大野城市 乙金東公民館 大野城市乙金東三丁目５番43号

大野城市 大池公民館 大野城市大池二丁目２番２号

大野城市 平野台公民館 大野城市平野台一丁目20番７号

大野城市 月の浦公民館 大野城市月の浦三丁目24番６号

大野城市 つつじケ丘公民館 大野城市つつじケ丘三丁目１番30号

大野城市 南コミュニティセンター 大野城市南ケ丘五丁目９番１号

大野城市 中央コミュニティセンター 大野城市中央一丁目５番１号

大野城市 北コミュニティセンター 大野城市御笠川一丁目17番１号

大野城市 東コミュニティセンター 大野城市大池二丁目２番１号

大野城市 東大利公民館 大野城市東大利一丁目12番５号

大野城市 若草公民館 大野城市若草二丁目６番23号

大野城市 中大利公民館 大野城市中央一丁目２番15号

宗像市 コミュニティ・センター日の里会
館 宗像市日の里一丁目16−１

宗像市 コミュニティ・センター自由ヶ丘
会館 宗像市自由ヶ丘三丁目12−11

宗像市 コミュニティ・センター南郷会館 宗像市野坂2119−５

宗像市 コミュニティ・センター吉武会館 宗像市吉留3519−１

宗像市 コミュニティ・センター赤間西会
館 宗像市三郎丸五丁目２番24号

宗像市 コミュニティ・センター赤間会館 宗像市赤間二丁目３番１号

宗像市 コミュニティ・センター東郷会館 宗像市田熊六丁目７番25号

宗像市 市民活動交流館（メイトム宗像） 宗像市久原180

宗像市 コミュニティ・センター池野会館 宗像市池田1300

宗像市 コミュニティ・センター岬会館 宗像市鐘崎776番地４
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古賀市 舞の里２区集会所 古賀市舞の里二丁目12番

古賀市 舞の里３区集会所 古賀市舞の里三丁目11番７号

古賀市 舞の里５区集会所 古賀市舞の里五丁目28番

古賀市 古賀市米多比児童館 古賀市米多比1109番地２

古賀市 古賀北区公民館 古賀市天神五丁目２番

古賀市 千鳥北区公民館 古賀市千鳥四丁目１番３号

古賀市 舞の里４区集会所 古賀市舞の里四丁目14番

福津市 福津市健康福祉総合センター 福津市手光南二丁目１番１号

福津市 福津市立福間会館 福津市中央五丁目３番７号

福津市 福津市複合文化センター 福津市津屋崎一丁目７番２号

福津市 宮司コミュニティセンター 福津市宮司浜二丁目15番１号

福津市 福津市農林漁業体験実習館 福津市勝浦1667番地の１

福津市 福間郷づくり交流センター 福津市西福間二丁目７番33号

福津市 福間南郷づくり交流センター 福津市日蒔野四丁目19番地の１

福津市 上西郷郷づくり交流センター 福津市内殿591番地の15

福津市 神興東郷づくり交流センター 福津市久末236番地の１

福津市 神興郷づくり交流センター 福津市東福間六丁目４番１号

福津市 勝浦郷づくり交流センター 福津市勝浦2274番地の１

福津市 福津市まちおこしセンター 福津市津屋崎三丁目17番３号

うきは市 うきは市吉井体育センター うきは市吉井町983番地120

うきは市 菊竹六鼓記念館 うきは市吉井町1082番地１

うきは市 うきは市社会教育集会所 うきは市浮羽町西隈上７番地２

うきは市 千年コミュニティセンター うきは市吉井町千年245番地１

うきは市 吉井コミュニティセンター うきは市吉井町983番地１

うきは市 福富コミュニティセンター うきは市吉井町福益1607番地１

古賀市 鹿部公民館 古賀市日吉三丁目14番３号

古賀市 谷山公民館 古賀市谷山666番地

古賀市 千鳥南区公民館 古賀市千鳥二丁目11番11号

古賀市 花見東２区公民館 古賀市花見南二丁目23番15号

古賀市 古賀団地公民館 古賀市駅東五丁目６番５号

古賀市 筵内公民館 古賀市筵内883番地１

古賀市 薬王寺公民館 古賀市薬王寺1053番地１

古賀市 今在家公民館 古賀市今在家127番地２

古賀市 中川公民館 古賀市天神四丁目４番５号

古賀市 花鶴丘三丁目区公民館 古賀市花鶴丘三丁目10番地189

古賀市 久保西公民館 古賀市中央五丁目14番10号

古賀市 中央区公民館 古賀市中央四丁目５番５号

古賀市 日吉台公民館 古賀市日吉一丁目９番８号

古賀市 花見東１区公民館 古賀市花見東四丁目９番１号

古賀市 花鶴丘二丁目１区集会所 古賀市花鶴丘二丁目１番

古賀市 花見南公民館 古賀市花見南二丁目23番７号

古賀市 花鶴丘二丁目３区公民館 古賀市花鶴丘二丁目10番地15

古賀市 庄北区公民館 古賀市今の庄二丁目７番23号

古賀市 庄南区公民館 古賀市今の庄二丁目７番23号

古賀市 町川原１区公民館 古賀市川原1006番地５

古賀市 町川原２区公民館 古賀市青柳町247番地４

古賀市 舞の里１区集会所 古賀市舞の里一丁目13番

古賀市 古賀東区公民館 古賀市駅東一丁目２番８号

古賀市 古賀南区公民館 古賀市天神一丁目22番10号

古賀市 花鶴丘一丁目区公民館 古賀市花鶴丘一丁目17番地９
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朝倉市 朝倉市福田コミュニティセンター 朝倉市小隈219番地１

朝倉市 朝倉市蜷城コミュニティセンター 朝倉市林田242番地

朝倉市 朝倉市金川コミュニティセンター 朝倉市屋永3266番地

朝倉市 朝倉市三奈木コミュニティセンタ
ー 朝倉市三奈木4260番地６

朝倉市 朝倉市高木コミュニティセンター 朝倉市黒川3972番地１

朝倉市 朝倉市高木コミュニティセンター
佐田分館 朝倉市佐田4277番地

朝倉市 旧久喜宮小学校体育館 朝倉市杷木久喜宮865番地１

朝倉市 旧志波小学校体育館 朝倉市杷木志波4669番地１

朝倉市 朝倉市久喜宮地域防災拠点施設 朝倉市杷木久喜宮865番地１

みやま市 下庄ふるさと館 みやま市瀬高町下庄1373番地

みやま市 瀬高農村環境改善センター みやま市瀬高町大江671番地

みやま市 市営住宅下小川団地集会室 みやま市瀬高町太神567番地１

みやま市 山川体育センター みやま市山川町尾野1707番地１

みやま市 高田体育館 みやま市高田町岩津335番地

みやま市 高田総合保健福祉センターあたご
苑 みやま市高田町今福314番地

みやま市 市営住宅さくら団地集会所 みやま市瀬高町文廣1945番地１

みやま市 市営住宅岩津団地集会所 みやま市高田町岩津820番地９

糸島市 糸島市男女共同参画センターラポ
ール 糸島市神在西三丁目１番５号

糸島市 糸島市立伊都文化会館 糸島市前原東二丁目２番７号

糸島市 糸島市健康福祉センターあごら 糸島市潤一丁目22番１号

糸島市 糸島市高齢者福祉施設二丈苑 糸島市二丈深江1293番地１

糸島市 志摩体育館 糸島市志摩初72番地１

糸島市 糸島市立波多江コミュニティセン
ター 糸島市池田216番地１

うきは市 江南コミュニティセンター うきは市吉井町新治1063番地１

うきは市 新川コミュニティセンター うきは市浮羽町新川2515番地

うきは市 小塩コミュニティセンター うきは市浮羽町小塩2548番地１

うきは市 妹川コミュニティセンター うきは市浮羽町妹川2329番地５

うきは市 田篭コミュニティセンター うきは市浮羽町田篭1151番地１

うきは市 山春コミュニティセンター うきは市浮羽町山北783番地

うきは市 大石コミュニティセンター うきは市浮羽町古川479番地

うきは市 御幸コミュニティセンター うきは市浮羽町朝田562番地11

うきは市 るり色ふるさと館 うきは市吉井町983番地１

嘉麻市 山田地区公民館熊ヶ畑分館講堂 嘉麻市熊ヶ畑2173番地１

嘉麻市 山田市民センター 嘉麻市上山田451番地３

嘉麻市 上山田住民ホール 嘉麻市上山田1515番地

嘉麻市 稲築体育館 嘉麻市鴨生418番地10

嘉麻市 嘉麻市なつき文化ホール多目的ホ
ール 嘉麻市岩崎63番地８

嘉麻市 稲築保健センター会議室 嘉麻市岩崎1143番地３

朝倉市 杷木地域生涯学習センター 朝倉市杷木池田483−１

朝倉市 朝倉老人福祉センター 朝倉市宮野2047−１

朝倉市 朝倉地域生涯学習センター 朝倉市宮野1997

朝倉市 朝倉市甘木地域センター 朝倉市甘木764番地21

朝倉市 朝倉市上秋月コミュニティセンタ
ー 朝倉市上秋月1373番地１

朝倉市 朝倉市秋月コミュニティセンター 朝倉市秋月669番地

朝倉市 朝倉市安川コミュニティセンター 朝倉市下渕737番地１

朝倉市 朝倉市馬田コミュニティセンター 朝倉市馬田1286番地

朝倉市 朝倉市立石コミュニティセンター 朝倉市頓田205番地１
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糟屋郡篠栗町 新町公民館 糟屋郡篠栗町中央四丁目７番29号

糟屋郡篠栗町 田中公民館 糟屋郡篠栗町田中二丁目15番28号

糟屋郡篠栗町 中町公民館 糟屋郡篠栗町中央三丁目11番１号

糟屋郡篠栗町 和田公民館 糟屋郡篠栗町和田一丁目13番１号

糟屋郡篠栗町 篠栗町町民体育館 糟屋郡篠栗町大字尾仲681番地１

糟屋郡篠栗町 篠栗町武道館 糟屋郡篠栗町中央四丁目20番３号

糟屋郡篠栗町 大勢門公民館 糟屋郡篠栗町中央五丁目21番１号

糟屋郡篠栗町 明治公民館 糟屋郡篠栗町大字津波黒二丁目11番
１号

糟屋郡篠栗町 池の端公民館 糟屋郡篠栗町大字津波黒112番地179

糟屋郡篠栗町 山手公民館 糟屋郡篠栗町大字篠栗2284番地２

糟屋郡篠栗町 山王公民館 糟屋郡篠栗町大字篠栗2344番地３

糟屋郡篠栗町 金出公民館 糟屋郡篠栗町大字金出3440番地

糟屋郡篠栗町 庄公民館 糟屋郡篠栗町大字尾仲299番地２

糟屋郡篠栗町 若杉公民館 糟屋郡篠栗町大字若杉943番地１

糟屋郡篠栗町 乙犬公民館 糟屋郡篠栗町大字乙犬411番地６

糟屋郡篠栗町 津波黒公民館 糟屋郡篠栗町大字津波黒三丁目14番
40号

糟屋郡篠栗町 城戸公民館 糟屋郡篠栗町大字篠栗485番地５

糟屋郡篠栗町 高田公民館 糟屋郡篠栗町大字高田454番地11

糟屋郡志免町 桜丘共同利用施設体育館 糟屋郡志免町桜丘二丁目15番12号

糟屋郡志免町 別府文化センター 糟屋郡志免町別府四丁目22番６号

糟屋郡志免町 田富共同利用施設 糟屋郡志免町田富四丁目９番20号

糟屋郡志免町 西校区ボランティアセンター（別
府一公民館） 糟屋郡志免町別府一丁目21番17号

糟屋郡志免町 別府二公民館 糟屋郡志免町別府西三丁目９番８号

糟屋郡志免町 御手洗共同利用施設 糟屋郡志免町御手洗二丁目13番18号

糸島市 糸島市立東風コミュニティセンタ
ー 糸島市潤四丁目10番２号

糸島市 糸島市立前原コミュニティセンタ
ー 糸島市前原東二丁目２番５号

糸島市 糸島市立南風コミュニティセンタ
ー 糸島市南風台八丁目10番52号

糸島市 糸島市立加布里コミュニティセン
ター 糸島市神在西三丁目１番32号

糸島市 糸島市立長糸コミュニティセンタ
ー 糸島市川付876番地１

糸島市 糸島市立雷山コミュニティセンタ
ー 糸島市蔵持838番地６

糸島市 糸島市立怡土コミュニティセンタ
ー 糸島市井原916番地

糸島市 糸島市立一貴山コミュニティセン
ター 糸島市二丈石崎81番地

糸島市 糸島市立深江コミュニティセンタ
ー 糸島市二丈深江1360番地

糸島市 糸島市立福吉コミュニティセンタ
ー 糸島市二丈吉井4017番地１

糸島市 糸島市立可也コミュニティセンタ
ー 糸島市志摩初18番地３

糸島市 糸島市立桜野コミュニティセンタ
ー 糸島市志摩桜井5942番地１

糸島市 糸島市立引津コミュニティセンタ
ー 糸島市志摩御床2165番地３

糸島市 糸島市立前原南コミュニティセン
ター 糸島市前原南一丁目11番23号

那珂川市 ミリカローデン那珂川文化ホール 那珂川市仲二丁目５番１号

那珂川市 ミリカローデン那珂川多目的ホー
ル 那珂川市仲二丁目５番１号

那珂川市 東地区公民館 那珂川市五郎丸三丁目９番19号

糟屋郡宇美町 宇美町住民福祉センター 糟屋郡宇美町平和一丁目１番１号

糟屋郡篠栗町 尾仲公民館 糟屋郡篠栗町大字尾仲782番地11

糟屋郡篠栗町 上町公民館 糟屋郡篠栗町大字篠栗4130番地６

糟屋郡篠栗町 下町公民館 糟屋郡篠栗町中央四丁目12番11号
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糟屋郡新宮町 上府区公民館 糟屋郡新宮町大字上府577番地３

糟屋郡新宮町 下府一区公民館 糟屋郡新宮町下府一丁目９番12号

糟屋郡新宮町 下府二区公民館 糟屋郡新宮町下府五丁目２番14号

糟屋郡新宮町 新宮町福祉センター 糟屋郡新宮町緑ヶ浜四丁目３−１

糟屋郡新宮町 立花口公民館 糟屋郡新宮町大字立花口1266番地

糟屋郡新宮町 原上公民館 糟屋郡新宮町大字原上1362番地３

糟屋郡新宮町 的野公民館 糟屋郡新宮町大字的野448番地３

糟屋郡新宮町 三代公民館 糟屋郡新宮町大字三代660番地１

糟屋郡新宮町 湊公民館 糟屋郡新宮町大字湊221番地１

糟屋郡新宮町 夜臼一区公民館 糟屋郡新宮町夜臼六丁目１−13

糟屋郡新宮町 夜臼二区公民館 糟屋郡新宮町夜臼二丁目４−８

糟屋郡新宮町 相島災害時援助施設 糟屋郡新宮町大字相島1377番地

糟屋郡新宮町 緑ケ浜区公民館 糟屋郡新宮町緑ヶ浜一丁目10−１

糟屋郡新宮町 花立花区公民館 糟屋郡新宮町花立花四丁目１−６

糟屋郡新宮町 夜臼三区公民館 糟屋郡新宮町夜臼四丁目６−11

糟屋郡新宮町 夜臼四区公民館 糟屋郡新宮町夜臼五丁目12−１

糟屋郡新宮町 杜の宮クラブハウス 糟屋郡新宮町杜の宮二丁目840−413

糟屋郡新宮町 桜山手区公民館 糟屋郡新宮町桜山手三丁目14

糟屋郡新宮町 湊坂区公民館 糟屋郡新宮町湊坂三丁目13−２

糟屋郡久山町 久山町立新建会館 糟屋郡久山町大字久原2418番地２

糟屋郡久山町 久山町立下久原公民館 糟屋郡久山町大字久原3370番地２

糟屋郡久山町 久山町立東久原集会所 糟屋郡久山町大字久原1843番地71

糟屋郡久山町 久山町立草場集会所 糟屋郡久山町大字山田393番地156

糟屋郡久山町 久山町立猪野公民館 糟屋郡久山町大字猪野1258番地１

糟屋郡久山町 久山町下山田公民館 糟屋郡久山町大字山田1726番地１

糟屋郡志免町 南里一コミュニティセンター（南
里一公民館） 糟屋郡志免町南里二丁目27番16号

糟屋郡志免町 吉原公民館 糟屋郡志免町大字吉原175番地３

糟屋郡志免町 志免町民体育館 糟屋郡志免町志免中央一丁目10番１
号

糟屋郡志免町 志免町ボランティアネットワーク
センター（生涯学習１号館）

糟屋郡志免町志免中央一丁目３番２
号

糟屋郡志免町 シーメイト 糟屋郡志免町大字志免451番地１

糟屋郡須恵町 上須恵クラフト館 糟屋郡須恵町大字上須恵596番地

糟屋郡須恵町 須恵公民館 糟屋郡須恵町大字須恵248番地

糟屋郡須恵町 一番田公民館 糟屋郡須恵町大字須恵165番地145

糟屋郡須恵町 城山公民館 糟屋郡須恵町大字須恵377番地36

糟屋郡須恵町 甲植木公民館 糟屋郡須恵町大字甲植木377番地

糟屋郡須恵町 新原公民館 糟屋郡須恵町大字新原192番地１

糟屋郡須恵町 恵西区公民館 糟屋郡須恵町大字旅石115番地134

糟屋郡須恵町 山の神区公民館 糟屋郡須恵町大字旅石68番地175

糟屋郡須恵町 須恵町立住民センターあおば会館 糟屋郡須恵町大字上須恵1117番地

糟屋郡須恵町 旅石公民館 糟屋郡須恵町大字旅石729番地３

糟屋郡須恵町 須恵町佐谷区集落センター 糟屋郡須恵町大字佐谷893番地

糟屋郡須恵町 乙植木コミュニティセンター 糟屋郡須恵町大字植木1665番地

糟屋郡須恵町 川子地区公民館 糟屋郡須恵町大字上須恵1290番地34

糟屋郡須恵町 西体育館 糟屋郡須恵町大字旅石253番地235

糟屋郡須恵町 須恵町立武道場 糟屋郡須恵町大字上須恵1170番地

糟屋郡須恵町 旭ケ丘公民館 糟屋郡須恵町大字旅石170番地102

糟屋郡須恵町 西原公民館 糟屋郡須恵町大字旅石253番地17

糟屋郡須恵町 昭穂生活館 糟屋郡須恵町大字旅石115番地567

糟屋郡新宮町 新宮公民館 糟屋郡新宮町大字新宮90番地６
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朝倉郡東峰村 せせらぎ鼓 朝倉郡東峰村大字小石原鼓1696番地
１

朝倉郡東峰村 東峰村村民センター 朝倉郡東峰村大字宝珠山27番地の２

朝倉郡東峰村 保健福祉センターいずみ館多目的
ホール 朝倉郡東峰村大字宝珠山6431番地

三井郡大刀洗町 大刀洗勤労者体育センター 三井郡大刀洗町大字本郷625番地１

三井郡大刀洗町 大刀洗町南部コミュニティーセン
ター

三井郡大刀洗町大字上高橋734番地
１

三井郡大刀洗町 大刀洗町就業改善センター 三井郡大刀洗町大字山隈1711番地３

三井郡大刀洗町 大刀洗町ふれあいセンター 三井郡大刀洗町大字本郷2848番地１

三井郡大刀洗町 大刀洗町憩いの園大堰交流センタ
ー 三井郡大刀洗町大字守部504番地１

三潴郡大木町 大木町総合体育館 三潴郡大木町大字八町牟田617番地
１

八女郡広川町 広川町保健・福祉センター 八女郡広川町大字新代2165番地１

八女郡広川町 広川町産業展示会館 八女郡広川町大字日吉1164番地６

八女郡広川町 広川町町民交流センター 八女郡広川町大字新代1965番地１

田川郡香春町 香春町体育センター 田川郡香春町大字高野987番地１

田川郡香春町 香春町生涯学習センター 田川郡香春町大字高野987番地１

田川郡添田町 峰地団地集会所 田川郡添田町大字添田1092番地の４

田川郡添田町 真木朝日教育集会所 田川郡添田町大字庄2250番地の１

田川郡添田町 豊川教育集会所 田川郡添田町大字添田3215番地の３

田川郡添田町 不動教育集会所 田川郡添田町大字中元寺3817番地の
２

田川郡添田町 鳥迫教育集会所 田川郡添田町大字添田2235番地

田川郡添田町 畑井教育集会所 田川郡添田町大字庄814番地の１

田川郡添田町 中鶴集会所 田川郡添田町大字添田983番地の１

田川郡添田町 添田町隣保館 田川郡添田町大字庄415番地

田川郡添田町 津野生活改善センター 田川郡添田町大字津野1754番地

糟屋郡久山町 久山町立いつき会館 糟屋郡久山町大字山田685番地４

糟屋郡久山町 久山町立上久原集会所 糟屋郡久山町大字久原887番地

糟屋郡久山町 久山町文化交流センター 糟屋郡久山町大字久原2603番地１

遠賀郡岡垣町 町民体育館 遠賀郡岡垣町東松原一丁目３番３号

遠賀郡遠賀町 遠賀コミュニティーセンター 遠賀郡遠賀町大字広渡23番地の６

鞍手郡小竹町 小竹東住民センター 鞍手郡小竹町大字御徳1783番地１

鞍手郡小竹町 小竹町町民体育館 鞍手郡小竹町大字勝野1757番地７

鞍手郡小竹町 小竹町新多コミュニティセンター 鞍手郡小竹町大字新多398番地１

鞍手郡小竹町 小竹町七福コミュニティセンター 鞍手郡小竹町大字勝野2837番地１

鞍手郡小竹町 小竹中学校体育館 鞍手郡小竹町大字御徳656番地

鞍手郡小竹町 小竹南小学校体育館 鞍手郡小竹町大字勝野3540番地

鞍手郡小竹町 小竹西小学校体育館 鞍手郡小竹町大字新多466番地１

鞍手郡小竹町 小竹北小学校体育館 鞍手郡小竹町大字御徳1375番地

鞍手郡小竹町 小竹町中央公民館 鞍手郡小竹町大字勝野1757番地

嘉穂郡桂川町 桂川町総合体育館 嘉穂郡桂川町吉隈429番地の26

朝倉郡筑前町 筑前町立隣保館 朝倉郡筑前町依井1304番地１

朝倉郡筑前町 筑前町めくばーる町民ホール 朝倉郡筑前町久光951番地１

朝倉郡筑前町 筑前町農業者トレーニングセンタ
ー 朝倉郡筑前町東小田1576番地

朝倉郡筑前町 筑前町コスモスプラザふれあいホ
ール 朝倉郡筑前町篠隈373番地

朝倉郡筑前町 筑前町コスモスプラザ会議室１ 朝倉郡筑前町篠隈373番地

朝倉郡筑前町 筑前町コスモスプラザ会議室２ 朝倉郡筑前町篠隈373番地

朝倉郡筑前町 筑前町コスモスプラザ会議室３ 朝倉郡筑前町篠隈373番地

朝倉郡東峰村 東峰村小石原公民館 朝倉郡東峰村大字小石原941番地の
１

朝倉郡東峰村 東峰村基幹集落センター 朝倉郡東峰村大字宝珠山6425番地
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田川郡糸田町 宮床公民館 田川郡糸田町1961番地７

田川郡川崎町 森安公民館 田川郡川崎町大字池尻410−１

田川郡川崎町 東田原公民館 田川郡川崎町大字田原594−１

田川郡川崎町 本町公民館 田川郡川崎町大字川崎270の１

田川郡川崎町 大島公民館 田川郡川崎町大字川崎102−１

田川郡川崎町 東川崎公民館 田川郡川崎町大字川崎2666−６

田川郡川崎町 下真崎公民館 田川郡川崎町大字安真木5654

田川郡川崎町 永井公民館 田川郡川崎町大字川崎4023−２

田川郡川崎町 安宅公民館 田川郡川崎町大字安真木2425−１

田川郡川崎町 池尻公民館 田川郡川崎町大字池尻897−47

田川郡川崎町 櫛毛公民館 田川郡川崎町大字川崎918の１

田川郡川崎町 田原原方公民館 田川郡川崎町大字田原1290−２

田川郡川崎町 上真崎公民館 田川郡川崎町大字安真木3666−２

田川郡川崎町 外木城公民館 田川郡川崎町大字安真木7468の５

田川郡川崎町 吉原公民館 田川郡川崎町大字川崎78−16

田川郡川崎町 米田公民館 田川郡川崎町大字川崎491の１

田川郡川崎町 川崎町民会館 田川郡川崎町大字田原804番地

田川郡川崎町 川崎町立隣保館 田川郡川崎町大字田原725-17

田川郡川崎町 川崎町勤労青少年ホーム 田川郡川崎町大字田原772番地の１

田川郡川崎町 島廻公民館 田川郡川崎町大字川崎337番地の14

田川郡赤村 赤村住民センター 田川郡赤村大字内田1188番地

田川郡福智町 金田体育館 田川郡福智町金田1153番地１

田川郡福智町 福智町人権のまちづくり館 田川郡福智町赤池970番地４

田川郡福智町 市場集会所 田川郡福智町市場876番地１

田川郡福智町 第九区公民館 田川郡福智町赤池292番地14

田川郡添田町 添田町体育館 田川郡添田町大字添田1594番地の１

田川郡添田町 庄地区集会所 田川郡添田町大字庄966番地の１

田川郡添田町 鏡町集会所 田川郡添田町大字庄1380番地の11

田川郡糸田町 打越公民館 田川郡糸田町3817番地１

田川郡糸田町 上糸田公民館 田川郡糸田町3268番地１

田川郡糸田町 大熊公民館 田川郡糸田町2802番地２

田川郡糸田町 原公民館 田川郡糸田町3438番地１

田川郡糸田町 宮川一公民館 田川郡糸田町3652番地２

田川郡糸田町 宮川二公民館 田川郡糸田町3223番地５

田川郡糸田町 真岡生活館 田川郡糸田町1067番地４

田川郡糸田町 北区教育集会所 田川郡糸田町2751番地２

田川郡糸田町 戸石集会所 田川郡糸田町1277番地１

田川郡糸田町 南糸田公民館 田川郡糸田町991番地１

田川郡糸田町 糸田アリーナ 田川郡糸田町3778番地１

田川郡糸田町 桃山集会所 田川郡糸田町3966番地

田川郡糸田町 貴船団地集会所 田川郡糸田町1813番地１

田川郡糸田町 旭ヶ丘集会所 田川郡糸田町1113番地

田川郡糸田町 北区二公民館 田川郡糸田町2637番地８

田川郡糸田町 下糸田公民館 田川郡糸田町3021番地３

田川郡糸田町 自由ヶ丘公民館 田川郡糸田町1849番地46

田川郡糸田町 中糸田公民館 田川郡糸田町2372番地２

田川郡糸田町 鼡ヶ池公民館 田川郡糸田町35番地

田川郡糸田町 堀川団地集会所 田川郡糸田町4129番地５

田川郡糸田町 宮床団地公民館 田川郡糸田町3719番地１

田川郡糸田町 宮山集会所 田川郡糸田町1625番地１
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田川郡福智町 方城分館 田川郡福智町伊方4480番地１

京都郡苅田町 三原文化会館 京都郡苅田町富久町一丁目19番地１

京都郡苅田町 小波瀬コミュニティセンター 京都郡苅田町新津一丁目10番地１

京都郡苅田町 苅田町総合福祉会館 京都郡苅田町尾倉四丁目１番地７

京都郡苅田町 苅田町総合保健福祉センター 京都郡苅田町幸町６番地91

京都郡みやこ町 みやこ町総合文化センター（サン
・グレートみやこ） 京都郡みやこ町勝山黒田86番地１

築上郡築上町 築上町コミュニティセンター 築上郡築上町大字築城253番地１

築上郡築上町 築上町文化会館（コマーレ） 築上郡築上町大字椎田962番地８

築上郡吉富町 吉富漁村センター（大会議室） 築上郡吉富町大字小犬丸351番地３

築上郡吉富町 吉富漁村センター（小会議室）和
室 築上郡吉富町大字小犬丸351番地３

築上郡吉富町 吉富漁村センター（小会議室）洋
室 築上郡吉富町大字小犬丸351番地３

　監査公表第１号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項の規定に基づく行政監査「新型コロ

ナウイルス感染症対策事業について」を保健医療介護部がん感染症疾病対策課及び商工

部商工政策課について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人
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第
１

監
査
の
概
要

１
行
政
監
査
の
テ
ー
マ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
に
つ
い
て

２
テ
ー
マ
選
定
の
理
由

令
和
２
年
４
月
７
日
、
国
が
本
県
を
含
む
７
都
府
県
を
対
象
区
域
と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
に
関
す
る
第
１
回
目
の
緊
急
事
態
宣
言
を
発
出
し
た
こ
と
を
受
け
て
、
同
日
か
ら
県
は
緊
急
事
態
措
置

を
実
施
し
た
。
以
来
、
こ
れ
ま
で
緊
急
事
態
措
置
を
４
度
、
ま
ん
延
防
止
等
重
点
措
置
を
３
度
実
施
し
て

き
た
。

こ
の
間
、
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
飲
食
店
等
に
対
し
休
業
要
請
や
営
業
時
間
短
縮
の
要
請
を
度
々
行

い
、
要
請
に
協
力
し
た
飲
食
店
等
に
は
協
力
金
を
支
給
し
て
き
た
。

ま
た
、
感
染
症
患
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
病
床
確
保
料
の
交
付
や
、
高
齢
者
施
設
等
の
職
員
等
を
対

象
と
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
査
、
新
規
陽
性
者
増
加
に
伴
う
外
来
医
療
の
ひ
っ
迫
を
緩
和
す
る
た

め
の
抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
の
配
付
等
を
実
施
し
て
き
た
。

令
和
５
年
度
の
行
政
監
査
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
を
テ
ー
マ
と
し
、
県

が
大
規
模
な
予
算
を
投
じ
て
行
っ
て
き
た
感
染
拡
大
の
防
止
、
県
民
・
事
業
者
の
生
活
と
事
業
活
動
を
支

え
る
た
め
の
支
援
、
県
民
の
生
命
と
健
康
を
守
る
事
業
に
つ
い
て
、
監
査
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

３
準
拠
す
る
基
準

福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２
年
監
査
公
表
第
１
号
。
以
下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。）

に
準

拠
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 

４
監
査
の
対
象

監
査
対
象
事
業
の
選
定

 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
発
生
か
ら
、
令
和
５
年
５
月
８
日
に
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成

年
法
律
第

号
。
以
下
「
感
染
症
法
」
と
い

う
。）

上
の
位
置
づ
け
が
５
類
感
染
症
に
変
更
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
、
本
県
の
発
生
状
況
等
は

表
１
の
と
お
り
で
あ
り
、
表
２
は
こ
の
間
の
本
県
の
主
な
対
応
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

 
本
監
査
で
は
、
県
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
う
ち
、
迅
速
か
つ
多
量
の
事
務
処
理

が
求
め
ら
れ
、
不
適
正
な
事
務
が
発
生
す
る
可
能
性
が
高
い
、
若
し
く
は
予
算
規
模
が
大
き
い
た
め
不

適
正
な
事
務
が
発
生
し
た
場
合
に
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
次
の
事
業
を
監
査
の
対
象
と
し
た
。

 
ア

陽
性
者
の
発
見
、
隔
離
、
治
療
等
に
係
る
事
業
（
保
健
医
療
介
護
部
所
管
）

 
 
ｱ

病
床
確
保
事
業

 
 
ｲ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
軽
症
者
等
宿
泊
療
養
事
業

 
 
ｳ

高
齢

者
施

設
、

障
が

い
者

施
設

に
勤

務
す

る
者

を
対

象
と

し
た

新
型

コ
ロ

ナ
ウ

イ
ル

ス
検

査
事

業
 

 
ｴ

抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
配
付
・
陽
性
者
登
録
事
業

 
 
ｵ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
確
保
事
業

 
イ

感
染
拡
大
防
止
に
係
る
事
業
（
商
工
部
所
管
）

 
 
ｱ

感
染
拡
大
防
止
協
力
金

 
ウ

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
業
（
保
健
医
療
介
護
部
所
管
）

 
 
ｱ

ワ
ク
チ
ン
・
検
査
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
無
料
検
査
事
業

ｲ
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
従
事
者
慰
労
金
交
付
事
業

ｳ
福
岡
県
医
療
機
関
・
薬
局
等
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事
業

ｴ
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
事
業

ｵ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
外
来
医
療
ひ
っ
迫
対
策
事
業
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（表１）新型コロナウイルス感染症の発生状況等
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 （表２）新型コロナウイルス感染症への主な対応（第１波～第８波） 
第１波を含む期間第２波を含む期間第３波を含む期間第４波を含む期間第５波を含む期間第６波を含む期間第７波を含む期間第８波を含む期間

（R元年１２月～R2年６月）（R2年７月～１０月）（R2年１１月～Ｒ３年３月）（R3年４月～６月）（R３年７月～１１月）（R3年１２月～R4年６月）（R4年７月～１０月）（R4年１１月～R5年３月）

主な動き、感染状況

等

•新型コロナが世界中に
拡大

•県対策本部を設置

•緊急事態宣言を初め

て発出

•県対策本部の下に経
済回復チームを設置

•福岡コロナ警報を初

めて発動

•２回目の緊急事態宣
言を発出

•感染症法と特措法を

改正

•アルファ株への置き換
わり

•３回目の緊急事態宣

言を発出

•まん延防止等重点措

置を初めて実施

•デルタ株への置き換
わり

•福岡コロナ特別警報

を初めて発動

•ワクチン・検査パッ

ケージ制度（VTP）を創
設

•オミクロン株への置き
換わり

•感染再拡大防止対策

期間を初めて設定

•オミクロン株のＢＡ.５
系統への置き換わり

•ＢＡ.５対策強化地域

に全国初で位置付け

•福岡オミクロン警報を
創設・発動

•５類感染症への位置

付け変更が決定

感染防止対策、県民

・事業者への要請

•県民に対し不要不急
の外出自粛を初めて要

請

•事業者に対し休業等

を初めて要請

•感染防止宣言ステッ
カー制度を創設

•飲食店対象の感染対

策助成金制度を創設

•県警本部と連携した

呼びかけを展開

•飲食店に対し特措法
に基づく営業時間短縮

を初めて要請

•飲食店対象の感染拡

大防止協力金制度を

創設

•感染拡大地域や場面
に応じた要請を実施

•要請に応じた飲食店

等への支援を強化

•飲食店の見回り調査

を開始

•感染拡大地域や場面
に応じた要請を実施

•飲食店対象の感染防

止認証制度を開始

•ワクチン・検査パッ

ケージを技術実証

•感染拡大地域や場面
に応じた要請を実施

•VTP制度の登録を開
始

•感染防止認証制度対

象に宿泊施設を追加

•行動制限を伴う要請
は行わず、これまでの

対応を転換

•感染防止認証基準を

見直し

•マスク着用の考え方
を個人判断に見直し

•感染防止認証基準を

見直し

相談・検査・保健所

体制等

•帰国者・接触者相談セ
ンターを設置

•一般相談窓口を開設

•検査体制を順次強化

•県保健所に会計年度

任用職員を任用

•各保健所の即応体制
を点検・整備

•次世代シークエン

サーを導入

•受診・相談センターを

設置

•高齢者施設職員等対
象の検査事業を開始

•妊婦対象の検査事業

を開始

•医療従事者対象のワ

クチン接種を開始

•市町村職員による保

健所応援体制を構築

•高齢者等対象のワク
チン接種を開始

•ワクチンの県広域接

種センターを設置

•県保健所の保健師

（正規職員）を増員

•保健環境研究所の研

究員（正規職員）を増

員

•来福者等対象の無料
検査事業を実施

•自宅療養者の専用相

談ダイヤルを開設

•ワクチンの２回目接種

が概ね完了

•ワクチンの３回目及び
４回目接種を開始

•無料検査事業を開始

•後遺症診療相談窓口

を開設

•積極的疫学調査の対

象を重点化

•GW期間の無料検査
体制を強化

•県保健所の保健師

（正規職員）を増員

•低リスク者対象に検
査キット配付・陽性者

登録事業を開始

•全数届出を見直し

•健康フォローアップセ

ンターを開設

•オミクロン株対応ワク

チンの接種を開始

•お盆期間の無料検査

体制を強化

•市町村職員による保
健所応援なしで対応

•年末年始の無料検査

体制を強化

•抗原定性検査キット

がＯＴＣ化

医療提供体制

•帰国者・接触者外来を
設置

•調整本部を設置

•県独自の入院調整シ

ステムを導入

•病床を順次確保

•宿泊療養施設を開設

•病床確保計画を策定
•宿泊療養施設の確保

室数が1,000室到達
•診療・検査医療機関

の指定を開始

•九州・山口ＥＣＭＯ広
域利用協定を締結

•施設への感染症専門

医派遣体制を整備

•後方支援病院リストを

整理・共有

•確保病床が1,000
床、宿泊療養施設の確

保室数が2,000室到

達

•緊急時のトリアージ基

準等を整理

•宿泊療養を促すアド

バイスチームを設置

•酸素飽和度等に応じ
たトリアージを徹底

•酸素投与ステーション

を初めて開設

•保健・医療提供体制

確保計画を策定

•自宅療養者等への医
療提供体制を強化

•経口抗ウイルス薬の

投与を開始

•濃厚接触者の待機期

間等を順次短縮

•確保病床が２,000床
到達

•休日等の診療・検査

体制を強化

•濃厚接触者の待機期

間等を短縮

•自宅療養者オンライン
診療センターを開設

•発熱外来の混雑状況

等を見える化

•診療・検査医療機関

数が2,000到達
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監
査
対
象
機
関

 
監
査
対
象
事
業
を
所
管
し
て
い
る
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
及
び
商
工
部
商
工
政

 
策
課

 

監
査
対
象
年
度

 
令
和
２
年
度
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度

 

県
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
費

 
令
和
２
年
度
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
の
県
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
の

決
算
額
は
表
３
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

 

 
監
査
対
象
事
業
の
事
業
費

 
監
査
対
象
事
業
に
関
す
る
令
和
２
年
度
、
令
和
３
年
度
及
び
令
和
４
年
度
の
決
算
の
状
況
は
、
表

４
、
表
５
及
び
表
６
の
と
お
り
で
あ
る
。

 （
表
３
）

県
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
決
算
額

（
表
４
）

陽
性
者
の
発
見
、
隔
離
、
治
療
等
に
係
る
事
業
の
う
ち
監
査
対
象
事
業
の
決
算
額

（
単
位
：
億
円
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
決
算

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

合
計

合
計

（
単
位
：
千
円
）

事
業
名

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

合
計

病
床
確
保
事
業

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
軽
症

者
等
宿
泊
療
養
事
業

高
齢
者
施
設
、
障
が
い
者
施
設
に
勤

務
す
る
者
を
対
象
と
し
た
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
検
査
事
業

抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
配
付
・
陽
性

者
登
録
事
業

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接

種
体
制
確
保
事
業 合
計



39
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

 

- 5
 - 

 ５
監
査
の
実
施
内
容

監
査
実
施
期
間
：
令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
８
月

日

監
査
対
象
機
関
名

監
査
実
施
日

保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
８
月

日

商
工
部
商
工
政
策
課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
７
月

日

監
査
項
目

ア
委
託
料
の
執
行
状
況

イ
補
助
金
の
執
行
状
況

（
単
位
：
千
円
）

事
業
名

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

合
計

感
染
拡
大
防
止
協
力
金

（
飲
食
店
向
け
）

感
染
拡
大
防
止
協
力
金

（
大
規
模
施
設
向
け
）

合
計

（
単

位
：
千

円
）

事
業
名

令
和
２
年
度

令
和
３
年
度

令
和
４
年
度

合
計

ワ
ク
チ
ン
・
検
査
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
無

料
検
査
事
業

福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
従
事
者
慰
労
金
交
付
事
業

福
岡
県
医
療
機
関
・
薬
局
等
に
お
け
る

感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事
業

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
事
業

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
外

来
医
療
ひ
っ
迫
対
策
事
業

合
計

（
表
６
）

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
監
査
対
象
事
業
の
決
算
額

（
表
５
）

感
染
拡
大
防
止
に
係
る
事
業
の
う
ち
監
査
対
象
事
業
の
決
算
額
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 ６
監
査
の
着
眼
点

感
染
症
対
策
事
業
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
主
に
次
に
掲
げ
る
着
眼
点
か
ら
監
査
し
た
。

 

病
床
確
保
事
業

ア
補
助
金
の
申
請
内
容
は
適
正
か
。

イ
補
助
金
の
審
査
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

ウ
補
助
金
の
額
の
確
定
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
軽
症
者
等
宿
泊
療
養
事
業

ア
宿
泊
療
養
施
設
の
借
上
げ
契
約
の
時
期
は
適
切
か
。

イ
宿
泊
療
養
施
設
の
運
営
支
援
業
務
委
託
契
約
手
続
は
適
切
か
。

ウ
委
託
業
務
の
履
行
確
認
は
適
切
か
。

高
齢
者
施
設
、
障
が
い
者
施
設
に
勤
務
す
る
者
を
対
象
と
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
査
事
業

ア
委
託
契
約
の
手
続
は
適
切
か
。

イ
検
査
対
象
の
把
握
は
適
時
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

ウ
検
査
は
効
率
的
・
効
果
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
か
。

エ
委
託
業
務
の
履
行
確
認
は
適
切
か
。

抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
配
付
・
陽
性
者
登
録
事
業

ア
委
託
契
約
の
手
続
は
適
切
か
。

イ
検
査
キ
ッ
ト
の
保
管
、
配
送
は
適
時
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

ウ
検
査
結
果
の
確
認
、
診
断
、
県
へ
の
報
告
は
適
時
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

エ
委
託
業
務
の
履
行
確
認
は
適
切
か
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
確
保
事
業

ア
委
託
契
約
の
手
続
は
適
切
か
。

イ
接
種
会
場
の
運
営
状
況
は
適
切
か
。

ウ
委
託
業
務
の
履
行
確
認
は
適
切
か
。

感
染
拡
大
防
止
協
力
金

ア
委
託
契
約
の
手
続
は
適
切
か
。

イ
事
務
取
扱
要
綱
の
内
容
は
適
正
、
妥
当
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
。

ウ
適
切
な
審
査
体
制
を
取
っ
て
い
る
か
。

エ
審
査
基
準
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
か
。

オ
審
査
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

カ
支
払
遅
延
が
生
じ
て
い
な
い
か
。

キ
支
給
決
定
取
消
及
び
歳
出
戻
入
事
務
は
適
時
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

ク
協
力
金
支
給
業
務
の
進
行
管
理
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。
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ケ
債
権
管
理
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

コ
委
託
業
務
の
履
行
確
認
は
適
切
か
。

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
業

ア
補
助
金
の
申
請
内
容
は
適
正
か
。

イ
補
助
金
の
審
査
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

ウ
補
助
金
の
額
の
確
定
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
か
。

エ
委
託
契
約
の
手
続
は
適
切
か
。

オ
委
託
業
務
の
履
行
確
認
は
適
切
か
。

 第
２

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
概
況

令
和
２
年
１
月

日
、
県
は
、「

福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
」（

以
下
「
県

対
策
本
部
」
と
い
う
。）

を
設
置
し
、
感
染
防
止
対
策
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

１
保
健
・
医
療
提
供
体
制

入
院
医
療
体
制

ア
県
は
、
県
対
策
本
部
内
に
「
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
調
整
本
部
」
を
設
置
し
、
重

症
度
や
患
者
特
性
を
踏
ま
え
た
医
療
機
関
へ
の
患
者
の
受
入
調
整
等
を
実
施
し
た
。

イ
令
和
３
年
夏
の
感
染
拡
大
を
踏
ま
え
、
同
年

月
、
「
保
健
・
医
療
提
供
体
制
確
保
計
画
」
を
策

定
し
た
。

ウ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
陽
性
患
者
を
受
け
入
れ
る
病
床
に
つ
い
て
は
、
医
療
機
関
や
医

療
関
係
団
体
と
協
力
の
上
、
随
時
増
床
し
た
。

（
各
年
度
末
に
お
け
る
確
保
病
床
数
）

令
和
２
年
度
末

→
令
和
３
年
度
末

→
令
和
４
年
度
末

床
床

床

エ
陽
性
者
数
が
急
増
し
た
際
に
は
、
救
急
搬
送
が
困
難
な
事
例
も
み
ら
れ
た
。
こ
の
た
め
、
入
院
が

必
要
な
陽
性
者
が
自
宅
待
機
と
な
ら
な
い
よ
う
、
点
滴
や
酸
素
投
与
等
を
受
け
な
が
ら
一
時
的
に
待

機
で
き
る
「
患
者
待
機
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
一
部
の
患
者
受
入
医
療
機
関
内
に
臨
時
的
に
開
設
し

た
。
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外
来
医
療
体
制

ア
発
熱
の
症
状
が
あ
る
な
ど
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
疑
い
の
あ
る
方
の
診
療
や
検
査
を
行
う

「
福
岡
県
診
療
・
検
査
医
療
機
関
」
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
や
医
療
関
係
団
体
と
協
力
の
上
、
随
時

拡
充
し
た
。

（
各
年
度
末
に
お
け
る
診
療
・
検
査
医
療
機
関
数
）

令
和
２
年
度
末

→
令
和
３
年
度
末

→
令
和
４
年
度
末

機
関

機
関

機
関

イ
患
者
か
ら
の
問
合
せ
対
応
を
行
う
医
療
機
関
の
負
担
を
軽
減
す
る
と
と
も
に
、
患
者
の
円
滑
な
受

診
に
つ
な
げ
る
た
め
、
ひ
っ
迫
状
況
に
応
じ
た
受
付
状
況
等
の
情
報
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
発
信
で
き

る
「
福
岡
県
診
療
・
検
査
医
療
機
関
受
付
状
況
確
認
シ
ス
テ
ム
」
を
構
築
し
た
。

全
数
届
出
の
見
直
し

医
師
が
感
染
症
患
者
を
診
断
し
た
場
合
に
は
、
感
染
症
法
第

条
第
１
項
及
び
第

条
第
２
項

に
基
づ
き
保
健
所
へ
届
出
を
行
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
つ
い
て
は
、
医
師
が
全
て
の
患
者
の
発
生
に
つ
い
て
届
出
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
。

 
感
染
拡
大
に
よ
り
、
医
療
提
供
体
制
や
保
健
所
業
務
が
ひ
っ
迫
し
た
こ
と
か
ら
、
体
制
強
化
や
業

務
の
効
率
化
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
、
令
和
４
年
９
月

日
か
ら
は
全
国
一
律
で
感
染
症
法

に
基
づ
く
医
師
の
届
出
対
象
を
高
齢
者
や
妊
婦
な
ど
に
限
定
す
る
よ
う
見
直
さ
れ
た
。

こ
の
見
直
し
に
合
わ
せ
て
、
県
は
、
発
生
届
の
対
象
と
な
ら
な
い
陽
性
者
に
つ
い
て
も
、
見
直
し

前
と
同
じ
よ
う
に
相
談
で
き
、
必
要
な
医
療
支
援
や
生
活
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
図
１
の
と
お
り

「
健
康
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
」
を
整
備
し
た
。

 
 

図
１

 健
康
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
セ
ン
タ
ー
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保
健
所
の
対
応

保
健
所
で
は
、
感
染
拡
大
に
伴
い
、
相
談
対
応
を
は
じ
め
発
生
届
の
受
理
か
ら
積
極
的
疫
学
調
査
、
療

養
先
の
決
定
、
自
宅
療
養
者
の
健
康
観
察
、
療
養
証
明
書
の
作
成
と
い
っ
た
大
量
の
業
務
を
担
う
こ
と
と

な
っ
た
。

 
県
は
、
保
健
所
の
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
会
計
年
度
任
用
職
員
を
増
員
す
る
と
と
も
に
、
人
材
派
遣

の
活
用
及
び
市
町
村
か
ら
の
応
援
に
よ
り
保
健
師
等
を
確
保
し
、
併
せ
て

検
査
や
健
康
観
察
な
ど
に

つ
い
て
は
外
部
委
託
を
行
っ
た
。

 
保
健
所
が
対
応
し
た
主
な
業
務
は
図
２
の
と
お
り
で
あ
る
。

 
 

 

３
休
業
又
は
営
業
時
間
短
縮
等
の
要
請
に
協
力
し
た
事
業
者
等
へ
の
協
力
金

県
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
た
め
、
飲
食
店
や
大
規
模
施
設
運
営
事
業
者
な
ど
の

事
業
者
等
へ
休
業
や
営
業
時
間
の
短
縮
等
を
要
請
し
た
。
要
請
に
応
じ
た
事
業
者
等
に
対
し
、
協
力
金
を

支
給
し
た
。（

表
７
及
び
表
８
）

 

①
発

生
届

受
理

・
発

生
届

（
F
A
X
）

に
受

理
印

、
名

簿
に

記
載

し
て

番
号

付
与

・
公

表
の

同
意

を
得

て
、

公
表

資
料

の
作

成
・

管
轄

外
の

居
住

者
は

、
居

住
地

を
管

轄
す

る
保

健
所

へ
通

報

・
就

業
制

限
の

通
知

②
積

極
的

疫
学

調
査

③
療

養
調

整
・

入
院

を
要

す
る

者
の

入
院

調
整

・
接

触
者

健
診

の
準

備
・

実
施

・
結

果
報

告

・
ホ

テ
ル

希
望

者
の

ホ
テ

ル
申

込
み

、
送

迎
日

時
の

案
内

・
送

迎

④
療

養
中

の
対

応
・

自
宅

療
養

者
へ

の
健

康
観

察
、

入
院

先
医

療
機

関
へ

の
状

況
確

認
・

訪
問

看
護

師
の

派
遣

・
食

料
支

援
の

希
望

者
の

申
込

み
・

パ
ル

ス
オ

キ
シ

メ
ー

タ
ー

貸
出

希
望

者
へ

の
発

送
・

回
収

・
消

毒

⑤
療

養
終

了
・

入
院

患
者

の
公

費
負

担
処

理
・

自
宅

療
養

証
明

書
の

作
成

・
送

付

・
管

轄
外

に
居

住
す

る
濃

厚
接

触
者

の
検

査
依

頼

・
陽

性
者

の
デ

ー
タ

ベ
ー

ス
入

力
・

H
E
R
-
S
Y
S
入

力

・
疫

学
調

査
（

施
設

調
査

・
患

者
調

査
）

の
実

施

　
施

設
調

査
：

発
生

経
過

の
把

握
、

感
染

経
路

の
調

査
、

感
染

対
策

の
指

導
、

本
部

へ
報

告
　

患
者

調
査

：
症

状
の

出
現

日
、

発
症

前
に

ど
こ

へ
行

っ
た

か
、

誰
と

会
っ

た
か

、
何

を
し

た
か

・
濃

厚
接

触
者

の
抽

出
、

検
査

日
時

の
案

内

・
管

轄
外

に
居

住
す

る
患

者
の

接
触

者
の

検
査

依
頼

を
他

保
健

所
か

ら
受

け
る

→
接

触
者

健
診

の
調

整

図
２

保
健
所
の
業
務
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７
）

飲
食

店
等

へ
の

協
力

金

期
要

請
期

間
申

請
受

付
期

間
１

店
舗

あ
た

り
給

付
額

第
１

期
令

和
３

年
１

月
1
6
日

（
土

）
 ０

時
　

 　
　

　
～

２
月

７
日

（
日

）
2
4
時

令
和

３
年

２
月

８
日

（
月

）
　

　
　

　
～

３
月

７
日

（
日

）

1
日

あ
た

り
６

万
円

要
請

に
応

じ
た

期
間

1
/
1
6
～

2
/
7
：
1
3
8
万

円
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
　

1
/
1
7
～

2
/
7
：
1
3
2
万

円
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
　

1
/
1
8
～

2
/
7
：
1
2
6
万

円

第
２

期
令

和
３

年
２

月
 ８

日
（
月

）
 ０

時
　

　
　

　
～

２
月

2
8
日

（
日

）
2
4
時

令
和

３
年

３
月

 １
日

（
月

）
　

　
　

　
～

４
月

2
1
日

（
水

）

1
日

あ
た

り
６

万
円

要
請

に
応

じ
た

期
間

2
/
8
～

2
/
2
8
：
1
2
6
万

円
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
　

2
/
9
～

2
/
2
8
：
1
2
0
万

円
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
 2

/
1
0
～

2
/
2
8
：
1
1
4
万

円

第
３

期
令

和
３

年
３

月
１

日
（
月

）
 ０

時
　

　
　

　
～

３
月

７
日

（
日

）
2
4
時

令
和

３
年

３
月

 ８
日

（
月

）
　

　
　

　
～

４
月

2
1
日

（
水

）

1
日

あ
た

り
４

万
円

要
請

に
応

じ
た

期
間

3
/
1
～

3
/
7
：
2
8
万

円

第
４

期
令

和
３

年
３

月
 ８

日
（
月

）
 ０

時
　

　
　

　
～

３
月

2
1
日

（
日

）
2
4
時

令
和

３
年

３
月

2
2
日

（
月

）
　

　
　

　
～

４
月

2
1
日

（
水

）

1
日

あ
た

り
４

万
円

要
請

に
応

じ
た

期
間

3
/
8
～

3
/
2
1
：
5
6
万

円
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
　

3
/
9
～

3
/
2
1
：
5
2
万

円
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

  
3
/
1
0
～

3
/
2
1
：
4
8
万

円

第
５

期

①
福

岡
市

令
和

３
年

４
月

2
2
日

（
木

）
 ０

時
 　

　
　

 ～
５

月
 ５

日
（
水

）
2
4
時

②
久

留
米

市
令

和
３

年
４

月
2
5
日

（
日

）
 ０

時
　

　
　

  
～

５
月

 ５
日

（
水

）
2
4
時

令
和

３
年

５
月

2
0
日

（
木

）
　

　
　

　
～

８
月

1
1
日

（
水

）

【
中

小
企

業
】

1
日

あ
た

り
２

万
５

千
円

～
７

万
５

千
円

【
大

企
業

】
１

日
あ

た
り

売
上

高
減

少
額

の
４

割
上

限
：
「
2
0
万

円
」
又

は
「
1
日

あ
た

り
売

上
高

の
３

割
」
の

い
ず

れ
か

低
い

額

第
６

期
令

和
３

年
５

月
 ６

日
（
木

）
 ０

時
  

  
  

  
～

５
月

1
1
日

（
火

）
2
4
時

令
和

３
年

５
月

2
0
日

（
木

）
  

  
  

  
～

８
月

1
1
日

（
水

）

【
中

小
企

業
】

福
岡

市
・
久

留
米

市
：
１

日
あ

た
り

３
万

円
～

1
0
万

円
そ

の
他

市
町

村
：
第

５
期

と
同

額
【
大

企
業

】
１

日
あ

た
り

売
上

高
減

少
額

の
４

割
福

岡
市

・
久

留
米

市
：
上

限
2
0
万

円
そ

の
他

市
町

村
：
上

限
「
第

５
期

と
同

額
」

第
７

期
令

和
３

年
５

月
1
2
日

（
水

）
 ０

時
  

  
  

  
～

５
月

3
1
日

（
月

）
2
4
時

令
和

３
年

６
月

 １
日

（
火

）
  

  
  

  
～

８
月

1
1
日

（
水

）

第
８

期
令

和
３

年
６

月
 １

日
（
火

）
 ０

時
　

　
　

　
～

６
月

2
0
日

（
日

）
2
4
時

令
和

３
年

６
月

2
1
日

（
月

）
　

　
　

　
～

８
月

1
1
日

（
水

）

第
９

期
令

和
３

年
６

月
2
1
日

（
月

）
 ０

時
　

　
　

　
～

７
月

1
1
日

（
日

）
2
4
時

令
和

３
年

７
月

1
2
日

（
月

）
　

　
　

　
～

８
月

1
1
日

（
水

）

【
中

小
企

業
】

福
岡

市
・
北

九
州

市
・
久

留
米

市
：
１

日
あ

た
り

３
万

円
～

1
0
万

円
そ

の
他

市
町

村
：
第

５
期

と
同

額
【
大

企
業

】
１

日
あ

た
り

売
上

高
減

少
額

の
４

割
福

岡
市

・
北

九
州

市
・
久

留
米

市
：
上

限
2
0
万

円
そ

の
他

市
町

村
：
上

限
「
第

５
期

と
同

額
」

第
１

０
期

令
和

３
年

８
月

 １
日

（
日

）
 ０

時
　

　
　

　
～

８
月

1
9
日

（
木

）
2
4
時

令
和

３
年

９
月

1
3
日

（
月

）
　

　
　

 ～
1
0
月

3
1
日

（
日

）

【
中

小
企

業
】

１
日

あ
た

り
４

万
円

～
1
0
万

円
【
大

企
業

】
１

日
あ

た
り

売
上

高
減

少
額

の
４

割
北

九
州

市
・
福

岡
市

・
久

留
米

市
・
福

岡
地

域
：

上
限

2
0
万

円
そ

の
他

の
市

町
村

：
上

限
「
2
0
万

円
」
又

は
「
1
日

あ
た

り
売

上
高

の
３

割
」
の

い
ず

れ
か

低
い

額

【
中

小
企

業
】

１
日

あ
た

り
４

万
円

～
1
0
万

円
【
大

企
業

】
１

日
あ

た
り

売
上

高
減

少
額

の
４

割
上

限
：
2
0
万

円
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（表
８

）
大

規
模

施
設

・大
規

模
施

設
テ

ナ
ン

ト
事

業
者

へ
の

協
力

金

 

期
要

請
期

間
申

請
受

付
期

間
１

店
舗

あ
た

り
給

付
額

第
１

１
期

令
和

３
年

８
月

20
日

（金
） 

０
時

　
　

　
　

～
９

月
12

日
（日

）2
4時

令
和

３
年

９
月

13
日

（月
）

　
　

　
 ～

10
月

31
日

（日
）

【中
小

企
業

】
１

日
あ

た
り

４
万

円
～

10
万

円
【大

企
業

】
１

日
あ

た
り

売
上

高
減

少
額

の
４

割
上

限
：2

0万
円

第
１

２
期

令
和

３
年

９
月

13
日

（月
） 

０
時

  
  

  
  

～
９

月
30

日
（木

）2
4時

令
和

３
年

10
月

 １
日

（金
）

　
　

　
  

～
10

月
31

日
（日

）

【中
小

企
業

】
１

日
あ

た
り

４
万

円
～

10
万

円
【大

企
業

】
１

日
あ

た
り

売
上

高
減

少
額

の
４

割
上

限
：2

0万
円

第
１

３
期

令
和

３
年

10
月

 １
日

（金
） 

 0
時

　
　

　
　

～
10

月
14

日
（木

）2
4時

令
和

３
年

10
月

15
日

（金
）

　
　

　
　

～
11

月
14

日
（日

）

【中
小

企
業

】
１

日
あ

た
り

２
万

５
千

円
～

７
万

５
千

円
【大

企
業

】
１

日
あ

た
り

売
上

高
減

少
額

の
４

割
上

限
：「

20
万

円
」又

は
「１

日
あ

た
り

売
上

高
の

３
割

」の
い

ず
れ

か
低

い
額

第
１

４
期

令
和

４
年

１
月

24
日

（月
） 

 0
時

  
  

  
  

～
２

月
20

日
（日

）2
4時

令
和

４
年

２
月

21
日

（月
）

  
  

  
  

～
４

月
 ６

日
（水

）

第
１

５
期

令
和

４
年

２
月

21
日

（月
） 

0時
　

　
　

  
～

３
月

 ６
日

（日
）2

4時
令

和
４

年
３

月
７

日
（月

）
  

  
  

  
～

４
月

６
日

（水
）

【中
小

企
業

】
①

１
日

あ
た

り
２

万
５

千
円

～
７

万
５

千
円

②
１

日
あ

た
り

３
万

円
～

10
万

円
【大

企
業

】
１

日
あ

た
り

売
上

高
減

少
額

の
４

割
①

上
限

：「
20

万
円

」又
は

「１
日

あ
た

り
売

上
高

の
３

割
」の

い
ず

れ
か

低
い

額
②

上
限

：2
0万

円
※

要
請

内
容

①
営

業
時

間
5時

か
ら

21
時

、
酒

類
提

供
11

時
か

ら
、

ｵ
ｰ
ﾀﾞ

ｰ
ｽ

ﾄｯ
ﾌﾟ

20
時

30
分

②
営

業
時

間
5時

か
ら

20
時

、
酒

類
の

提
供

を
行

わ
な

い

期
要

請
期

間
申

請
受

付
期

間
１

日
あ

た
り

給
付

額

第
１

期
令

和
３

年
５

月
12

日
（水

） 
０

時
  

  
  

  
～

５
月

31
日

（月
）2

4時
令

和
３

年
６

月
 １

日
（火

）
  

  
  

　
～

８
月

11
日

（水
）

第
２

期
令

和
３

年
６

月
 １

日
（火

） 
０

時
  

  
  

  
～

６
月

20
日

（日
）2

4時
令

和
３

年
６

月
21

日
（月

）
  

  
  

  
～

８
月

11
日

（水
）

第
３

期
令

和
３

年
６

月
21

日
（月

） 
０

時
  

  
  

  
～

７
月

11
日

（日
）2

4時
令

和
３

年
７

月
12

日
（月

）
  

  
  

  
～

８
月

11
日

（水
）

第
４

期
令

和
３

年
８

月
 ２

日
（月

） 
０

時
  

  
  

  
～

８
月

19
日

（木
）2

4時

第
５

期
令

和
３

年
８

月
20

日
（金

） 
０

時
  

  
  

  
～

９
月

12
日

（日
）2

4時

第
６

期
令

和
３

年
９

月
13

日
（月

） 
０

時
  

  
  

  
～

９
月

30
日

（木
）2

4時
令

和
３

年
10

月
 １

日
（金

）
  

  
  

  
～

10
月

31
日

（日
）

令
和

３
年

９
月

13
日

（月
）

  
  

  
 ～

10
月

31
日

（日
）

【大
規

模
施

設
】

自
己

利
用

分
面

積
1,

00
0㎡

毎
に

20
万

円
、

協
力

金
対

象
テ

ナ
ン

ト
数

（1
0以

上
の

場
合

）
×

２
千

円
【テ

ナ
ン

ト
】

対
象

床
面

積
10

0㎡
毎

に
２

万
円

【大
規

模
施

設
】

自
己

利
用

分
面

積
1,

00
0㎡

毎
に

20
万

円
、

協
力

金
対

象
テ

ナ
ン

ト
数

（1
0以

上
の

場
合

）
×

２
千

円
【テ

ナ
ン

ト
】

対
象

床
面

積
10

0㎡
毎

に
２

万
円
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３

監
査
結
果
及
び
意
見

１
陽
性
者
の
発
見
、
隔
離
、
治
療
等
に
係
る
事
業

病
床
確
保
事
業

①
事
業
概
要

 
本
事
業
は
、
医
療
機
関
に
対
し
て
、
病
床
確
保
の
た
め
の
支
援
な
ど
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
の
受
入
体
制
の
整
備
や
公
衆
衛
生
の
向
上
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

＜
主
な
取
組
＞

 
・
令
和
２
年
２
月

日
、
県
内
初
と
な
る
陽
性
者
が
確
認
さ
れ
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
が
有
す

る
床
で
患
者
受
入
を
開
始
。
以
降
、
多
く
の
医
療
機
関
の
協
力
に
よ
り
、
令
和
５
年
３
月

日
時
点
で
、
重
症
者
向
け
の
病
床

床
を
含
め

床
の
病
床
を
確
保
。

・
更
な
る
感
染
拡
大
に
備
え
、
県
医
師
会
を
は
じ
め
医
療
関
係
者
の
協
力
を
得
な
が
ら
、
一
般
医
療

に
極
力
影
響
を
与
え
な
い
範
囲
で
病
床
確
保
の
取
組
を
継
続
。

 
 

②
監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況

 
該
当
な
し

 
 

イ
補
助
金
の
執
行
状
況

 
以
下
の
補
助
金
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
  
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
費
補
助
金

 
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

 
  
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
疑
い
患
者
受
入
協
力
医
療
機
関
体
制
整
備
事
業
費

 
  
補
助
金
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

 
  
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
重
点
医
療
機
関
体
制
整
備
事
業
費
補
助
金

 
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

 
 

上
記
３
つ
の
補
助
金
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
）
に
つ
い
て
、
会
計
検
査
院
の
検
査
結
果
を
受

け
た
令
和
４
年

月
８
日
付
の
厚
生
労
働
省
の
通
知
に
基
づ
き
、
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課

（
以
下
「
担
当
課
」
と
い
う
。）

が
補
助
金
を
交
付
し
た
各
医
療
機
関
に
対
し
て
過
大
交
付
の
有

無
に
つ
い
て
自
主
点
検
を
促
し
た
と
こ
ろ
、

医
療
機
関
に
お
い
て
交
付
額
が
過
大
と
な
っ
て
い

た
こ
と
が
判
明
し
た
。

【
交
付
過
大
額
】

令
和
２
年
度

３
億
４
千
万
円
余

令
和
３
年
度

５
億
９
千
万
円
余

合
計

９
億
３
千
万
円
余

（
過
大
額
に
つ
い
て
は
、
県
へ
返
還
済
み
）
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【
医
療
機
関
が
補
助
金
を
過
大
に
算
定
し
た
内
容
】

・
延
べ
病
床
数
を
過
大
に
計
上
し
た
も
の

・
適
用
す
る
病
床
区
分
の
単
価
を
誤
っ
た
も
の

【
過
大
な
交
付
が
生
じ
た
原
因
】

・
当
該
補
助
金
の
対
象
病
床
に
つ
い
て
、
各
医
療
機
関
の
理
解
や
確
認
が
十
分
で
な
か
っ
た

（
補
助
の
対
象
外
で
あ
る
退
院
日
の
病
床
（
数
）
を
算
入
し
て
い
た
等
）。

・
担
当
課
と
し
て
、
補
助
の
対
象
と
な
る
延
べ
病
床
数
の
確
認
な
ど
提
出
さ
れ
た
実
績
報
告

書
の
審
査
が
十
分
で
な
か
っ
た
。

【
交
付
額
の
過
大
が
判
明
し
た
後
の
対
応
】

・
補
助
対
象
の
医
療
機
関
に
対
し
て
病
床
数
の
適
切
な
計
上
方
法
や
病
床
確
保
料
の
適
切
な

適
用
方
法
を
周
知
し
た
。

・
提
出
さ
れ
た
実
績
報
告
書
に
関
し
て
、

MI
S※

の
入
力
内
容
な
ど
証
拠
と
な
る
電
子
デ

ー
タ
や
証
拠
書
類
と
の
照
合
に
よ
り
、
確
認
、
精
査
を
行
う
こ
と
と
し
た
。

※
と
は
、
医
療
機
関
等
情
報
支
援
シ
ス
テ
ム
の
略
称
で
、
全
国
の
医
療
機
関
に
つ
い

て
、
病
院
の
稼
働
状
況
、
病
床
や
医
療
ス
タ
ッ
フ
の
状
況
、
受
診
者
数
、
検
査
数
及
び
医
療

機
器
等
の
確
保
状
況
等
を
一
元
的
に
把
握
・
支
援
す
る
シ
ス
テ
ム
。

そ
の
後
、
上
記
の
補
助
金
の
う
ち
、「

福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
費
補

 
助
金
（
令
和
４
年
度
）」

及
び
「
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
重
点
医
療
機
関
体
制
整

 
備
事
業
費
補
助
金
（
令
和
４
年
度
）」
（
以
下
「
当
該
両
補
助
金
」
と
い
う
。）

に
つ
い
て
、
県

は
、
令
和
５
年

月
及
び
令
和
６
年
２
月
に
実
施
さ
れ
た
会
計
検
査
院
の
実
地
検
査
（
医
療
機

関
を
訪
問
し
て
実
施
し
た
検
査
）
に
同
行
し
た
際
、
１
医
療
機
関
に
お
い
て
、
事
業
が
適
切
に
実

施
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
、
不
正
行
為
が
あ
っ
た
と
判
断
し
た
。

【
交
付
過
大
額
】

令
和
４
年
度

３
千
９
０
０
万
円
余

【
不
正
行
為
の
内
容
】

・
県
か
ら
の
病
床
確
保
要
請
に
応
じ
た
受
入
体
制
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と

・
提
出
さ
れ
た
実
績
報
告
書
の
記
載
内
容
に
実
態
の
な
い
も
の
や
、
事
実
を
裏
付
け
る
も
の

が
な
い
こ
と

【
不
正
行
為
が
あ
っ
た
と
判
断
し
た
後
の
対
応
】

・
令
和
４
年
度
の
当
該
両
補
助
金
の
交
付
決
定
を
全
部
取
り
消
し
た
。

・
当
該
両
補
助
金
の
全
額
返
還
を
求
め
る
措
置
を
講
じ
た
。

担
当
課
は
、
厚
生
労
働
省
の
通
知
に
基
づ
く
自
主
点
検
で
判
明
し
た

医
療
機
関
の
交
付
額
過

大
及
び
会
計
検
査
院
の
実
地
検
査
に
同
行
し
た
際
に
確
認
し
た
１
医
療
機
関
で
の
不
正
行
為
に
よ
る

交
付
額
過
大
に
対
し
て
は
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
て
い
る
。
今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、
適
正
又
は
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妥
当
性
を
欠
き
、
是
正
又
は
改
善
等
を
要
す
る
事
例
（
以
下
「
適
正
を
欠
く
事
例
等
」
と
い
う
。）

は
な
か
っ
た
。

③
意
見

 
本
事
業
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
の
拡
大
に
対
処
す
る
た
め
に
、
緊
急
に
実
施
す

 
べ
き
事
業
で
あ
っ
た
が
、
厚
生
労
働
省
か
ら
の
通
知
等
が
な
け
れ
ば
９
億
７
千
万
円
余
の
補
助
金
の

過
大
交
付
が
判
明
し
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
事
務
と
し
て
適
正
を
欠
い
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

 
今
後
同
様
の
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
審
査
の
際
、
必
要
な
事
項
が
記
載
さ
れ
た
証
拠
書
類

や
電
子
デ
ー
タ
と
の
照
合
を
行
う
こ
と
及
び
必
要
に
応
じ
て
現
地
で
の
調
査
を
行
う
こ
と
に
よ
り
補

助
対
象
経
費
が
適
正
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
実
施
さ
れ
た
い
。

 
［
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
］

 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
軽
症
者
等
宿
泊
療
養
事
業

①
事
業
概
要

 
本
事
業
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
軽
症
者
を
受
け
入
れ
る
宿
泊
療
養
施
設
の
確
保

及
び
運
営
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
に
よ
る
医
療
提
供
の

ひ
っ
迫
を
緩
和
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
＜
主
な
取
組
＞

 
・
令
和
２
年
４
月
か
ら
、
複
数
の
ホ
テ
ル
を
宿
泊
療
養
施
設
と
し
て
順
次
確
保
し
、
最
大

施
設

 
室
を
運
用
。

 
・
全
て
の
宿
泊
療
養
施
設
に

時
間
体
制
で
医
師
及
び
派
遣
看
護
師
を
配
置
し
、
健
康
観
察
や
診
察

を
実
施
。

・
令
和
２
年

月
か
ら
、
順
次
宿
泊
療
養
施
設
の
全
室
に
血
中
酸
素
濃
度
を
測
定
す
る
パ
ル
ス
オ
キ

シ
メ
ー
タ
ー
を
設
置
。

・
令
和
３
年
６
月
か
ら
、
宿
泊
療
養
施
設
で
の
処
方
薬
の
投
与
体
制
を
整
備
、
同
年
８
月
か
ら
抗
体
カ

ク
テ
ル
療
法
に
よ
る
治
療
を
開
始
。

・
令
和
５
年
５
月
７
日
を
も
っ
て
、
宿
泊
療
養
施
設
と
し
て
の
確
保
を
全
て
終
了
し
、
同
月

日
を

も
っ
て
契
約
終
了
。

 
②

監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況

 
以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
宿
泊
療
養
施
設
に
お
け
る
労
働
者
（
看
護
師
、
事
務
員
、
清
掃
）
派
遣
業
務

 
（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
一
般
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
及
び
処
分
業
務
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）
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・
産
業
廃
棄
物
の
処
分
業
務
（
令
和
２
年
度
）

 
・
感
染
性
廃
棄
物
の
収
集
運
搬
処
分
業
務
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
感
染
性
廃
棄
物
の
処
分
業
務
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

 
 

「
感
染
性
廃
棄
物
の
処
分
業
務
委
託
」
に
つ
い
て
は
、
履
行
確
認
の
証
拠
書
類
で
あ
る
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

年
法
律
第

号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と

い
う
。）

に
基
づ
き
５
年
間
の
保
存
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
産
業
廃
棄
物
管
理
票
（
以
下
「
マ

ニ
フ
ェ
ス
ト
」
と
い
う
。）

の
写
し
の
一
部
が
、
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
み
ら
れ
た
。

 
イ

補
助
金
の
執
行
状
況

 
以
下
の
補
助
金
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・「

福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
軽
症
者
等
宿
泊
療
養
施
設
」
健
康
管
理
支
援
活
動

費
用
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

 
 

今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、
適
性
を
欠
く
事
例
等
は
な
か
っ
た
。

 
 ③

意
見

 
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
は
、
廃
棄
物
処
理
法
に
基
づ
き
、
産
業
廃
棄
物
を
排
出
す
る
事
業
者
（
今
回
の

場
合
は
、
県
）
が
そ
の
処
理
を
委
託
す
る
際
に
、
産
業
廃
棄
物
の
名
称
、
数
量
、
運
搬
業
者
名
、

処
分
業
者
名
な
ど
を
記
入
し
、
産
業
廃
棄
物
の
流
れ
を
自
ら
把
握
・
管
理
す
る
た
め
に
用
い
る
も

の
で
、
適
正
な
処
分
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
で
あ
る
。

 
今
後
同
様
の
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
廃
棄
物
処
理
法
を
遵
守
し
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
写

し
は
適
正
に
保
存
さ
れ
た
い
。

 
［
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
］

 
 

（
高
齢
者
施
設
、
障
が
い
者
施
設
に
勤
務
す
る
者
を
対
象
と
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
査
事
業

①
事
業
概
要

 
本
事
業
は
、
特
に
重
症
化
リ
ス
ク
が
高
い
高
齢
者
施
設
や
障
が
い
者
施
設
の
利
用
者
と
接
す
る
当

該
施
設
の
職
員
等
を
対
象
と
し
て
集
中
的
に
検
査
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
施
設
内
感
染
対
策
の

強
化
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

＜
主
な
取
組
＞

 
・
令
和
２
年

月
か
ら
、
入
所
系
施
設
で
入
所
者
と
接
す
る
可
能
性
が
あ
る
職
員
を
幅
広
く
対
象
と

し
た

検
査
事
業
を
実
施
。

 
・
令
和
４
年
８
月
か
ら
、
週
２
回
の
抗
原
定
性
検
査
へ
変
更
し
（
９
月
ま
で

検
査
と
併
用
）、

 
新
規
入
所
者
及
び
一
時
帰
宅
者
を
対
象
者
に
追
加
。
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・
令
和
４
年

月
か
ら
、
通
所
系
・
訪
問
系
の
高
齢
者
施
設
や
障
が
い
者
施
設
の
職
員
及
び
新
規
通

所
者
を
対
象
者
に
追
加
。

 
 ②

監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況

 
以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
高
齢
者
施
設
、
障
が
い
者
施
設
に
勤
務
す
る
者
を
対
象
と
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
査
業

務
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
入
所
系
の
高
齢
者
施
設
、
障
が
い
者
施
設
の
職
員
等
を
対
象
と
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

 
感
染
症
の
抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
配
付
業
務
（
令
和
４
年
度
）

 
・
通
所
系
、
訪
問
系
及
び
入
所
系
の
高
齢
者
施
設
、
障
が
い
者
施
設
の
職
員
等
を
対
象
と
し
た
新

 
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
配
付
等
業
務
（
令
和
４
年
度
）

 
 

「
入
所
系
の
高
齢
者
施
設
、
障
が
い
者
施
設
の
職
員
等
を
対
象
と
し
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
配
付
業
務
」
に
つ
い
て
は
、
高
齢
者
施
設
等
へ
の
配
送
を
証
す

る
書
類
（
配
送
伝
票
等
）
の
提
出
を
求
め
て
履
行
確
認
を
行
う
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
行
っ
て
い

な
い
事
例
が
み
ら
れ
た
。

 
 

イ
補
助
金
の
執
行
状
況

 
該
当
な
し

 
 ③

意
見

 
今
後
同
様
の
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
委
託
先
の
事
業
者
（
以
下
「
委
託
先
事
業
者
」
と
い

う
。）

が
作
成
し
た
報
告
書
を
配
送
伝
票
等
の
証
拠
書
類
と
照
合
し
、
証
拠
書
類
の
提
出
が
な
さ
れ

て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
提
出
を
促
し
て
当
該
業
務
が
適
正
に
履
行
さ
れ
た
こ
と
の
確
認
を
実
施
さ

れ
た
い
。

［
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
］

 
 抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
配
付
・
陽
性
者
登
録
事
業

①
事
業
概
要

本
事
業
は
、
重
症
化
リ
ス
ク
が
低
い
と
考
え
ら
れ
る

歳
未
満
の
者
及
び
濃
厚
接
触
者
等
に
対

し
て
抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
を
配
付
し
、「

キ
ッ
ト
配
付
・
陽
性
者
登
録
セ
ン
タ
ー
」
に
お
い
て
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
確
定
診
断
及
び
発
生
届
出
の
提
出
が
行
わ
れ
る
体
制
整
備
を
図
る
こ
と

に
よ
り
、
外
来
医
療
の
ひ
っ
迫
を
回
避
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
＜
主
な
取
組
＞

 
・
令
和
４
年
８
月
か
ら
、「

キ
ッ
ト
配
付
・
陽
性
者
登
録
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
。
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・
令
和
５
年
２
月

日
受
付
分
を
も
っ
て
配
付
を
停
止
。

 
  

[配
付
実
績

]
令
和
４
年
８
月
８
日
～

月
日

約
万

キ
ッ
ト

 
  

 令
和
４
年

月
２
日
～
令
和
５
年
２
月

15
日

約
４
万

キ
ッ
ト

 
[登

録
実
績

]
約

人
 

 
②

監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況

 
以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
配
付
・
陽
性
者
登
録
事
業
（
令
和
４
年
度
）

 
 今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、
適
正
を
欠
く
事
例
等
は
な
か
っ
た
。

 
 

イ
補
助
金
の
執
行
状
況

 
該
当
な
し

 
 ③

意
見

 
な
し

 
 

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
確
保
事
業

①
事
業
概
要

 
本
事
業
は
、
県
接
種
会
場
の
運
営
、
接
種
に
係
る
広
域
調
整
、
専
門
的
相
談
体
制
の
確
保
及
び
医

療
機
関
へ
の
財
政
支
援
等
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
希
望
す
る
県

民
が
速
や
か
に
接
種
で
き
る
体
制
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
＜
主
な
取
組
＞

 
（
１
・
２
回
目
（
初
回
）
接
種
に
お
け
る
取
組
）

 
・
県
内
の
医
療
従
事
者
等
の
優
先
接
種
に
つ
い
て
、
令
和
３
年
７
月
ま
で
に
お
お
む
ね
完
了
さ
せ
、

市
町
村
が
円
滑
に
ワ
ク
チ
ン
接
種
で
き
る
よ
う
、
配
分
量
を
調
整
。

 
・
モ
デ
ル
ナ
社
ワ
ク
チ
ン
接
種
の
た
め
、
モ
デ
ル
ナ
社
ワ
ク
チ
ン
接
種
会
場
を
県
内

か
所
に
設

置
。

 
・
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
ワ
ク
チ
ン
や
モ
デ
ル
ナ
社
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
で
き
な
い
方
の
た
め
、
ア
ス
ト
ラ
ゼ

ネ
カ
社
ワ
ク
チ
ン
接
種
会
場
を
県
内
２
か
所
に
設
置
。

 
（
３
回
目
以
降
（
追
加
）
接
種
に
お
け
る
取
組
）

 
・
３
回
目
接
種
促
進
の
た
め
、
モ
デ
ル
ナ
社
ワ
ク
チ
ン
接
種
会
場
を
県
内
５
か
所
に
設
置
。

 
（
初
回
・
追
加
接
種
に
お
け
る
取
組
）

 
・
フ
ァ
イ
ザ
ー
社
ワ
ク
チ
ン
や
モ
デ
ル
ナ
社
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
で
き
な
い
方
の
た
め
、
武
田
社
ワ
ク

チ
ン
（
ノ
バ
バ
ッ
ク
ス
）
接
種
会
場
を
県
内
５
か
所
に
設
置
。
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 ②
監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況

 
以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
係
る
優
先
接
種
者
集
約
業
務

 
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
）

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
流
通
調
整
・
管
理
運
営
支
援
業
務

 
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
）

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
相
談
等
対
応
業
務

 
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
副
反
応
に
対
応
す
る
専
門
的
医
療
機
関
業
務

（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
個
人
用
防
護
具
（
サ
ー
ジ
カ
ル
マ
ス
ク
等
）
の
搬
入
、
集
荷
及
び
配
送
業
務

 
（
令
和
３
年
度
）

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
係
る
体
制
整
備
業
務

 
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
）

 
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
個
別
接
種
支
援
金
の
交
付
に
係
る
審
査
等
業
務

 
（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
個
別
接
種
支
援
金
支
払
業
務

 
（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
福
岡
県
モ
デ
ル
ナ
ワ
ク
チ
ン
接
種
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
接
種
予
約
受
付
業
務

 
（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
に
係
る
多
言
語
通
訳
業
務

 
（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
武
田
社
ワ
ク
チ
ン
（
ノ
バ
バ
ッ
ク
ス
）
専
門
予
約

受
付
等
業
務
（
令
和
４
年
度
）

 
 

今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、
次
の
よ
う
な
適
正
を
欠
く
事
例
等
が
判
明
し
た
。

 

事
例
１

「
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
流
通
調
整
・
管
理
運
営
支
援
業
務
」
の
う
ち
、
ワ

ク
チ
ン
接
種
施
設
へ
の
支
援
金
の
支
払
業
務
に
つ
い
て
は
、
支
払
を
証
す
る
書
類
（
口
座
振
込
一

覧
表
等
）
の
提
出
を
求
め
て
履
行
確
認
を
行
う
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、

委
託
契
約
書
に
支
払
を
証
す
る
書
類
の
保
管
を
義
務
付
け
る
条
項
が
設
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
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事
例
２

「
個
人
用
防
護
具
（
サ
ー
ジ
カ
ル
マ
ス
ク
等
）
の
搬
入
、
集
荷
及
び
配
送
業
務
」
の
う
ち
、
県

内
の
医
療
機
関
へ
の
個
人
用
防
護
具
の
配
送
業
務
に
つ
い
て
は
、
配
送
を
証
す
る
書
類
（
配
送
伝

票
等
）
の
提
出
を
求
め
て
履
行
確
認
を
行
う
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
な
か
っ
た
。

事
例
３

「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
後
の
副
反
応
に
対
応
す
る
専
門
的
医
療
機
関
業
務
」

及
び
「
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
係
る
体
制
整
備
業
務
」
に
つ
い
て
は
、

福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和

年
福
岡
県
規
則
第

号
）
に
基
づ
き
契
約
の
決
裁
権
者
自
身
若
し

く
は
契
約
の
決
裁
権
者
が
指
定
し
た
職
員
が
履
行
確
認
を
行
う
べ
き
と
こ
ろ
、
契
約
の
決
裁
権
者

が
指
定
し
た
職
員
以
外
の
職
員
が
履
行
確
認
を
行
っ
て
い
た
。

 
イ

補
助
金
の
執
行
状
況

 
以
下
の
補
助
金
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
職
域
接
種
体
制
確
保
事
業
補
助
金
（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
係
る
時
間
外
・
休
日
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
会

場
へ
の
医
療
従
事
者
派
遣
事
業
補
助
金
（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 
 

今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、
次
の
よ
う
な
適
正
を
欠
く
事
例
等
が
判
明
し
た
。

 

事
例
４

「
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
係
る
時
間
外
・
休
日
の
ワ
ク
チ
ン
接
種
会

場
へ
の
医
療
従
事
者
派
遣
事
業
補
助
金
」
に
つ
い
て
は
、
審
査
の
上
、
適
正
な
実
績
報
告
書
に
基

づ
い
て
額
の
確
定
を
行
う
べ
き
と
こ
ろ
、
医
療
従
事
者
の
従
事
時
間
の
二
重
計
上
、
該
当
す
る
従

事
時
間
の
計
上
漏
れ
な
ど
誤
っ
た
実
績
報
告
書
に
基
づ
い
て
額
の
確
定
を
行
っ
て
い
た
。

 
③

意
見

 
詳
細
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
今
後
同
様
の
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
福
岡
県
財
務
規

則
で
規
定
さ
れ
た
契
約
の
決
裁
権
者
な
ど
履
行
確
認
の
権
限
を
持
つ
者
が
、
報
告
書
を
必
要
な
事
項

が
記
載
さ
れ
た
証
拠
書
類
と
照
合
し
、
補
助
対
象
経
費
が
適
正
で
あ
る
こ
と
の
確
認
や
委
託
業
務
が

適
正
に
履
行
さ
れ
た
こ
と
の
確
認
を
実
施
さ
れ
た
い
。

 事
例
１

、（
事
例
２

に
つ
い
て

配
送
業
務
や
支
払
業
務
を
委
託
し
た
場
合
は
、
委
託
先
事
業
者
が
作
成
し
た
報
告
書
を
配
送
伝
票

や
支
払
を
証
す
る
証
拠
書
類
と
照
合
し
、
証
拠
書
類
の
提
出
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
提

出
を
促
し
て
当
該
委
託
業
務
が
適
正
に
履
行
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
追
加
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で
確
認
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
場
合
な
ど
に
備
え
て
委
託
先
事
業
者
に
対
し
て
契
約
で
明
確
に
証
拠

書
類
の
保
管
を
義
務
付
け
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

事
例
３

に
つ
い
て

契
約
の
履
行
確
認
は
、
福
岡
県
財
務
規
則
に
お
い
て
契
約
の
決
裁
権
者
が
確
認
す
る
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
契
約
の
決
裁
権
者
が
他
の
職
員
に
履
行
確
認
を
行
わ
せ
る
場
合
は
、
当
該
決
裁
権

者
が
当
該
職
員
を
指
定
す
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
契
約
の
決
裁
権
者
が
指
定
し
た

職
員
以
外
の
職
員
が
履
行
確
認
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

事
例
４

に
つ
い
て

補
助
金
の
対
象
経
費
に
つ
い
て
は
、
補
助
対
象
機
関
が
作
成
し
た
報
告
書
を
対
象
医
院
の
開
設
時

期
、
対
象
医
療
従
事
者
の
従
事
時
間
等
を
証
明
す
る
証
拠
書
類
と
照
合
し
、
証
拠
書
類
の
提
出
が
な

さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
そ
の
提
出
を
促
し
て
当
該
経
費
が
適
正
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
必
要
が

あ
る
。

［
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
］

 

２
感
染
拡
大
防
止
に
係
る
事
業

感
染
拡
大
防
止
協
力
金

①
事
業
概
要

 
本
事
業
は
、
県
の
要
請
に
応
じ
休
業
や
営
業
時
間
の
短
縮
を
行
っ
た
飲
食
店
等
を
対
象
に
、
感
染
拡
大

防
止
協
力
金
を
給
付
す
る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
症
の
拡
大
防
止
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

 
 

＜
給
付
実
績
＞

飲
食
店
向
け

期
給
付
件
数

件
給
付
金
額

千
円

大
規
模
施
設
向
け

６
期

給
付
件
数

件
給
付
金
額

千
円

②
監
査
結
果

ア
委
託
料
の
執
行
状
況

以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

・
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
受
付
・
審
査
業
務
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

・
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
支
払
業
務
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

・
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
広
報
業
務
（
令
和
３
年
度
）

「
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
受
付
・
審
査
業
務
」
に
つ
い
て
は
、
業
務
の
迅
速
性
、
効
率
性
、
確
実
性

を
確
保
す
る
た
め
、
類
似
業
務
の
受
託
経
験
が
あ
る
事
業
者
２
社
か
ら
見
積
書
を
徴
収
し
、
緊
急
性

が
高
い
こ
と
を
理
由
に
随
意
契
約
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
営
業
時
間
短
縮
要
請
の
延
長
等
に
よ
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る
業
務
の
増
加
に
伴
っ
て
、
当
初
の
契
約
を
締
結
し
た
事
業
者
と
委
託
契
約
の
変
更
を
５
回
行
う
と

と
も
に
、
契
約
期
間
も
延
長
し
て
い
た
。

ま
た
、
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
書
の
記
載
内
容
や
添
付
書
類
の
確

認
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
申
請
書
の
記
載
内
容
の
不
備
や
必
要
な
書
類
（
飲
食
ス
ペ
ー
ス

の
写
真
等
）
の
添
付
漏
れ
な
ど
、
不
適
正
な
事
例
が
み
ら
れ
た
。

「
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
広
報
業
務
」
に
つ
い
て
は
、
新
聞
広
告
の
実
績
の
あ
る
５
社
に
委
託
し
、

広
告
を
申
請
期
限
毎
に
各
社
３
回
、
朝
刊
に
掲
載
し
て
い
た
が
、
各
社
１
回
目
の
委
託
契
約
の
際
、

遅
滞
損
害
金
の
率
を
誤
っ
て
い
る
も
の
が
み
ら
れ
た
。

イ
補
助
金
の
執
行
状
況

該
当
な
し

ウ
そ
の
他

感
染
拡
大
防
止
協
力
金
に
つ
い
て
は
、
不
正
な
申
請
や
重
複
申
請
が
判
明
し
、
県
が
事
業
者
に

対
し
て
返
還
を
求
め
た
も
の
が

件
、
約
４
億
１
千
万
円
発
生
し
た
が
、
収
入
未
済
の
返
還
金

及
び
違
約
金
は
約
２
億
３
千
万
円
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
訳
は
、
警
察
の
捜
査
で
発
覚
し
た
申

請
書
偽
造
に
よ
る
も
の
（
返
還
金

億
円
、
違
約
金

億
円
）
が
大
部
分
を
占
め
て
お
り
、
そ

の
他
は
県
の
見
回
り
等
に
よ
り
営
業
時
間
短
縮
の
要
請
に
応
じ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
も
の

な
ど
と
な
っ
て
い
る
。

県
で
は
、
未
納
者
に
対
し
て
、
分
割
納
付
の
働
き
か
け
や
催
告
状
の
送
付
を
行
う
な
ど
の
収
入

未
済
の
解
消
に
向
け
た
取
組
を
行
っ
て
い
る
が
、
依
然
と
し
て
収
入
未
済
の
額
は
多
額
で
あ
り
、

そ
の
回
収
に
向
け
た
取
組
が
引
き
続
き
求
め
ら
れ
る
。

＜
収
入
未
済
の
状
況
（
令
和
５
年
７
月
末
時
点
）
＞

感
染
症
拡
大
防
止
協
力
金
返
還
金

千
円

感
染
症
拡
大
防
止
協
力
金
違
約
金

千
円

③
意
見

「
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
受
付
・
審
査
業
務
」
に
つ
い
て
は
、
当
初
の
契
約
を
締
結
し
た
事
業
者

と
の
間
で
、
業
務
量
の
増
加
に
伴
っ
て
契
約
変
更
を
行
う
と
と
も
に
、
契
約
期
間
も
延
長
し
て
い

た
。
当
初
の
契
約
は
、
緊
急
性
が
高
い
こ
と
を
理
由
に
随
意
契
約
を
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
の
変

更
契
約
を
行
っ
た
業
務
に
つ
い
て
は
、
他
に
受
託
可
能
な
事
業
者
が
い
な
い
か
等
、
競
争
入
札
に
付

す
る
こ
と
を
検
討
す
る
余
地
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
緊
急
性
が
高
い
こ
と
を
理
由
と
し
た
随
意

契
約
の
変
更
に
当
た
っ
て
は
、
契
約
の
履
行
状
況
や
他
に
受
託
可
能
な
事
業
者
が
い
な
い
か
な
ど
を

精
査
し
た
上
で
、
契
約
変
更
の
妥
当
性
を
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。
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ま
た
、
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
の
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
申
請
書
の
記
載
内
容
や
添
付
書
類
の
確

認
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
が
、
申
請
書
の
記
載
内
容
の
不
備
や
必
要
な
書
類
の
添
付
漏
れ
な
ど

不
適
正
な
事
例
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を
防
止
す
る
た
め
に
は
、
委
託
先
事
業
者
の
審
査
体
制
や
業

務
管
理
体
制
に
問
題
が
な
い
か
、
定
期
的
に
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

 
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
に
つ
い
て
は
、
不
正
な
申
請
等
を
行
っ
た
業
者
に
対
し
返
還
を
求
め
て
い

る
が
、
約
２
億
３
千
万
円
の
収
入
未
済
が
発
生
し
て
い
る
。
今
後
、
債
権
回
収
の
ノ
ウ
ハ
ウ
が
あ
る

弁
護
士
法
人
へ
の
業
務
委
託
と
い
っ
た
効
果
的
な
回
収
方
法
を
検
討
す
る
と
と
も
に
、
定
期
的
な
督

促
を
行
う
な
ど
粘
り
強
く
収
入
未
済
を
解
消
す
る
取
組
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

 
［
商
工
部
商
工
政
策
課
］

３
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
業

ワ
ク
チ
ン
・
検
査
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
無
料
検
査
事
業

①
事
業
概
要

本
事
業
は
、
無
症
状
の
県
民
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
目

的
で
受
検
す
る
検
査
に
つ
い
て
無
料
で
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り
、
感
染
対
策
と
日
常
生
活
の
両
立
及

び
感
染
拡
大
防
止
を
図
る
も
の
で
あ
る
。

＜
主
な
取
組
＞

 
・
令
和
３
年

月
日
か
ら
、
健
康
上
の
理
由
等
に
よ
り
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
受
け
ら
れ
な
い
方
を
対

象
と
し
、
登
録
事
業
所
に
お
い
て
、
飲
食
店
の
利
用
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
の
際
に
必
要
と
な
る
検

査
を
無
料
で
実
施
。
令
和
４
年
１
月

日
か
ら
は
、
基
本
的
対
処
方
針
を
見
直
し
て
、
ワ
ク
チ
ン

を
接
種
し
た
方
を
含
め
て
、
飲
食
店
の
利
用
や
イ
ベ
ン
ト
へ
の
参
加
の
際
に
必
要
と
な
る
検
査
を
無

料
で
実
施
（
令
和
３
年

月
日
～
令
和
４
年
８
月

日
）。

・
人
の
往
来
が
多
く
な
る
年
末
年
始
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
検
査
の
促
進
を
図
る
た
め
、
帰

省
者
旅
行
者
等
を
対
象
と
し
た
検
査
を
無
料
で
実
施
（
令
和
４
年

月
日
～
令
和
５
年
１
月

日
）。

・
令
和
３
年

月
日
に
、
オ
ミ
ク
ロ
ン
株
の
陽
性
者
が
県
内
で
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
陽
性

者
の
早
期
発
見
、
感
染
防
止
を
図
る
た
め
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成

年
法
律
第

号
）
に
基
づ
き
、
感
染
の
不
安
が
あ
る
無
症
状
の
県
民
の
方
を
対
象
と
し
て
、
登

録
事
業
所
に
お
い
て
、
検
査
を
無
料
で
実
施
（
令
和
３
年

月
日
～
令
和
５
年
５
月
７
日
）。

※
登
録
事
業
所
と
は
、
医
療
機
関
、
薬
局
及
び
衛
生
検
査
所
の
う
ち
、
無
料
検
査
事
業
を
実
施
す
る
と
し
て

県
に
登
録
し
た
事
業
所
。

②
監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況

 
以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
 ・

福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査
促
進
事
業
費
補
助
金
受
付
・
審
査
等
業
務
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（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 
 ・

福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査
促
進
事
業
費
補
助
金
支
払
業
務

 
（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

「
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査
促
進
事
業
費
補
助
金
受
付
審
査
等
業
務
」
に

つ
い
て
は
、
当
該
業
務
の
委
託
契
約
書
に
再
委
託
の
禁
止
と
し
て
、

「
受
注
者
（
委
託
先
事
業
者
）
は
、
委
託
事
務
の
処
理
を
自
ら
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
処
理

の
全
部
又
は
一
部
を
第
三
者
に
再
委
託
し
て
は
な
ら
な
い
。

２
前
項
の
再
委
託
を
発
注
者
（
県
）
が
認
め
る
場
合
は
そ
の
限
り
で
な
い
。」

と
規
定
し
て
い
る
。

こ
の
規
定
に
基
づ
い
て
委
託
先
事
業
者
が
行
う
再
委
託
申
請
に
対
し
て
、
担
当
課
が
書
面
の
提

出
を
求
め
る
こ
と
な
く
口
頭
で
承
認
し
て
い
た
事
例
が
み
ら
れ
た
。

イ
補
助
金
の
執
行
状
況

以
下
の
補
助
金
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査
促
進
事
業
費
補
助
金
（
令
和
３
年
度
、
４
年
度
）

 

「
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
検
査
促
進
事
業
費
補
助
金
」
に
つ
い
て
は
、
担
当
課

は
、
対
象
事
業
者
の
登
録
を
厳
正
に
審
査
す
る
と
と
も
に
、
登
録
後
も
抜
き
打
ち
の
現
地
調
査
や

追
加
調
査
を
実
施
し
た
。

こ
れ
ら
の
調
査
が
終
了
し
た
結
果
、
７
事
業
者
に
つ
い
て
不
正
行
為
が
認
め
ら
れ
、
令
和
５
年

月
日
付
け
で
そ
の
結
果
を
公
表
し
た
。

【
担
当
課
に
よ
る
調
査
結
果
】

・
登
録
取
消
・
返
還
請
求
を
行
っ
た
事
業
者
数
：
７
事
業
者

・
不
適
正
額
：

千
円
（
返
還
請
求
額

千
円

未
交
付
額

千
円
）

・
不
正
行
為
の
内
容
（
複
数
の
不
正
を
行
っ
た
事
業
者
あ
り
）：

架
空
請
求
等
に
よ
り
補
助
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
し
た
も
の

無
料
検
査
を
登
録
事
業
所
以
外
で
実
施
し
た
も
の

無
料
検
査
の
立
会
い
を
（
一
部
）
委
託
し
た
も
の

実
在
す
る
医
療
機
関
に
な
り
す
ま
し
、
事
業
者
登
録
を
受
け
た
も
の

担
当
課
に
よ
る
調
査
に
よ
り
上
記
の
不
適
正
事
例
が
判
明
し
た
が
、
今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、

適
正
を
欠
く
事
例
等
は
な
か
っ
た
。
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③
意
見

 
県
が
再
委
託
を
承
認
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
再
委
託
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
再
委
託
先
事
業
者
が

ど
の
よ
う
な
業
者
で
あ
る
か
、
再
委
託
先
事
業
者
が
事
業
の
履
行
及
び
個
人
情
報
の
管
理
が
適
正
に

実
施
で
き
る
の
か
、
委
託
先
事
業
者
が
再
委
託
先
の
適
正
な
事
務
の
遂
行
を
ど
の
よ
う
に
管
理
す
る

の
か
等
に
つ
い
て
、
委
託
先
事
業
者
に
説
明
を
求
め
て
審
査
の
上
承
認
す
る
と
い
う
事
務
処
理
が
必

要
で
あ
る
。

今
後
同
様
の
事
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
委
託
先
事
業
者
が
行
う
再
委
託
の
申
請
か
ら
担
当
課

が
行
う
再
委
託
の
承
認
ま
で
の
過
程
で
必
要
な
書
類
を
双
方
が
作
成
し
、
当
該
事
務
が
適
正
に
処
理

さ
れ
た
こ
と
の
証
拠
と
さ
れ
た
い
。

［
保
健
医
療
介
護
部
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
］

福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
従
事
者
慰
労
金
交
付
事
業

①
事
業
概
要

本
事
業
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
・
収
束
に
向
け
て
、
強
い
使
命
感
を
持

っ
て
業
務
に
従
事
し
て
い
る
医
療
機
関
等
の
医
療
従
事
者
や
職
員
に
対
し
、
慰
労
金
を
給
付
す
る
も

の
で
あ
る
（
令
和
２
年
度
限
り
）。

 
＜
主
な
取
組
＞

 
・
医
療
機
関
等
で
働
く
医
療
従
事
者
や
職
員
に
最
大

万
円
の
慰
労
金
を
給
付
。

 
 

②
監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況

 
以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
従
事
者
慰
労
金
交
付
事
業
及
び
福
岡
県
医
療
機

関
・
薬
局
等
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事
業
業
務
（
令
和
２
年
度
）

 

今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、
適
正
を
欠
く
事
例
等
は
な
か
っ
た
。

イ
補
助
金
の
執
行
状
況

該
当
な
し

 
 

③
意
見

 
な
し
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福
岡
県
医
療
機
関
・
薬
局
等
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事
業

①
事
業
概
要

本
事
業
は
、
医
療
機
関
・
薬
局
等
に
対
し
、
感
染
拡
大
防
止
対
策
等
の
た
め
の
経
費
を
補
助
す
る

こ
と
に
よ
り
、
院
内
等
で
の
感
染
拡
大
を
防
ぎ
な
が
ら
、
地
域
で
求
め
ら
れ
る
医
療
を
提
供
す
る
体

制
を
整
備
す
る
も
の
で
あ
る
（
令
和
２
年
度
限
り
）。

 
＜
主
な
取
組
＞

 
・
緊
急
に
必
要
と
な
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
拡
大
防
止
や
医
療
提
供
体
制
整
備
の
た

め
、
医
療
機
関
・
薬
局
等
に
対
し
、
補
助
金
を
交
付
。

 
 

②
監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況

 
以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
従
事
者
慰
労
金
交
付
事
業
及
び
福
岡
県
医
療
機

  
関
・
薬
局
等
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事
業
業
務
（
令
和
２
年
度
）

 

今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、
適
正
を
欠
く
事
例
等
は
な
か
っ
た
。

イ
補
助
金
の
執
行
状
況

該
当
な
し

 
 

③
意
見

 
な
し

コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
設
置
運
営
事
業

①
事
業
概
要

本
事
業
は
、
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
継

続
し
て
い
る
状
況
下
で
、
県
民
や
医
療
従
事
者
等
の
疑
問
や
不
安
に
関
す
る
相
談
に
対
応
す
る
も
の

で
あ
る
。

 
＜
主
な
取
組
＞

 
・
令
和
２
年
４
月

日
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
健
康
相
談
等
に
対
す
る
一

般
相
談
窓
口
を
開
設
（

時
間
体
制
で
看
護
師
等
が
対
応
）。

 
・
令
和
２
年

月
１
日
か
ら
、
感
染
防
止
宣
言
ス
テ
ッ
カ
ー
等
の
事
業
者
か
ら
の
問
合
せ
に
対
す
る

相
談
窓
口
を
開
設
。

 
 

②
監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況
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以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
一
般
相
談
窓
口
対
応
業
務

 
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
、
４
年
度
）

 
・
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
専
用
ダ
イ
ヤ
ル
相
談
対
応
業
務

 
（
令
和
２
年
度
、
３
年
度
）

 

今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、
適
正
を
欠
く
事
例
等
は
な
か
っ
た
。

イ
補
助
金
の
執
行
状
況

該
当
な
し

 
 

③
意
見

 
な
し

 
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
外
来
医
療
ひ
っ
迫
対
策
事
業

①
事
業
概
要

本
事
業
は
、
自
宅
療
養
者
等
に
対
し
、
医
師
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
を
実
施
す
る
こ
と
に
よ
り

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
の
急
激
な
増
加
に
備
え
、
自
宅
療
養
者
等
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
患
者
の
療
養
環
境
の
充
実
を
図
る
と
と
も
に
、
診
療
・
検
査
医
療
機
関
の
負
担
を
軽
減

す
る
も
の
で
あ
る
。

 
＜
主
な
取
組
＞

 
・
令
和
４
年

月
日
重
症
化
リ
ス
ク
の
低
い
自
宅
療
養
者
を
対
象
と
す
る
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
自
宅
療
養
者
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
セ
ン
タ
ー
」
を

時
間
対
応
で
開
設
。

 
・
令
和
４
年

月
日
か
ら
、
対
象
を
生
後
３
か
月
以
上
で

歳
ま
で
の
自
宅
療
養
中
の
方
（
妊

婦
は
除
く
）
に
拡
大
。

 
・
令
和
５
年
２
月
５
日
を
も
っ
て
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
セ
ン
タ
ー
を
閉
所
。

 
[利

用
実
績

]
遠
隔
診
療
件
数
：

件
 

  
う
ち
処
方
薬
発
行
件
数
：

件
 

 
②

監
査
結
果

 
ア

委
託
料
の
執
行
状
況

 
以
下
の
委
託
料
か
ら
抽
出
し
た
事
務
に
対
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

 
・
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
自
宅
療
養
者
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
セ
ン
タ
ー
事
業

 
（
令
和
４
年
度
）

 
 
今
回
の
監
査
の
結
果
で
は
、
適
正
を
欠
く
事
例
等
は
な
か
っ
た
。
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イ
補
助
金
の
執
行
状
況

該
当
な
し

 
 

③
意
見

 
な
し

４
ま
と
め

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
が
本
県
で
令
和
２
年
２
月
に
初
め
て
確
認
さ
れ
て
以
降
、
県
は
、
約

３
年
に
わ
た
っ
て
全
庁
を
挙
げ
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
に
取
り
組
み
、
こ
れ
ま
で

多
様
な
対
策
を
講
じ
て
き
た
。

 
今
回
、
県
が
大
規
模
な
予
算
を
投
じ
て
行
っ
て
き
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
の
う

ち
、「

陽
性
者
の
発
見
、
隔
離
、
治
療
等
に
係
る
事
業
」、
「
感
染
拡
大
防
止
に
係
る
事
業
」
及
び
「
そ

の
他
必
要
と
認
め
る
事
業
」
に
つ
い
て
、
行
政
監
査
を
行
っ
た
結
果
、
厚
生
労
働
省
の
通
知
に
基
づ
く

点
検
や
会
計
検
査
院
の
検
査
、
警
察
の
捜
査
に
よ
り
既
に
判
明
し
た
事
案
を
除
き
、
お
お
む
ね
適
正
・

適
切
に
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

 
「
陽
性
者
の
発
見
、
隔
離
、
治
療
等
に
係
る
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
患
者
を
受
け
入
れ
る
病

床
の
確
保
や
軽
症
者
を
受
け
入
れ
る
宿
泊
療
養
施
設
の
確
保
・
運
営
、
抗
原
定
性
検
査
キ
ッ
ト
の
配
付

に
よ
り
医
療
提
供
体
制
の
ひ
っ
迫
に
対
応
し
て
い
た
。
ま
た
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
体
制
の
確
保
や
高
齢
者

施
設
等
職
員
に
対
す
る
検
査
の
実
施
に
よ
り
感
染
拡
大
に
対
処
し
て
い
た
。

 
「
感
染
拡
大
防
止
に
係
る
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
県
民
・
事
業
者
に
対
す
る
要
請
に
よ
り
、
人
流
の

抑
制
を
図
っ
た
。
営
業
時
間
の
短
縮
な
ど
の
要
請
と
併
せ
て
、
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
を
迅
速
に
支
給

し
、
飲
食
店
の
事
業
継
続
を
支
援
し
て
い
た
。

 
「
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
ワ
ク
チ
ン
・
検
査
パ
ッ
ケ
ー
ジ
等
無
料
検
査
事
業

に
よ
り
感
染
対
策
と
日
常
生
活
の
両
立
を
図
る
と
と
も
に
、
福
岡
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

応
従
事
者
慰
労
金
交
付
事
業
や
福
岡
県
医
療
機
関
・
薬
局
等
に
お
け
る
感
染
拡
大
防
止
等
支
援
事
業
に

よ
り
医
療
機
関
等
へ
の
支
援
を
進
め
て
い
た
。

 
し
か
し
な
が
ら
、
迅
速
な
事
業
の
実
施
が
求
め
ら
れ
る
中
で
、
証
拠
書
類
と
の
照
合
が
十
分
に
で
き

て
お
ら
ず
適
正
な
履
行
確
認
が
で
き
て
い
な
い
、
書
類
の
保
管
に
不
備
が
あ
る
と
い
っ
た
適
正
又
は
妥

当
性
を
欠
く
事
務
処
理
が
見
受
け
ら
れ
た
。
ま
た
、
感
染
拡
大
防
止
協
力
金
に
つ
い
て
は
、
給
付
後
に

判
明
し
た
不
正
受
給
に
よ
っ
て
生
じ
た
多
額
の
返
還
金
が
収
入
未
済
と
な
っ
て
い
る
。

 
県
の
関
係
機
関
に
お
い
て
は
、
監
査
結
果
も
踏
ま
え
、
今
般
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策

事
業
の
取
組
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
を
継
承
す
る
こ
と
で
、
将
来
の
感
染
症
対
策
に
万
全
を
期
す
必
要

が
あ
る
。
今
後
、
新
た
な
感
染
症
が
発
生
し
て
も
、
県
民
生
活
へ
の
影
響
を
最
小
限
に
抑
え
対
抗
で
き

る
「
感
染
症
や
災
害
に
負
け
な
い
強
靭
な
社
会
」
を
目
指
し
、
県
民
の
生
命
と
健
康
を
守
り
、
県
民
と

事
業
者
の
生
活
と
事
業
活
動
を
支
え
る
た
め
の
体
制
が
着
実
に
構
築
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。

 



62
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号 　監査公表第２号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第４項の規定に基づく病院事業

、流域下水道事業、電気事業、工業用水道事業及び工業用地造成事業の監査を保健医療

介護部健康増進課等12機関について実施したので、その結果に関する報告を次のとおり

公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人



63
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

第
１

監
査

の
概

要

１
準

拠
す

る
基

準

福
岡

県
監

査
委

員
監

査
基

準
（

令
和

２
年

監
査

公
表

第
１

号
。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）
に

準
拠

し
て

監
査

を
実

施
し

た
。

 
２

監
査

の
種

類

財
務
監
査
（
定
期
監
査
）

 
監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る

も
の
の
う
ち
、
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
１
回
以
上
期
日
を
定
め

て
行
う
監
査

 
３

監
査

の
対

象

監
査

対
象

機
関

：
保

健
医

療
介

護
部

健
康

増
進

課
等

機
関

（
公

営
企

業
）

監
査

対
象

期
間

：
令

和
４

年
度

  
 ４

監
査

の
着

眼
点

今
回

の
監

査
は

、
各

機
関

の
事

業
が

地
方

公
営

企
業

法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）
第

３
条

に
規

定
す

る
経

営
の

基
本

原
則

に
沿

っ
て

運
営

さ
れ

て
い

る
か

及
び

財
務

に
関

す
る

事
務

が
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し
た

。

特
に

、
流

動
資

産
、
流

動
負

債
、
企

業
債

、
借

入
金

及
び

工
事
（

建
設
・
改

良
・
修

繕
等

）
に

つ
い

て
留

意
し

て
実

施
し

た
。

 
５

監
査

の
実

施
内

容

監
査

実
施

期
間

：
令

和
５

年
５

月
日

～
令

和
５

年
６

月
日

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

会
計

名
監

査
対

象
機

関
名

監
査

実
施

日

病
院

事
業

保
健
医
療
介

護
部

健
康

増
進

課

医
療

指
導

課
令

和
５

年
６

月
日

～
令

和
５

年
６

月
日

流
域

下
水

道

事
業

建
築

都
市

部

下
水

道
課

令
和

５
年

６
月

１
日

～
令

和
５

年
６

月
２

日

令
和

５
年

６
月

５
日

～
令

和
５

年
６

月
９

日

建
築

都
市

総
務

課
令

和
５

年
６

月
５

日
～

令
和

５
年

６
月

９
日

 

流
域

下
水

道
事

務
所

令
和

５
年

５
月

日
～

令
和

５
年

５
月

日
 

県
土

整
備

部

南
筑

後
県

土
整

備
事

務
所

令
和

５
年

５
月

日

直
方

県
土

整
備

事
務

所
令

和
５

年
５

月
日

八
女

県
土

整
備

事
務

所
令

和
５

年
５

月
日

北
九

州
県

土
整

備
事

務
所

令
和

５
年

５
月

日
 

電
気

・
工

業

用
水

道
・

工

業
用

地
造

成

事
業

企
業

局

管
理

課

（
電

気
・

工
業

用
水

道
・

工
業

用
地

造
成

事
業

）
令

和
５

年
６

月
日

～
令

和
５

年
６

月
日

矢
部

川
発

電
事

務
所

（
電

気
事

業
）

令
和

５
年

５
月

日

苅
田

事
務

所

（
工

業
用

水
道

・
工

業
用

地
造

成
事

業
）

令
和

５
年

５
月

日
～

令
和

５
年

５
月

日



64
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

主
な

監
査

項
目

ア
経

営
管

理
の

状
況

経
営

状
況

及
び

事
業

の
運

営
状

況
並

び
に

予
算

・
決

算
の

状
況

イ
財

務
諸

表
の

内
容

資
産

、
負

債
及

び
資

本
の

状
況

並
び

に
収

益
・

費
用

の
状

況

第
２

監
査

の
結

果

第
１

の
と

お
り

監
査

し
た

限
り

に
お

い
て

、
下

記
事

項
を

除
き

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
た

。

１
指

摘
事

項
（

是
正

又
は

改
善

等
を

要
し

、
著

し
く

適
正

又
は

妥
当

性
を

欠
く

も
の

）

指
摘

事
項

に
該

当
す

る
も

の
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

対
象

機
関

名
調

査
区

分
件

数
説

明

建
築

都
市

部
下

水

道
課

（
流

域
下

水
道

事

業
会
計
）

収
入

１
遠

賀
川

中
流

流
域

下
水

道
維

持
管

理
負

担
金

の
算

定
を

誤
っ

た
た

め
、

調
定

金
額

が
不

足
し

て
い

た
。

企
業
局
管
理
課

（
電
気
事
業
会
計
）

収
入

１

電
気

事
業

に
お

い
て

、
契

約
に

基
づ

き
送

配
電

会
社

が
県

に

対
し

補
填

す
る

経
費

に
つ

い
て

、
調

定
を

遅
延

し
て

行
っ

て
い

た
。

計
２

件



65
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号 　監査公表第３号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第７項の規定に基づく財政的援助等に係る

監査を公益財団法人福岡県水源の森基金等33団体について実施したので、その結果を次

のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人



66
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

第
１

監
査

の
概

要

１
準

拠
す

る
基

準

福
岡

県
監

査
委

員
監

査
基

準
（

令
和

２
年

監
査

公
表

第
１

号
。

以
下

「
監

査
基

準
」

と
い

う
。

）
に

準
拠

し
て

　
監

査
を

実
施

し
た

。

２
監

査
の

種
類

監
査

基
準

第
２

条
第

１
項

第
３

号
に

規
定

す
る

財
政

的
援

助
団

体
等

監
査

３
監

査
の

対
象

 
 
 
監

査
対

象
団

体
 
 
：

 
 
公

益
財

団
法

人
福

岡
県

水
源

の
森

基
金

等
3
3
団

体

 
 
 
監

査
対

象
期

間
 
 
：

 
 
令

和
４

年
度

４
監

査
の

着
眼

点

今
回

の
監

査
は

、
財

政
的

援
助

等
に

係
る

出
納

そ
の

他
の

事
務

が
、

援
助

等
の

目
的

に
沿

っ
て

適
正

か
つ

効
率

 
 
的

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
に

意
を

用
い

て
実

施
し

た
。

５
監

査
の

実
施

内
容

 
 
 
監

査
実

施
期

間
 
 
：

 
 
令

和
５

年
７

月
５

日
～

令
和

５
年

1
2
月

2
1
日

 
 
 
監

査
対

象
団

体
ご

と
の

監
査

実
施

日
は

、
次

の
と

お
り

で
あ

る
。

区
分

監
査

対
象

団
体

名
監

　
査

　
実

　
施

　
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
水

源
の

森
基

金
令

和
５

年
７

月
５

日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
豊

前
海

漁
業

振
興

基
金

令
和

５
年

７
月

５
日

令
和

５
年

1
1
月

1
4
日

～
令

和
５

年
1
1
月

1
5
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
農

業
振

興
推

進
機

構
令

和
５

年
７

月
６

日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
下

水
道

管
理

セ
ン

タ
ー

令
和

５
年

７
月

６
日

公
益

財
団

法
人

特
定

鉱
害

復
旧

事
業

セ
ン

タ
ー

令
和

５
年

７
月

1
1
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
国

際
交

流
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
７

月
1
2
日

社
会

福
祉

法
人

福
岡

県
厚

生
事

業
団

令
和

５
年

７
月

1
2
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
リ

サ
イ

ク
ル

総
合

研
究

事
業

化
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
７

月
1
2
日

出 　 資 　 団 　 体
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令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

区
分

監
査

対
象

団
体

名
監

　
査

　
実

　
施

　
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
人

権
啓

発
情

報
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
７

月
1
3
日

令
和

５
年

1
1
月

2
1
日

～
令

和
５

年
1
1
月

2
2
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
中

小
企

業
振

興
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
７

月
1
3
日

令
和

５
年

1
1
月

2
8
日

～
令

和
５

年
1
1
月

3
0
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
産

業
・

科
学

技
術

振
興

財
団

令
和

５
年

７
月

1
9
日

公
益

財
団

法
人

飯
塚

研
究

開
発

機
構

令
和

５
年

７
月

1
9
日

令
和

５
年

1
2
月

1
4
日

～
令

和
５

年
1
2
月

1
5
日

公
益

財
団

法
人

水
素

エ
ネ

ル
ギ

ー
製

品
研

究
試

験
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
７

月
1
9
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
女

性
財

団
令

和
５

年
７

月
2
0
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
建

設
技

術
情

報
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
７

月
2
1
日

令
和

５
年

1
2
月

1
2
日

～
令

和
５

年
1
2
月

1
3
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
暴

力
追

放
運

動
推

進
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
７

月
2
4
日

公
益

財
団

法
人

あ
ま

ぎ
水

の
文

化
村

令
和

５
年

７
月

2
8
日

令
和

５
年

1
1
月

７
日

～
令

和
５

年
1
1
月

８
日

公
益

財
団

法
人

ア
ク

ロ
ス

福
岡

令
和

５
年

７
月

2
8
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
動

物
愛

護
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
８

月
１

日
令

和
５

年
1
2
月

７
日

～
令

和
５

年
1
2
月

８
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
生

活
衛

生
営

業
指

導
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
８

月
１

日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
メ

デ
ィ

カ
ル

セ
ン

タ
ー

令
和

５
年

８
月

１
日

令
和

５
年

1
1
月

1
6
日

～
令

和
５

年
1
1
月

1
7
日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
ス

ポ
ー

ツ
推

進
基

金
令

和
５

年
８

月
１

日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
ス

ポ
ー

ツ
振

興
セ

ン
タ

ー
令

和
５

年
８

月
２

日

公
益

財
団

法
人

福
岡

県
教

育
文

化
奨

学
財

団
令

和
５

年
８

月
２

日

平
成

筑
豊

鉄
道

株
式

会
社

令
和

５
年

９
月

1
3
日

北
九

州
エ

ア
タ

ー
ミ

ナ
ル

株
式

会
社

令
和

５
年

９
月

1
3
日

令
和

５
年

1
1
月

９
日

～
令

和
５

年
1
1
月

1
0
日

公
立

大
学

法
人

九
州

歯
科

大
学

令
和

５
年

９
月

1
3
日

公
立

大
学

法
人

福
岡

女
子

大
学

令
和

５
年

９
月

1
3
日

公
立

大
学

法
人

福
岡

県
立

大
学

令
和

５
年

９
月

1
3
日

令
和

５
年

1
2
月

1
9
日

～
令

和
５

年
1
2
月

2
1
日

出 　 資 　 団 　 体



68
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

区
分

監
査

対
象

団
体

名
監

　
査

　
実

　
施

　
日

株
式

会
社

久
留

米
リ

サ
ー

チ
・

パ
ー

ク
令

和
５

年
９

月
1
4
日

福
岡

北
九

州
高

速
道

路
公

社
令

和
５

年
９

月
1
4
日

福
岡

県
道

路
公

社
令

和
５

年
９

月
1
4
日

令
和

５
年

1
1
月

１
日

～
令

和
５

年
1
1
月

２
日

福
岡

県
住

宅
供

給
公

社
令

和
５

年
９

月
1
4
日

第
２

監
査

の
結

果

第
１

の
と

お
り

監
査

し
た

限
り

に
お

い
て

、
適

正
に

執
行

さ
れ

て
い

た
。

出 　 資 　 団 　 体



69
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号 　監査公表第４号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を知事部局の本庁、教育庁の本庁、議会事務局、警察本部及び行政委員（会）

事務局について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人



70
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

第
１

監
査
の
概
要

１
準
拠
す
る
基
準

福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２
年
監
査
公
表
第
１
号
。
以
下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。
）
に

準
拠
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

２
監
査
の
種
類

財
務
監
査
（
定
期
監
査
）

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
１
回

以
上
期
日
を
定
め
て
行
う
監
査

行
政
監
査

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
監
査

３
監
査
の
対
象

監
査
対
象
機
関
：
知
事
部
局
の
本
庁
、
教
育
庁
の
本
庁
、
議
会
事
務
局
、
警
察
本
部
及
び
行
政
委

員
（
会
）
事
務
局

機
関

監
査
対
象
期
間
：
令
和
４
年
４
月
１
日
～
令
和
５
年
３
月

日

４
監
査
の
着
眼
点

今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ

て
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

５
監
査
の
実
施
内
容

監
査
実
施
期
間
：
令
和
５
年
７
月
４
日
～
令
和
５
年
８
月
２
日

 
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

秘
書

室
令
和
５
年
７
月

日

総
務

部
（
９
課
）

行
政

経
営

企
画

課

人
事

課

財
政

課

税
務

課

財
産

活
用

課

県
民

情
報

広
報

課

総
務

事
務

厚
生

課

防
災

危
機

管
理

局
防

災
企

画
課

防
災

危
機

管
理

局
消

防
防

災
指

導
課

令
和
５
年
７
月
６
日
～
令
和
５
年
７
月

日

企
画

・
地

域
振

興
部

（
１
０
課
）

総
合

政
策

課

情
報

政
策

課

調
査

統
計

課

交
通

政
策

課

市
町

村
振

興
局

政
策

支
援

課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
７
月

日



71
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

市
町

村
振

興
局

行
財

政
支

援
課

空
港

対
策

局
空

港
政

策
課

空
港

対
策

局
空

港
事

業
課

国
際

局
国

際
政

策
課

国
際

局
地

域
課

人
づ

く
り

・
県

民
生

活
部

（
９
課
）

社
会

活
動

推
進

課

文
化

振
興

課

男
女

共
同

参
画

推
進

課

生
活

安
全

課

私
学

振
興

・
青

少
年

育
成

局
政

策
課

私
学

振
興

・
青

少
年

育
成

局
私
学

振
興

課

私
学

振
興

・
青

少
年

育
成

局
青

少
年

育
成

課

ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
企
画
課

ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
８
月
１
日

保
健

医
療

介
護

部
（
９
課
）

保
健

医
療

介
護

総
務

課

健
康

増
進

課

が
ん

感
染

症
疾

病
対

策
課

生
活

衛
生

課

医
療

指
導

課

薬
務

課

医
療

保
険

課

高
齢

者
地

域
包

括
ケ

ア
推

進
課

介
護

保
険

課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
８
月
１
日

福
祉

労
働

部
（
１
０
課
）

福
祉

総
務

課

こ
ど

も
未

来
課

子
育

て
支

援
課

※

こ
ど

も
福

祉
課

障
が

い
福

祉
課

保
護

・
援

護
課

労
働

局
労

働
政

策
課

労
働

局
新

雇
用

開
発

課

労
働

局
職

業
能

力
開

発
課

人
権

・
同

和
対

策
局

調
整

課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
７
月

日

環
境

部
（
６
課
）

環
境

政
策

課

環
境

保
全

課

循
環

型
社

会
推

進
課

廃
棄

物
対

策
課

監
視

指
導

課

自
然

環
境

課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
７
月

日

商
工

部
（
１
０
課
）

商
工

政
策

課

中
小

企
業

振
興

課

新
事

業
支

援
課

中
小

企
業

技
術

振
興

課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
７
月

日



72
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

新
産

業
振

興
課

自
動

車
・

水
素

産
業

振
興

課

工
業

保
安

課

企
業

立
地

課

観
光

局
観

光
政

策
課

観
光

局
観

光
振

興
課

農
林

水
産

部
（
１
４
課
）

農
林

水
産

政
策

課

農
山

漁
村

振
興

課

食
の

安
全

・
地

産
地

消
課

団
体

指
導

課

輸
出

促
進

課

福
岡

の
食

販
売

促
進

課

園
芸

振
興

課

水
田

農
業

振
興

課

経
営

技
術

支
援

課

畜
産

課

農
村

森
林

整
備

課

林
業

振
興

課

水
産

局
漁

業
管

理
課

水
産

局
水

産
振

興
課

令
和
５
年
７
月
４
日
～
令
和
５
年
７
月
７
日

県
土

整
備

部
（
１
０
課
）

県
土

整
備

総
務

課

企
画

課

用
地

課

道
路

維
持

課

道
路

建
設

課

河
川

管
理

課

河
川

整
備

課

港
湾

課

砂
防

課

水
資

源
対

策
課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
７
月

日

建
築

都
市

部
（
８
課
）

建
築

都
市

総
務

課

都
市

計
画

課

建
築

指
導

課

公
園

街
路

課

下
水

道
課

住
宅

計
画

課

県
営

住
宅

課

営
繕

設
備

課

令
和
５
年
７
月
４
日
～
令
和
５
年
７
月
７
日

会
計

管
理

局
令
和
５
年
７
月

日

議
会

事
務

局
令
和
５
年
７
月
４
日
～
令
和
５
年
７
月
５
日

教
育

庁
（
１
１
課
）

総
務

企
画

課

財
務

課

教
職

員
課

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
８
月
２
日



73
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

施
設

課

文
化

財
保

護
課

高
校

教
育

課

義
務

教
育

課

特
別

支
援

教
育

課

人
権

・
同

和
教

育
課

体
育

ス
ポ

ー
ツ

健
康

課

社
会

教
育

課

人
事

委
員

会
事

務
局

令
和
５
年
７
月

日

監
査

委
員

事
務

局
令
和
５
年
７
月

日

警
察

本
部

令
和
５
年
７
月

日
～
令
和
５
年
７
月

日

労
働

委
員

会
事

務
局

令
和
５
年
７
月

日

※
福

祉
労

働
部

子
育

て
支

援
課

の
指

摘
事

項
に

つ
い

て
は

、
令

和
元

年
度

分
ま

で
調

査
を

実
施

し
た

。

主
な
監
査
項
目

ア
収
入

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取

扱
い
及
び
現
金
の
払
込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理

状
況
、
収
入
未
済
解
消
の
取
組
状
況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認

イ
支
出

報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況

ウ
人
件
費

報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況

エ
契
約

契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

オ
公
有
財
産

土
地
、
建
物
、
工
作
物
及
び
樹
木
等
の
管
理
状
況

カ
物
品

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

キ
工
事

設
計
積
算
及
び
施
工
等
の
状
況

ク
補
助
事
業

補
助
事
業
の
執
行
状
況

第
２

監
査
の
結
果

第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。



74
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

１
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
名

調
査
区
分

件
数

説
明

商
工

部
中

小
企

業
振

興
課

収
入

１
小

規
模

企
業

者
等

設
備

導
入

資
金

貸
付

金
償

還
金

の
収

入
未

済
額

が
、

前
年

度
に

比
べ

て
円

増
加

し
て

い
る

。

保
健

医
療
介

護
部

生
活

衛
生
課

支
出

１

食
品

衛
生

責
任

者
実

務
講

習
会

運
営

業
務

の
委

託
料

に
つ

い
て

、
契

約
書

に
基

づ
き

、
請

求
書

を
受

理
し

て
か

ら
日

以
内

に
支

払
う

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

が
遅

延
し

て
い

た
。

福
祉

労
働
部

子
育

て
支
援

課
支

出
１

「
子

育
て

応
援

の
店

」
推

進
事

業
業

務
委

託
契

約
に

お
い

て
使

用
す

る
は

が
き

に
つ

い
て

、
以

下
の

事
務

が
適

正
で

な
か

っ
た

。
①

令
和

２
年

度
に

使
用

す
る

は
が

き
に

つ
い

て
は

、
令

和
２

年
度

に
予

算
を

計
上

す
る

か
、

も
し

く
は

令
和

元
年

度
予

算
の

繰
越

承
認

を
受

け
る

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

を
行

わ
ず

、
令

和
元

年
度

予
算

の
執

行
残

に
よ

り
購

入
し

て
い

た
。

こ
の

は
が

き
に

つ
い

て
は

、
支

出
の

決
裁

と
は

別
に

、
令

和
元

年
度

の
執

行
残

で
購

入
す

る
旨

の
方

針
伺

い
を

課
長

が
決

裁
し

て
お

り
、

課
と

し
て

不
適

正
な

事
務

を
行

っ
て

い
た

。
ま

た
、

令
和

３
年

度
に

使
用

す
る

は
が

き
に

つ
い

て
も

、
同

様
に

令
和

２
年

度
予

算
の

執
行

残
に

よ
り

購
入

し
て

い
た

。
【

令
和

元
年

度
、

令
和

２
年

度
】

②
委

託
事

業
者

が
使

用
し

な
か

っ
た

は
が

き
を

委
託

期
間

内
に

戻
さ

せ
ず

、
年

度
を

超
え

て
預

け
た

ま
ま

に
し

て
い

た
。

【
令

和
３

年
度

、
令

和
４

年
度

】
③

委
託

事
業

者
と

の
受

渡
し

に
係

る
受

領
書

等
の

確
認

書
類

を
作

成
し

て
い

な
か

っ
た

。
【

令
和

２
年

度
～

令
和

４
年

度
】

④
仕

様
書

に
は

、
は

が
き

を
購

入
し

て
調

査
す

る
旨

を
明

記
し

て
お

ら
ず

、
別

途
協

議
の

上
、

決
定

す
る

と
し

て
い

た
が

、
そ

の
協

議
、

決
定

し
た

事
項

を
文

書
に

し
て

い
な

か
っ

た
。

【
令

和
２

年
度

～
令

和
４

年
度

】
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対
象
機
関
名

調
査
区
分

件
数

説
明

福
祉

労
働
部

子
育

て
支
援

課
契

約
１

令
和

３
年

度
及

び
令

和
４

年
度

の
「

子
育

て
応

援
の

店
」

推
進

事
業

に
係

る
委

託
契

約
に

つ
い

て
、

調
査

で
使

用
す

る
は

が
き

の
購

入
代

金
を

含
め

て
予

定
価

格
の

積
算

を
し

て
い

た
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
県

で
別

途
購

入
し

た
は

が
き

を
委

託
事

業
者

に
提

供
し

て
い

た
。

な
お

、
仕

様
書

に
は

、
は

が
き

を
購

入
し

て
調

査
す

る
旨

を
明

記
し

て
お

ら
ず

、
委

託
事

業
者

に
そ

の
旨

を
認

識
さ

せ
て

い
な

か
っ

た
。

農
林

水
産
部

畜
産

課
契

約
１

高
病

原
性

鳥
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

の
発

生
に

伴
う

畜
産

関
係

車
両

消
毒

業
務

委
託

に
つ

い
て

、
過

去
２

年
間

の
履

行
実

績
に

よ
り

契
約

保
証

金
を

免
除

す
る

場
合

、
種

類
及

び
規

模
を

同
じ

く
す

る
２

件
以

上
の

履
行

実
績

を
確

認
し

免
除

す
べ

き
と

こ
ろ

、
種

類
及

び
規

模
を

同
じ

く
す

る
と

は
認

め
ら

れ
な

い
１

件
を

含
む

履
行

実
績

に
よ

り
免

除
し

て
い

た
。

ま
た

、
変

更
委

託
で

契
約

金
額

を
３

割
以

上
増

額
し

た
際

は
、

増
額

し
た

金
額

で
契

約
保

証
金

の
免

除
要

件
を

満
た

し
て

い
る

か
確

認
し

、
財

務
規

則
第

条
各

号
で

契
約

保
証

金
を

免
除

で
き

な
い

場
合

、
契

約
保

証
金

を
徴

収
す

る
必

要
が

あ
る

が
徴

収
し

て
い

な
か

っ
た

。

計
５

件

２
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
の

属
す
る
部
局
名

調
査
区
分

件
数

説
明

環
境

部
収

入
１

雑
入
（
行
政
代
執
行
に
係
る
徴
収
金
）
の
収
入
未

済
額
が
、
前
年
度
に
比
べ
て

円
減
少
し

て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
多
額
で
あ
る
。

建
築

都
市
部

収
入

１
住
宅
管
理
使
用
料
の
収
入
未
済
額
が
、
前
年
度
に

比
べ
て

円
増
加
し
て
い
る
。

教
育

庁
教

育
振

興
部

収
入

１
地
域
改
善
奨
学
資
金
貸
付
金
償
還
金
の
収
入
未
済

額
が
、
前
年
度
に
比
べ
て

円
減
少
し
て

い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
多
額
で
あ
る
。

計
３
件
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号 　監査公表第５号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を人づくり・県民生活部、保健医療介護部及び福祉労働部出先機関のアジア文

化交流センター等36機関について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人
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第

48
5 

号

第
１

監
査
の
概
要

１
準
拠
す
る
基
準

福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２
年
監
査
公
表
第
１
号
。
以
下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。
）
に
準
拠
し

て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

２
監
査
の
種
類

財
務
監
査
（
定
期
監
査
）

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
１
回
以
上
期
日

を
定
め
て
行
う
監
査

行
政
監
査

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
監
査

３
監
査
の
対
象

監
査
対
象
機
関
：
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
、
保
健
医
療
介
護
部
及
び
福
祉
労
働
部
の
出
先
機
関

機
関

監
査
対
象
期
間
：
令
和
４
年
９
月
１
日

～
令
和
５
年
８
月

日

４
監
査
の
着
眼
点

今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て
経

済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

５
監
査
の
実
施
内
容

監
査
実
施
期
間
：
令
和
５
年

月
３
日
～
令
和
６
年
２
月
１
日

（
３
）

監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

人
づ
く
り

・
県
民

生
活
部

ア
ジ

ア
文

化
交

流
セ

ン
タ

ー
令
和
５
年

月
日
～

月
日

女
性

相
談

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日

消
費

生
活

セ
ン

タ
ー

令
和
５
年

月
日

保 健 医 療 介 護 部

筑
紫

保
健

福
祉

環
境

事
務

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

粕
屋

保
健

福
祉

事
務

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日

糸
島

保
健

福
祉

事
務

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日

宗
像

・
遠

賀
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

嘉
穂

・
鞍

手
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

田
川

保
健

福
祉

事
務

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

北
筑

後
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

南
筑

後
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

京
築

保
健

福
祉

環
境

事
務

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日
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監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

保
健
医
療

介
護
部

保
健

環
境

研
究

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

令
和
５
年

月
日

食
肉

衛
生

検
査

所
令
和
５
年

月
日

福 祉 労 働 部

福
岡

児
童

相
談

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

久
留

米
児

童
相

談
所

令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

田
川

児
童

相
談

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日

大
牟

田
児

童
相

談
所

令
和
５
年

月
日
～

月
日

宗
像

児
童

相
談

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日

京
築

児
童

相
談

所
令
和
５
年

月
日
～

月
日

福
岡

学
園

令
和
５
年

月
日
～

月
日
、
令
和
６
年

月
日

障
が

い
者

更
生

相
談

所
令
和
５
年

月
日

こ
ど

も
療

育
セ

ン
タ

ー
新

光
園

令
和
５
年

月
日
～

月
日

福
岡

労
働

者
支

援
事

務
所

令
和
５
年

月
日

北
九

州
労

働
者

支
援

事
務

所
令
和
５
年

月
日

筑
後

労
働

者
支

援
事

務
所

令
和
５
年

月
日

筑
豊

労
働

者
支

援
事

務
所

令
和
５
年

月
日

福
岡

高
等

技
術

専
門

校
令
和
５
年

月
日
～

月
日

戸
畑

高
等

技
術

専
門

校
令
和
５
年

月
日
～

月
日

小
竹

高
等

技
術

専
門

校
令
和
５
年

月
日
～

月
日

久
留

米
高

等
技

術
専

門
校

令
和
５
年

月
日
～

月
日

大
牟

田
高

等
技

術
専

門
校

令
和
５
年

月
日
～

月
日

田
川

高
等

技
術

専
門

校
令
和
５
年

月
日
～

月
日

小
倉

高
等

技
術

専
門

校
令
和
５
年

月
日
～

月
日

福
岡

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

令
和
５
年

月
日
～

月
日

主
な
監
査
項
目

ア
収
入

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取
扱
い
及
び
払

込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済
解
消
の
取
組
状

況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認

イ
支
出

報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況

ウ
人
件
費

報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況

エ
契
約

契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

オ
公
有
財
産

土
地
、
建
物
、
工
作
物
及
び
樹
木
等
の
管
理
状
況

カ
物
品

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

キ
扶
助
費

扶
助
費
の
執
行
状
況
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第
２

監
査
の
結
果

第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象
機
関
名

調
査
区
分

件
数

説
明

保
健
医
療
介
護
部

田
川
保
健
福
祉
事
務
所

収
入

１

庁
舎
等
維
持
負
担
金
の
電
気
料
金
の
算
定
に
お
い
て
、
消
費
税

及
び
地
方
消
費
税
並
び
に
大
規
模
割
引
額
に
関
す
る
取
扱
い
を

誤
り
、
徴
収
額
が
過
大
と
な
っ
て
い
た
。

計
１
件

２
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象

機
関

の

属
す

る
部

局
名

調
査
区
分

件
数

説
明

保
健
医
療
介
護
部

収
入

４
生
活
保
護
費
返
還
金
の
収
入
未
済
額
が
、
前
年
度
に
比
べ
て
増

加
し
て
い
る
。

１

庁
舎
等
維
持
負
担
金
の
電
気
料
金
の
算
定
に
お
い
て
、
大
規
模

割
引
額
に
関
す
る
取
扱
い
を
誤
り
、
徴
収
額
が
過
大
と
な
っ
て
い

た
。

１

庁
舎
等
維
持
負
担
金
の
電
気
料
金
の
算
定
に
お
い
て
、
大
規
模

割
引
額
に
関
す
る
取
扱
い
を
誤
り
、
徴
収
額
が
過
小
と
な
っ
て
い

た
。

１
受
託
業
務
の
前
払
金
に
つ
い
て
、
前
払
請
求
時
に
調
定
す
べ
き

と
こ
ろ
、
調
定
が
遅
延
し
て
い
た
。

支
出

１

生
活
保
護
費
の
う
ち
、
令
和
５
年
６
月
分
の
医
療
移
送
費
に
つ

い
て
、
通
院
日
数
の
訂
正
（
４
日
か
ら
３
日
へ
）
に
よ
り
認
定
を

変
更
し
た
際
、
過
払
額
（
１
日
分
）
を
差
し
引
く
べ
き
と
こ
ろ
、

誤
っ
て
３
日
分
の
医
療
移
送
費
を
生
活
保
護
電
算
シ
ス
テ
ム
に
再

度
入
力
し
、
支
給
過
大
と
な
っ
て
い
た
。

福
祉
労
働
部

収
入

２
児
童
措
置
弁
償
金
の
収
入
未
済
額
が
、
前
年
度
に
比
べ
て
増
加

し
て
い
る
。

１

職
員
等
食
費
納
付
金
に
係
る
調
定
に
つ
い
て
、
金
銭
会
計
シ
ス

テ
ム
に
二
重
に
入
力
し
、
取
消
し
の
入
力
を
行
っ
て
い
な
か
っ

た
。 な
お
、
令
和
３
年
度
に
も
同
様
の
誤
り
が
あ
っ
た
が
、
改
善
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。

支
出

１

一
般
廃
棄
物
収
集
運
搬
請
負
契
約
に
お
い
て
、
運
搬
に
係
る
費

用
の
支
出
科
目
を
通
信
運
搬
費
（

節
）
と
す
べ
き
と
こ
ろ
、

そ
の
他
役
務
費
（

節
）
と
し
て
い
た
。

計
件



80
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号 　監査公表第６号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を警察本部関係機関の北九州市警察部等42機関について実施したので、その結

果を次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人



81
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

第
１

監
査
の
概
要

１
準
拠
す
る
基
準

福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２
年
監
査
公
表
第
１
号
。
以
下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。
）
に

準
拠
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

２
監
査
の
種
類

財
務
監
査
（
定
期
監
査
）

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
１
回

以
上
期
日
を
定
め
て
行
う
監
査

行
政
監
査

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
監
査

３
監
査
の
対
象

監
査
対
象
機
関
：
警
察
本
部
関
係
機
関

機
関

監
査
対
象
期
間
：
令
和
４
年
９
月
１
日
～
令
和
５
年
８
月

日

４
監
査
の
着
眼
点

今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ

て
経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

５
監
査
の
実
施
内
容

監
査
実
施
期
間
：
令
和
５
年

月
日
～
令
和
６
年
１
月

日

監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

北
九

州
市

警
察

部
令

和
６

年
１

月
日

警
察

学
校

令
和

６
年
１

月
日

交
通

機
動

隊
令

和
６

年
１

月
日

高
速

道
路

交
通

警
察

隊
令

和
６

年
１

月
日

第
一

機
動

隊
令

和
６

年
１

月
日

第
二

機
動

隊
令

和
６

年
１

月
日

中
央

警
察

署
令

和
５

年
月

日
～

令
和
５

年
月

日

博
多

警
察

署
令

和
５

年
月

日
～

令
和
５

年
月

日

東
警

察
署

令
和

５
年

月
日

～
令
和
５

年
月

日

南
警

察
署

令
和

５
年

月
日

～
令
和
５

年
月

日

早
良

警
察

署
令

和
５

年
月

日
～

令
和
５

年
月

日

城
南

警
察

署
令

和
５

年
月

日
～

令
和
５

年
月

日

西
警

察
署

令
和

５
年

月
日

～
令
和
５

年
月

日

粕
屋

警
察

署
令

和
５

年
月

日
～

令
和
５

年
月

日

春
日

警
察

署
令

和
５

年
月

日
～

令
和
５

年
月

日

筑
紫

野
警

察
署

令
和

５
年

月
日

～
令
和
５

年
月

日

糸
島

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日



82
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

主
な
監
査
項
目

ア
収
入

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取

扱
い
及
び
現
金
の
払
込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理

状
況
、
収
入
未
済
解
消
の
取
組
状
況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認
、
拾
得
物
件
の

保
管
状
況

イ
支
出

報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況

ウ
人
件
費

報
酬

会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況

エ
契
約

契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

オ
公
有
財
産

土
地
、
建
物
、
工
作
物
及
び
樹
木
等
の
管
理
状
況

カ
物
品

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

キ
工
事

設
計
積
算
及
び
施
工
等
の
状
況

監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

宗
像

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

朝
倉

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

博
多

臨
港

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

福
岡

空
港

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

小
倉

北
警

察
署

令
和

５
年

月
７
日

～
令
和
５

年
月
８

日

小
倉

南
警

察
署

令
和

５
年

月
７
日

～
令
和
５

年
月
８

日

八
幡

東
警

察
署

令
和

６
年

月
日

八
幡

西
警

察
署

令
和

５
年

月
５
日

～
令
和
５

年
月
６

日

折
尾

警
察

署
令

和
５

年
月

５
日

～
令
和
５

年
月
６

日

若
松

警
察

署
令

和
５

年
月

日
～

令
和
５

年
月

日

戸
畑

警
察

署
令

和
５

年
月

日
～

令
和
５

年
月

日

門
司

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

行
橋

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

豊
前

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

飯
塚

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

嘉
麻

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

直
方

警
察

署
令

和
５

年
月

５
日

～
令
和
５

年
月
６

日

田
川

警
察

署
令

和
５

年
月

７
日

～
令
和
５

年
月
８

日

久
留

米
警

察
署

令
和

５
年

月
日

～
令
和
５

年
月
１

日

小
郡

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

う
き

は
警

察
署

令
和

５
年

月
日

～
令
和
５

年
月
１

日

筑
後

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

八
女

警
察

署
令

和
５

年
月

日
～

令
和
５

年
月
１

日

柳
川

警
察

署
令

和
６

年
１

月
日

大
牟

田
警

察
署

令
和

６
年
１

月
日



83
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

第
２

監
査
の
結
果

第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
指
摘
事
項

是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の

該
当
な
し

２
注
意
事
項

是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の

注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

調
査
区
分

件
数

説
明

支
出

１

産
業
廃
棄
物
収
集
運
搬
業
務
請
負
契
約
の
支
出
科
目
に
つ
い
て
、
通
信

運
搬
費
（

節
）
と
す
べ
き
と
こ
ろ
、
委
託
料
（

節
）
と
し
て
い

た
。

計
１
件



84
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号 　監査公表第７号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を総務部、企画・地域振興部及び商工部出先機関の公文書館等27機関について

実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人



85
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

第
１

監
査
の
概
要

１
準
拠
す
る
基
準

福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２

年
監

査
公

表
第

１
号

。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）

に

準
拠
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

２
監
査
の
種
類

財
務
監
査
（
定
期
監
査
）

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号

に
規

定
す

る
も

の
の

う
ち

、
毎

会
計

年
度

少
な

く
と

も
１

回
以

上

期
日
を
定
め
て
行
う
監
査

行
政
監
査

監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に

規
定

す
る

監
査

３
監
査
の
対
象

監
査
対
象
機
関
：
総
務
部
、
企
画
・
地
域
振
興
部
及
び
商
工
部
の
出
先
機
関

機
関

監
査
対
象
期
間
：
令
和
４
年
９
月
１
日
～
令
和
５
年
８
月

日

４
監
査
の
着
眼
点

今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て

経
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

５
監
査
の
実
施
内
容

監
査
実
施
期
間
：
令
和
５
年

月
日
～
令
和
６
年
１
月

日

監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

総 務 部

公
文

書
館

令
和
６

年
１
月
５
日

職
員

研
修

所
令
和
６

年
１
月

日

博
多

県
税

事
務

所
令
和
５

年
月

日
～

月
日

東
福

岡
県

税
事

務
所

令
和
５

年
月

日
～

月
日

西
福

岡
県

税
事

務
所

令
和
５

年
月

日
～

月
日

筑
紫

県
税

事
務

所
令
和
５

年
月
４
日

～
月
６
日

北
九

州
東

県
税

事
務

所
令
和
５

年
月

日
～

月
１
日

北
九

州
西

県
税

事
務

所
令
和
５

年
月
４
日

～
月
６
日

田
川

県
税

事
務

所
令
和
５

年
月

日

飯
塚

・
直

方
県

税
事

務
所

令
和
５

年
月

日
～

月
日
、

令
和
６
年
１
月

日

久
留

米
県

税
事

務
所

令
和
５

年
月

日
～

月
１
日

大
牟

田
県

税
事

務
所

令
和
６

年
１
月
９
日

筑
後

県
税

事
務

所
令
和
５

年
月

日

行
橋

県
税

事
務

所
令
和
５

年
月

日

消
防

学
校

令
和
６

年
１
月

日

企
画
・
地

域
振
興
部

東
京

事
務

所
令
和
５

年
月
７
日

～
月
８
日

パ
ス

ポ
ー

ト
セ

ン
タ

ー
令
和
５

年
月
７
日

～
月
８
日



86
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

監
査

対
象

機
関

名
監

査
実

施
日

商 工 部

福
岡

中
小

企
業

振
興

事
務

所
令
和
６

年
１
月
９
日

久
留

米
中

小
企

業
振

興
事

務
所

令
和
６

年
１
月

日

北
九

州
中

小
企

業
振

興
事

務
所

令
和
６

年
１
月
９
日

飯
塚

中
小

企
業

振
興

事
務

所
令
和
６

年
１
月

日

計
量

検
定

所
令
和
６

年
１
月

日

大
阪

事
務

所
令
和
６

年
１
月
９
日

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

令
和
５

年
月

日

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

生
物

食
品

研
究

所
令
和
５

年
月

日

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

イ
ン

テ
リ

ア
研

究
所

令
和
５

年
月

日

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

機
械

電
子

研
究

所
令
和
５

年
月
７
日

～
月
８
日

主
な
監
査
項
目

ア
収
入

使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、
現
金
領
収
証
の
取
扱
い
及

び
払
込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済
解
消

の
取
組
状
況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認

イ
支
出

報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
等
の
執
行
状
況

ウ
人
件
費

報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
通
勤
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況

エ
契
約

契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

オ
公
有
財
産

土
地
、
建
物
、
工
作
物
、
樹
木
等
の
管
理
状
況

カ
物
品

取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

キ
県
税

個
人
事
業
税
等
の
賦
課
徴
収
及
び
債
権
管
理
状
況

第
２

監
査
の
結
果

第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。

１
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

該
当
な
し

２
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象

機
関

の
属
す
る
部
局
名

調
査
区
分

件
数

説
明

総
務
部

収
入

１

庁
舎

等
維

持
負

担
金

の
電

気
料

金
の

算
定

に
お

い
て

、
大

規
模

割
引

額
に

関
す

る
取

扱
い

を
誤

り
、

徴
収

額
が

過
小

と

な
っ

て
い

た
。

計
１

件
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令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号 　監査公表第８号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項、第２項及び第４項の規定に基づく

定期監査を教育委員会の福岡教育事務所等133機関について実施したので、その結果を

次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人
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令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

第
１
　
監
査
の
概
要

　
１
　
準
拠
す
る
基
準

　
　
　
福
岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準

（
令
和
２
年
監
査
公
表
第
１
号
。
以

下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。
）
に
準
拠

　
　
し
て
、
監
査
を
実
施
し
た
。

　
２
　
監
査
の
種
類

　
 
(
1
)
　
財
務
監
査
（
定
期
監
査
）

　
　
　
　
監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
も
の
の
う
ち
、
毎
会
計
年
度
少
な
く
と
も
１
回
以
上
期

　
　
　
日
を
定
め
て
行
う
監
査

　
 
(
2
)
　
行
政
監
査

　
　
　
　
監
査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
監
査

　
３
　
監
査
の
対
象

 
　
(
1
)
　
監
査
対
象
機
関
：
教
育
委
員
会
の
出
先
機
関
1
3
3
機
関

 
　
(
2
)
　
監
査
対
象
期
間
：
令
和
４
年
９
月
１
日
～
令
和
５
年
８
月
3
1
日

　
４
　
監
査
の
着
眼
点

　
　
　
今
回
の
監
査
は
、
財
務
に
関
す
る
事
務
及
び
そ
の
他
の
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
併
せ
て
経

　
　
済
性
、
効
率
性
及
び
有
効
性
を
考
慮
し
て
執
行
さ
れ
て
い
る
か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

　
５
　
監
査
の
実
施
内
容

 
　
(
1
)
　
監
査
実
施
期
間
：
令
和
５
年
1
0
月
３
日
～
令
和
６
年
１
月
3
0
日

　
　
　
　
監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 監
 
 
査
 
 
実
 
 
施
 
 
日

令
和
５
年
1
0
月
1
1
日
～
令
和
５
年
1
0
月
1
3
日

令
和
５
年
1
0
月
2
6
日
～
令
和
５
年
1
0
月
2
7
日

令
和
５
年
1
0
月
５
日
～
令
和
５
年
1
0
月
６
日

令
和
５
年
1
0
月
1
8
日
～
令
和
５
年
1
0
月
1
9
日

令
和
５
年
1
0
月
2
6
日
～
令
和
５
年
1
0
月
2
7
日

令
和
５
年
1
0
月
2
4
日
～
令
和
５
年
1
0
月
2
5
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
0
月
３
日

令
和
５
年
1
0
月
３
日

令
和
５
年
1
0
月
４
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
0
月
４
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

　

監
 
査
 
対
 
象
 
機
 
関
 
名

福
岡

教
育

事
務

所

北
九

州
教

育
事

務
所

北
筑

後
教

育
事

務
所

南
筑

後
教

育
事

務
所

社
会

教
育

総
合

セ
ン

タ
ー

英
彦

山
青

年
の

家

少
年

自
然

の
家

「
玄

海
の

家
」

筑
豊

教
育

事
務

所

京
築

教
育

事
務

所

教
育

セ
ン

タ
ー

体
育

研
究

所

美
術

館

図
書

館
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令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

監
 
 
査
 
 
実
 
 
施
 
 
日

令
和
５
年
1
0
月
2
6
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
1
0
日

令
和
５
年
1
1
月
1
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
1
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
0
月
1
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
0
月
1
2
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
９
日

令
和
５
年
1
1
月
７
日

令
和
５
年
1
1
月
８
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
0
月
1
3
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
１
日

令
和
５
年
1
0
月
3
1
日
、
令
和
６
年
１
月
3
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
0
月
1
3
日
、
令
和
６
年
１
月
3
0
日

令
和
５
年
1
0
月
1
2
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

監
 
査
 
対
 
象
 
機
 
関
 
名

香
椎

高
等

学
校

須
恵

高
等

学
校

宇
美

商
業

高
等

学
校

香
住

丘
高

等
学

校

北
九

州
高

等
学

校

折
尾

高
等

学
校

中
間

高
等

学
校

遠
賀

高
等

学
校

宗
像

高
等

学
校

光
陵

高
等

学
校

水
産

高
等

学
校

八
幡

高
等

学
校

八
幡

中
央

高
等

学
校

八
幡

工
業

高
等

学
校

八
幡

南
高

等
学

校

北
筑

高
等

学
校

東
筑

高
等

学
校

福
岡

魁
誠

高
等

学
校

育
徳

館
高

等
学

校

苅
田

工
業

高
等

学
校

京
都

高
等

学
校

九
州

歴
史

資
料

館

青
豊

高
等

学
校

築
上

西
高

等
学

校

行
橋

高
等

学
校

門
司

学
園

高
等

学
校

門
司

大
翔

館
高

等
学

校

小
倉

東
高

等
学

校

戸
畑

高
等

学
校

ひ
び

き
高

等
学

校

戸
畑

工
業

高
等

学
校

若
松

高
等

学
校

若
松

商
業

高
等

学
校

小
倉

南
高

等
学

校

小
倉

商
業

高
等

学
校

小
倉

高
等

学
校

小
倉

工
業

高
等

学
校

小
倉

西
高

等
学

校

玄
界

高
等

学
校

新
宮

高
等

学
校
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令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

監
 
 
査
 
 
実
 
 
施
 
 
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
0
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
２
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
７
日

令
和
５
年
1
1
月
７
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
0
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
８
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
1
日

令
和
５
年
1
1
月
８
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
２
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
1
5
日

令
和
５
年
1
1
月
1
1
日

令
和
５
年
1
1
月
９
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

監
 
査
 
対
 
象
 
機
 
関
 
名

八
女

工
業

高
等

学
校

福
島

高
等

学
校

八
女

農
業

高
等

学
校

浮
羽

工
業

高
等

学
校

浮
羽

究
真

館
高

等
学

校

山
門

高
等

学
校

三
池

高
等

学
校

三
池

工
業

高
等

学
校

大
牟

田
北

高
等

学
校

あ
り

あ
け

新
世

高
等

学
校

八
女

高
等

学
校

久
留

米
筑

水
高

等
学

校

明
善

高
等

学
校

久
留

米
高

等
学

校

三
潴

高
等

学
校

大
川

樟
風

高
等

学
校

伝
習

館
高

等
学

校

武
蔵

台
高

等
学

校

筑
紫

高
等

学
校

糸
島

高
等

学
校

糸
島

農
業

高
等

学
校

小
郡

高
等

学
校

三
井

高
等

学
校

玄
洋

高
等

学
校

筑
前

高
等

学
校

春
日

高
等

学
校

太
宰

府
高

等
学

校

福
岡

農
業

高
等

学
校

筑
紫

中
央

高
等

学
校

福
岡

中
央

高
等

学
校

城
南

高
等

学
校

修
猷

館
高

等
学

校

福
岡

工
業

高
等

学
校

福
岡

講
倫

館
高

等
学

校

早
良

高
等

学
校

香
椎

工
業

高
等

学
校

博
多

青
松

高
等

学
校

福
岡

高
等

学
校

筑
紫

丘
高

等
学

校

柏
陵

高
等

学
校
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令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

監
 
 
査
 
 
実
 
 
施
 
 
日

令
和
５
年
1
1
月
1
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
1
5
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
5
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
1
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
0
月
５
日
～
令
和
５
年
1
0
月
６
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
0
月
3
1
日
～
令
和
５
年
1
1
月
１
日

令
和
５
年
1
0
月
５
日
～
令
和
５
年
1
0
月
６
日

令
和
５
年
1
1
月
９
日
～
令
和
５
年
1
1
月
1
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

令
和
５
年
1
0
月
1
7
日
～
令
和
５
年
1
0
月
1
8
日

令
和
５
年
1
0
月
1
9
日
～
令
和
５
年
1
0
月
2
0
日

令
和
５
年
1
0
月
2
4
日
～
令
和
５
年
1
0
月
2
5
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
0
月
1
7
日
～
令
和
５
年
1
0
月
1
8
日

令
和
５
年
1
0
月
2
4
日
～
令
和
５
年
1
0
月
2
5
日

令
和
５
年
1
0
月
1
9
日
～
令
和
５
年
1
0
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
1
7
日

令
和
５
年
1
0
月
３
日
～
令
和
５
年
1
0
月
４
日

令
和
５
年
1
1
月
1
6
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
0
月
3
1
日

令
和
５
年
1
1
月
2
0
日

令
和
５
年
1
1
月
2
4
日

宗
像

中
学

校

嘉
穂

高
等

学
校

附
属

中
学

校

輝
翔

館
中

等
教

育
学

校

監
 
査
 
対
 
象
 
機
 
関
 
名

筑
後

特
別

支
援

学
校

川
崎

特
別

支
援

学
校

嘉
穂

特
別

支
援

学
校

直
方

特
別

支
援

学
校

育
徳

館
中

学
校

門
司

学
園

中
学

校

福
岡

高
等

視
覚

特
別

支
援

学
校

特
別

支
援

学
校

｢
福

岡
高

等
学

園
｣

小
郡

特
別

支
援

学
校

久
留

米
聴

覚
特

別
支

援
学

校

田
主

丸
特

別
支

援
学

校

柳
河

特
別

支
援

学
校

古
賀

特
別

支
援

学
校

福
岡

特
別

支
援

学
校

福
岡

聴
覚

特
別

支
援

学
校

福
岡

高
等

聴
覚

特
別

支
援

学
校

太
宰

府
特

別
支

援
学

校

福
岡

視
覚

特
別

支
援

学
校

筑
豊

高
等

学
校

鞍
手

竜
徳

高
等

学
校

築
城

特
別

支
援

学
校

小
倉

聴
覚

特
別

支
援

学
校

北
九

州
視

覚
特

別
支

援
学

校

特
別

支
援

学
校

｢
北

九
州

高
等

学
園

｣

稲
築

志
耕

館
高

等
学

校

嘉
穂

高
等

学
校

嘉
穂

東
高

等
学

校

嘉
穂

総
合

高
等

学
校

鞍
手

高
等

学
校

直
方

高
等

学
校

朝
倉

東
高

等
学

校

朝
倉

光
陽

高
等

学
校

田
川

高
等

学
校

東
鷹

高
等

学
校

田
川

科
学

技
術

高
等

学
校

西
田

川
高

等
学

校

朝
倉

高
等

学
校
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(
2
)
　
主
な
監
査
項
目

　
　
　
ア
　
収
入

　
　
　
　
　
使
用
料
及
び
手
数
料
、
財
産
収
入
、
生
産
物
売
払
収
入
、
諸
収
入
等
の
調
定
及
び
収
入
の
状
況
、

　
　
　
　
現
金
領
収
書
の
取
扱
い
及
び
払
込
み
の
状
況
、
保
管
現
金
（
緊
急
用
前
渡
資
金
等
）
の
状
況
、
債
権

　
　
　
　
の
管
理
状
況
、
収
入
未
済
解
消
の
取
組
状
況
、
証
紙
収
入
の
消
印
状
況
及
び
金
額
の
確
認

　
　
　
イ
　
支
出

　
　
　
　
　
報
償
費
、
旅
費
、
需
用
費
、
役
務
費
、
委
託
料
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
、
扶
助
費
等
の
執
行
状
況

　
　
　
ウ
　
人
件
費

　
　
　
　
　
報
酬
及
び
給
料
（
会
計
年
度
任
用
職
員
等
）
の
執
行
状
況
、
諸
手
当
の
認
定
及
び
支
給
の
状
況

　
　
　
　
（
教
育
事
務
所
に
お
い
て
は
、
小
・
中
学
校
等
教
職
員
の
通
勤
、
扶
養
、
住
居
手
当
の
認
定
状
況
）

　
　
　
エ
　
契
約

　
　
　
　
　
契
約
締
結
及
び
履
行
確
認
の
状
況

　
　
　
オ
　
公
有
財
産

　
　
　
　
　
土
地
、
建
物
、
工
作
物
及
び
樹
木
等
の
管
理
状
況

　
　
　
カ
　
物
品

　
　
　
　
　
取
得
、
管
理
及
び
処
分
の
状
況

第
２
　
監
査
の
結
果

　
　
　
第
１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て
、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。

　
１
　
指
摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

　
　
　
指
摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
２
　
注
意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）

　
　
　
注
意
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

対
象

機
関

名
調
査
区
分

件
数

説
　
明

収
入

　
領
収
証
紙
に
よ
り
徴
収
し
た
高
等
学
校
入
学
選
考

料
に
つ
い
て
、
当
該
納
付
書
の
書
面
と
彩
紋
と
に
か

け
て
消
印
す
べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
が
漏
れ
て
い
た
。

　
玄
界
高
等
学
校

計
１
件

計
１
件

対
象

機
関

の
属

す
る

部
局

名
調
査
区
分

件
数

説
　
明

支
出

　
令
和
４
年
度
に
購
入
し
た
デ
ジ
タ
ル
教
科
書
は
、

い
ず
れ
も
媒
体
を
入
手
す
る
だ
け
で
は
使
用
で
き

ず
、
別
途
ラ
イ
セ
ン
ス
番
号
の
入
力
が
必
要
な
も
の

で
あ
っ
た
が
、
使
用
料
及
び
賃
借
料
（
1
3
節
）
で
は

な
く
、
備
品
購
入
費
（
1
7
節
）
で
支
出
し
て
い
た
。

　
教
育
委
員
会
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　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第５項の規定に基づく随時監査

を筑紫保健福祉環境事務所等45機関について実施したので、その結果を次のとおり公表

する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人
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第
１

　
監

査
の

概
要

　

　
１

　
準

拠
す

る
基

準

　
　

　
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準

（
令

和
２

年
監

査
公

表
第

１
号

。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）

に
準

拠

　
　

し
て

、
監

査
を

実
施

し
た

。

　
２

　
監

査
の

種
類

　
　

 
 
財

務
監

査
（

随
時

監
査

）

　
　

　
監

査
基

準
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
も

の
の

う
ち

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

に
行

う
監

査

　
３

　
監

査
の

対
象

　
　

(
1
)
 
監

査
対

象
機

関
：

知
事

部
局

及
び

教
育

委
員

会
の

出
先

機
関

4
5
機

関

　
　

(
2
)
 
監

査
対

象
期

間
：

令
和

４
年

1
1
月

１
日

～
令

和
５

年
８

月
４

日

　
４

　
監

査
の

着
眼

点

 
 
　

　
今

回
の

監
査

は
、

旅
費

等
９

支
出

項
目

の
財

務
に

関
す

る
事

務
が

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
、

並
び

に
、

　
　

財
務

事
務

の
管

理
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し
た

。

　
　

　
特

に
、

支
出

理
由

と
な

っ
た

事
実

の
確

認
に

主
眼

を
置

き
、

次
の

確
認

調
査

を
実

施
し

た
。

　
　

　
時

間
外

勤
務

手
当

：
時

間
外

勤
務

実
績

と
庁

舎
等

の
施

錠
等

記
録

と
の

照
合

確
認

　
　

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与
：

任
用

さ
れ

た
本

人
へ

の
面

談
等

に
よ

る
任

用
事

実
の

確
認

　
　

　
そ

の
他

需
用

費
：

物
品

納
入

業
者

に
対

す
る

取
引

状
況

の
確

認
及

び
耐

久
性

の
あ

る
需

用
品

の
現

物
確

認

　
５

　
監

査
の

実
施

内
容

　
　

(
1
)
 
監

査
実

施
期

間
：

令
和

５
年

５
月

1
2
日

～
令

和
５

年
８

月
４

日

　
　

　
　

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

監
査

実
施

日

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

８
日

ま
で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

６
日

ま
で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

９
日

ま
で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

日
ま

で

北
九

州
労

働
者

支
援

事
務

所

大
牟

田
高

等
技

術
専

門
校

福
岡

障
害

者
職

業
能

力
開

発
校

福 祉 労 働 部

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

令
和

５
年

７
月

日
筑

紫
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

保 健 医 療 介 護 部

北
筑

後
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

令
和

５
年

６
月

８
日

令
和

５
年

６
月

日

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

７
月

日

南
筑

後
保

健
福

祉
環

境
事

務
所

大
牟

田
児

童
相

談
所

久
留

米
児

童
相

談
所

令
和

５
年

７
月

日

令
和

５
年

６
月

６
日

令
和

５
年

６
月

９
日

福
岡

児
童

相
談

所

令
和

５
年

６
月

日
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監
査

実
施

日

令
和

５
年

２
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

８
月

３
日

ま
で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

７
日

ま
で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

７
日

ま
で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

５
日

ま
で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

４
日

ま
で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

６
日

ま
で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

２
日

ま
で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

１
日

ま
で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

日
ま

で
田

川
高

等
学

校

糸
島

農
業

高
等

学
校

八
女

農
業

高
等

学
校

三
池

高
等

学
校

令
和

５
年

５
月

日

城
南

高
等

学
校

令
和

５
年

６
月

日

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

７
月

４
日

筑
紫

丘
高

等
学

校
令

和
５

年
７

月
６

日

博
多

青
松

高
等

学
校

武
蔵

台
高

等
学

校

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

６
月

日

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

６
月

７
日

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

６
月

日

宇
美

商
業

高
等

学
校

令
和

５
年

７
月

５
日

福
岡

魁
誠

高
等

学
校

戸
畑

高
等

学
校

監
査

対
象

機
関

名

教 育 委 員 会

光
陵

高
等

学
校

朝
倉

東
高

等
学

校

久
留

米
筑

水
高

等
学

校

若
松

商
業

高
等

学
校

令
和

５
年

７
月

日

監
査

対
象

期
間

令
和

５
年

８
月

３
日

北
九

州
教

育
事

務
所

少
年

自
然

の
家

「
玄

海
の

家
」

苅
田

工
業

高
等

学
校

京
都

高
等

学
校

八
幡

高
等

学
校

令
和

５
年

６
月

日

折
尾

高
等

学
校

福
岡

工
業

高
等

学
校

遠
賀

高
等

学
校

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

６
月

日

令
和

５
年

７
月

７
日

令
和

５
年

６
月

日

令
和

５
年

６
月

２
日

令
和

５
年

６
月

１
日

令
和

５
年

７
月

日



96
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

監
査

実
施

日

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

５
年

２
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

８
月

４
日

ま
で

令
和

５
年

２
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

８
月

１
日

ま
で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

６
月

日
ま

で

令
和

４
年

月
１

日
か

ら

令
和

５
年

５
月

日
ま

で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

日
ま

で

令
和

５
年

１
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

７
月

日
ま

で

令
和

５
年

２
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

８
月

２
日

ま
で

　
　

(
2
)
 
主

な
監

査
項

目

　
　

　
ア

　
時

間
外

勤
務

手
当

　
　

　
イ

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与

　
　

　
ウ

　
旅

費

　
　

　
エ

　
交

際
費

　
　

　
オ

　
食

糧
費

　
　

　
カ

　
そ

の
他

需
用

費

　
　

　
キ

　
タ

ク
シ

ー
借

上
料

　
　

　
ク

　
会

場
借

上
料

　
　

　
ケ

　
備

品
購

入
費

　
　

　
コ

　
財

務
事

務
の

管
理

第
２

　
監

査
の

結
果

　

　
　

　
第

１
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
た

。

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

教 育 委 員 会

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

８
月

１
日

令
和

５
年

６
月

日

令
和

５
年

６
月

日

久
留

米
聴

覚
特

別
支

援
学

校

令
和

５
年

７
月

日

嘉
穂

特
別

支
援

学
校

直
方

高
等

学
校

鞍
手

高
等

学
校

西
田

川
高

等
学

校

田
川

科
学

技
術

高
等

学
校

令
和

５
年

８
月

４
日

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

６
月

日

令
和

５
年

５
月

日

令
和

５
年

６
月

日
稲

築
志

耕
館

高
等

学
校

柳
河

特
別

支
援

学
校

特
別

支
援

学
校

｢
北

九
州

高
等

学
園

｣

福
岡

視
覚

特
別

支
援

学
校

筑
豊

高
等

学
校

令
和

５
年

８
月

２
日

福
岡

高
等

聴
覚

特
別

支
援

学
校

令
和

５
年

７
月

日

直
方

特
別

支
援

学
校

令
和

５
年

７
月

日



97
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号 　監査公表第10号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第５項の規定に基づく随時監査

を西福岡県税事務所等15機関について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人



98
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

第
１

　
監

査
の

概
要

　

　
１

　
準

拠
す

る
基

準

　
　

　
福

岡
県

監
査

委
員

監
査

基
準

（
令

和
２

年
監

査
公

表
第

１
号

。
以

下
「

監
査

基
準

」
と

い
う

。
）

に
準

拠

　
　

し
て

、
監

査
を

実
施

し
た

。

　
２

　
監

査
の

種
類

　
　

 
 
財

務
監

査
（

随
時

監
査

）

　
　

　
監

査
基

準
第

２
条

第
１

項
第

１
号

に
規

定
す

る
も

の
の

う
ち

、
必

要
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

に
行

う
監

査

　
３

　
監

査
の

対
象

　
　

(
1
)
 
監

査
対

象
機

関
：

総
務

部
、

商
工

部
の

出
先

機
関

及
び

警
察

本
部

関
係

機
関

1
5
機

関

　
　

(
2
)
 
監

査
対

象
期

間
：

令
和

５
年

３
月

１
日

～
令

和
５

年
1
0
月

2
4
日

　
４

　
監

査
の

着
眼

点

 
 
　

　
今

回
の

監
査

は
、

旅
費

等
９

支
出

項
目

の
財

務
に

関
す

る
事

務
が

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
る

か
、

並
び

に
、

　
　

財
務

事
務

の
管

理
は

適
正

に
行

わ
れ

て
い

る
か

に
意

を
用

い
て

実
施

し
た

。

　
　

　
特

に
、

支
出

理
由

と
な

っ
た

事
実

の
確

認
に

主
眼

を
置

き
、

次
の

確
認

調
査

を
実

施
し

た
。

　
　

　
時

間
外

勤
務

手
当

：
時

間
外

勤
務

実
績

と
庁

舎
等

の
施

錠
等

記
録

と
の

照
合

確
認

　
　

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与
：

任
用

さ
れ

た
本

人
へ

の
面

談
等

に
よ

る
任

用
事

実
の

確
認

　
　

　
そ

の
他

需
用

費
：

物
品

納
入

業
者

に
対

す
る

取
引

状
況

の
確

認
及

び
耐

久
性

の
あ

る
需

用
品

の
現

物
確

認

　
５

　
監

査
の

実
施

内
容

　
　

(
1
)
 
監

査
実

施
期

間
：

令
和

５
年

９
月

７
日

～
令

和
５

年
1
0
月

2
4
日

　
　

　
　

監
査

対
象

機
関

ご
と

の
監

査
実

施
日

は
、

次
の

と
お

り
で

あ
る

。

監
査

実
施

日

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
４

日
ま

で

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

３
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

９
月

日
ま

で

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
３

日
ま

で

令
和

５
年

３
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

９
月

７
日

ま
で

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

令
和

５
年

月
４

日
西

福
岡

県
税

事
務

所

総 務 部
行

橋
県

税
事

務
所

令
和

５
年

月
日

令
和

５
年

９
月

日

工
業

技
術

セ
ン

タ
ー

、
化

学
繊

維
研

究
所

令
和

５
年

月
日

令
和

５
年

月
日

交
通

機
動

隊

高
速

道
路

交
通

警
察

隊

粕
屋

警
察

署

飯
塚

中
小

企
業

振
興

事
務

所

消
防

学
校

警
察

学
校

令
和

５
年

月
３

日

令
和

５
年

９
月

７
日

令
和

５
年

月
日

商 工 部 警 察 本 部
令

和
５

年
月

日



99
令

和
６

年
４

月
５

日
　

金
曜

日
第

48
5 

号

監
査

実
施

日

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

３
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

９
月

日
ま

で

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

３
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

９
月

日
ま

で

令
和

５
年

３
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

９
月

日
ま

で

　
　

(
2
)
 
主

な
監

査
項

目

　
　

　
ア

　
時

間
外

勤
務

手
当

　
　

　
イ

　
会

計
年

度
任

用
職

員
等

の
給

与

　
　

　
ウ

　
旅

費

　
　

　
エ

　
交

際
費

　
　

　
オ

　
食

糧
費

　
　

　
カ

　
そ

の
他

需
用

費

　
　

　
キ

　
タ

ク
シ

ー
借

上
料

　
　

　
ク

　
会

場
借

上
料

　
　

　
ケ

　
備

品
購

入
費

　
　

　
コ

　
財

務
事

務
の

管
理

第
２

　
監

査
の

結
果

　

　
　

　
第

１
の

と
お

り
監

査
し

た
限

り
に

お
い

て
、

適
正

に
執

行
さ

れ
て

い
た

。

警 察 本 部

令
和

５
年

９
月

日

筑
紫

野
警

察
署

令
和

５
年

月
日

筑
後

警
察

署

令
和

５
年

９
月

日

監
査

対
象

機
関

名
監

査
対

象
期

間

令
和

５
年

月
日

令
和

５
年

９
月

日

豊
前

警
察

署

令
和

５
年

月
日

う
き

は
警

察
署

嘉
麻

警
察

署

朝
倉

警
察

署



10
0

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号 　監査公表第11号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第１項及び第５項の規定に基づく随時監査

を財産活用課等37機関について実施したので、その結果を次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人



10
1

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

第
１

　
監

査
の
概
要
　

　
１

　
準

拠
す
る
基
準

　
　

　
福

岡
県
監
査
委
員
監
査
基
準
（
令
和
２
年

監
査
公
表
第
１
号
。
以
下
「
監
査
基
準
」
と
い
う
。
）
に
準
拠

　
　

し
て

、
監
査
を
実
施
し
た
。

　
２

　
監

査
の
種
類

　
　

 
 
財

務
監
査
（
随
時
監
査
）

　
　

　
監

査
基
準
第
２
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定

す
る
も
の
の
う
ち
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
に
行
う
監
査

　
３

　
監

査
の
対
象

　
　

(
1
)
 
監

査
対
象
機
関
：
知
事
部
局
、
教
育
庁
及
び
警
察
本
部
の
3
7
機
関

　
　

(
2
)
 
監

査
対
象
期
間
：
令
和
５
年
５
月
１
日
～
令
和
５
年
1
2
月
2
2
日

　
４

　
監

査
の
着
眼
点

 
 
　

　
今

回
の
監
査
は
、
旅
費
等
９
支
出
項
目
の
財
務
に
関
す
る
事
務
が
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
並
び
に
、

　
　

財
務

事
務
の
管
理
は
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る

か
に
意
を
用
い
て
実
施
し
た
。

　
　

　
特

に
、
支
出
理
由
と
な
っ
た
事
実
の
確
認

に
主
眼
を
置
き
、
次
の
確
認
調
査
を
実
施
し
た
。

　
　

　
時

間
外
勤
務
手
当
：
時
間
外
勤
務
実
績
と

庁
舎
等
の
施
錠
等
記
録
と
の
照
合
確
認

　
　

　
会

計
年
度
任
用
職
員
等
の
給
与
：
任
用
さ

れ
た
本
人
へ
の
面
談
等
に
よ
る
任
用
事
実
の
確
認

　
　

　
そ

の
他
需
用
費
：
物
品
納
入
業
者
に
対
す

る
取
引
状
況
の
確
認
及
び
耐
久
性
の
あ
る
需
用
品
の
現
物
確
認

　
５

　
監

査
の
実
施
内
容

　
　

(
1
)
 
監

査
実
施
期
間
：
令
和
５
年
1
1
月
１
日
～
令
和
５
年
1
2
月
2
2
日

　
　

　
　

監
査
対
象
機
関
ご
と
の
監
査
実
施
日
は

、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

監
査
実
施
日

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
６

日
ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
７

日
ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
９

日
ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
１

日
ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
８

日
ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
２

日
ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

情
報

政
策

課
令

和
５

年
月

６
日

監
査
対
象
機
関
名

監
査
対
象
期
間

令
和

５
年

月
日

財
産

活
用

課
総 務 部

国
際

局
国

際
政

策
課

令
和

５
年

月
日

文
化

振
興

課
令

和
５

年
月

７
日

男
女

共
同

参
画

推
進

課
令

和
５

年
月

９
日

私
学

振
興

・
青

少
年

育
成

局
青

少
年

育
成

課
令

和
５

年
月

日

生
活

衛
生

課
令

和
５

年
月

１
日

薬
務

課
令

和
５

年
月

８
日

令
和

５
年

月
２

日

労
働

局
職

業
能

力
開

発
課

令
和

５
年

月
日

企 画 ・ 地

域 振 興 部

人 づ く り ・

県 民 生 活 部

保 健 医 療

介 護 部

福 祉 労 働 部

保
護

・
援

護
課



10
2

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

監
査
実
施
日

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
２

日
ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
９

日
ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
６

日
ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
１

日
ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
８

日
ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

５
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
日

ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
８

日
ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
５

日
ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
５

日
ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
６

日
ま
で

令
和

５
年

月
５

日

通
信

指
令

課
令

和
５

年
月

６
日

施
設

課

会
計

課

令
和

５
年

月
日

令
和

５
年

月
５

日
令

和
５

年
月

６
日

令
和

５
年

月
８

日

社
会

教
育

課

令
和

５
年

月
５

日

監
察

官
室

少
年

課

令
和

５
年

月
日

都
市

計
画

課
令

和
５

年
月

日

苅
田

港
務

所
令

和
５

年
月

日

建
築

都
市

総
務

課
令

和
５

年
月

８
日

下
水

道
課

令
和

５
年

月
日

朝
倉

県
土

整
備

事
務

所
令

和
５

年
月

日

北
九

州
県

土
整

備
事

務
所

令
和

５
年

月
日

団
体

指
導

課
令

和
５

年
月

日

経
営

技
術

支
援

課
令

和
５

年
月

日

林
業

振
興

課
令

和
５

年
月

６
日

農
業

大
学

校
令

和
５

年
月

日

中
央

家
畜

保
健

衛
生

所
令

和
５

年
月

日

水
産

海
洋

技
術

セ
ン

タ
ー

内
水

面
研

究
所

令
和

５
年

月
日

用
地

課
令

和
５

年
月

日

砂
防

課
令

和
５

年
月

１
日

令
和

５
年

月
日

自
然

環
境

課
令

和
５

年
月

２
日

令
和

５
年

月
９

日

新
産

業
振

興
課

令
和

５
年

月
日

教 育 庁

監
査
対
象
機
関
名

監
査
対
象
期
間

警 察 本 部環 境 部 商 工 部 農 林 水 産 部 県 土 整 備 部 建 築 都 市 部

新
事

業
支

援
課

循
環

型
社

会
推

進
課
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令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

監
査
実
施
日

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
６

日
ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
８

日
ま
で

令
和

５
年

６
月

１
日

か
ら

令
和

５
年

月
８

日
ま
で

　
　

(
2
)
 
主

な
監
査
項
目

　
　

　
ア

　
時
間
外
勤
務
手
当

　
　

　
イ

　
会
計
年
度
任
用
職
員
等
の
給
与

　
　

　
ウ

　
旅
費

　
　

　
エ

　
交
際
費

　
　

　
オ

　
食
糧
費

　
　

　
カ

　
そ
の
他
需
用
費

　
　

　
キ

　
タ
ク
シ
ー
借
上
料

　
　

　
ク

　
会
場
借
上
料

　
　

　
ケ

　
備
品
購
入
費

　
　

　
コ

　
財
務
事
務
の
管
理

第
２

　
監

査
の
結
果
　

　
　

　
第

１
の
と
お
り
監
査
し
た
限
り
に
お
い
て

、
下
記
事
項
を
除
き
適
正
に
執
行
さ
れ
て
い
た
。

　
１

　
指

摘
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、

著
し
く
適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
　

　
　

　
指

摘
事
項
に
該
当
す
る
も
の
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。
　

監
査
対
象
期
間

令
和

５
年

月
８

日

令
和

５
年

月
６

日

令
和

５
年

月
８

日
公

安
第

一
課

監
査
対
象
機
関
名

交
通

指
導

課

薬
物

銃
器

対
策

課
警 察 本 部

対
象

機
関

名
調

査
区

分
件

数

企
画

・
地

域
振

興
部

国
際

局
国

際
政

策
課

支
出

１

　
緊

急
用

前
渡

資
金

に
つ

い
て

、
以

下
の

事
務

が
適

正
で

な
か

っ
た

。
　

①
　

や
む

を
得

ず
口

頭
で

課
長

の
事

前
承

認
を

受
け

る
場

　
　

合
の

手
続

に
つ

い
て

、
緊

急
用

前
渡

資
金

交
付

票
に

　
　

「
事

前
承

認
済

」
の

記
載

漏
れ

や
、

交
付

年
月

日
の

記
　

　
載

誤
り

が
あ

っ
た

。
　

②
　

緊
急

用
前

渡
資

金
を

交
付

す
る

と
き

は
、

前
渡

資
金

　
　

差
引

簿
の

受
領

欄
へ

交
付

し
た

職
員

に
押

印
又

は
署

名
　

　
さ

せ
る

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

が
漏

れ
て

い
た

。
　

③
　

緊
急

用
前

渡
資

金
の

精
算

に
つ

い
て

、
添

付
し

て
い

　
　

る
領

収
書

等
に

宛
名

が
な

い
も

の
が

あ
っ

た
。

　
④

　
緊

急
用

前
渡

資
金

の
精

算
に

つ
い

て
、

精
算

日
よ

り
　

　
後

の
日

付
の

領
収

書
が

添
付

さ
れ

て
い

た
。

　
⑤

　
緊

急
用

前
渡

資
金

の
精

算
に

つ
い

て
、

緊
急

用
前

渡
　

　
資

金
交

付
票

下
段

の
精

算
票

に
記

載
し

た
精

算
日

と
前

　
　

渡
資

金
差

引
簿

が
一

致
し

て
い

な
か

っ
た

。
　

⑥
　

前
渡

資
金

差
引

簿
を

月
ご

と
に

締
め

切
り

、
支

出
命

　
　

令
者

か
ら

精
算

残
額

の
繰

越
承

認
を

受
け

る
べ

き
と

こ
　

　
ろ

、
こ

れ
を

行
っ

て
お

ら
ず

、
適

正
な

管
理

が
な

さ
れ

　
　

て
い

な
か

っ
た

。
　

⑦
　

本
庁

に
お

い
て

は
、

各
月

に
資

金
の

交
付

が
あ

っ
た

　
　

場
合

は
会

計
課

へ
の

精
算

回
付

を
行

う
べ

き
と

こ
ろ

、
　

　
こ

れ
を

行
っ

て
い

な
か

っ
た

。

説
　

　
明

計
１

件
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令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

　
２

　
注

意
事
項
（
是
正
又
は
改
善
等
を
要
し
、

適
正
又
は
妥
当
性
を
欠
く
も
の
）
　

　
　

　
該

当
な
し
　



10
5

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号 　監査公表第12号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した農林水産部出

先機関定期監査の結果（令和５年11月13日５監総第370号）に基づき、知事から措置を講

じた旨の通知があったので、同条第14項の規定により、次のとおり公表する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人
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令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

５
農

政
第

１
７

４
６

号

令
和

６
年

３
月

７
日

福
岡

県
監

査
委

員
 

 
塩

川
正

一
殿

同
 

 
 

 
 

 
 

 
世

利
洋

介
 
 
殿

同
 

 
 

 
 

 
 

 
森

 
 

 
行

一
殿

同
 

 
 

 
 

 
 

 
大

島
道

人
殿

福
岡

県
知

事
 

 
服

部
誠

太
郎

監
査

の
結

果
に

係
る

措
置

に
つ

い
て

（
通

知
）

令
和

５
年

１
１

月
１

３
日

５
監

総
第

３
７

０
号

の
監

査
結

果
の

報
告

に
基

づ
き

、
次

の
と

お
り

講
じ

た
措

置
に

つ
い

て
通

知
し

ま
す

。

指
摘

事
項 対
象

機
関

名
監

査
の

結
果

講
じ

た
措

置
の

内
容

農
林

水
産

部

農
林

業
総

合
試

験
場

資
源

活
用

研
究

セ
ン

タ
ー

庁
舎

清
掃

及
び

付
帯

設
備

等
保

守

管
理

業
務

委
託

に
つ

い
て

、
過

去
２

年
間

の
履

行
実

績
に

よ
り

契
約

保
証

金
を

免
除

す
る

場
合

、
種

類
及

び
規

模
を

同
じ

く
す

る
２

件
以

上
の

履
行

実
績

を
確

認
し

免
除

す
べ

き
と

こ

ろ
、

履
行

が
完

了
し

て
い

な
い

契
約

を
も

っ
て

免
除

し
て

い
た

。

所
属

長
は

、
今

回
の

誤
り

を
職

員

に
示

し
た

上
で

、
契

約
保

証
金

の
免

除
に

関
す

る
事

務
処

理
を

適
正

に
行

う
た

め
、

以
下

の
取

組
を

徹
底

す
る

よ
う

指
導

し
た

。

・
担

当
者

は
、

履
行

歴
調

書
の

様

式
に

あ
ら

か
じ

め
、

長
期

継
続

契

約
を

履
行

実
績

と
し

て
確

認
す

る

場
合

の
注

意
事

項
等

を
追

記
す

る
。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

会
計

事

務
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

を
決

裁
の

際

に
必

ず
添

付
し

、
履

行
歴

調
書

に

記
載

さ
れ

た
履

行
実

績
が

免
除

の

要
件

を
満

た
し

て
い

る
か

を
複

数

で
確

認
す

る
。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

内
部

統

制
に

係
る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

に

今
回

の
誤

り
及

び
そ

の
再

発
防

止

策
を

追
記

し
、

こ
れ

に
基

づ
き

事

務
処

理
を

行
う

。
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令
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６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

農
林

水
産

部

行
橋

農
林

事
務

所

排
水

樋
門

工
事

に
つ

い
て

、
矢

板

締
切

工
に

お
け

る
油

圧
式

圧
入

機
の

据
付

・
解

体
費

及
び

鋼
矢

板
修

理
費

を
計

上
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

を
行

わ
ず

、
積

算
が

過
小

と
な

っ
て

い

た
。 ま

た
、

同
工

事
に

つ
い

て
、

排
水

樋
門

の
遮

水
矢

板
の

工
法

を
経

済
的

に
安

価
な

も
の

を
選

定
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

を
行

わ
ず

、
積

算
が

過
大

と
な

っ
て

い
た

。

所
属

長
は

、
関

係
職

員
に

対
し

、

今
回

の
誤

り
に

係
る

技
術

研
修

を
受

講
さ

せ
る

と
と

も
に

、
同

様
の

誤
り

を
繰

り
返

さ
な

い
た

め
、

以
下

の
取

組
を

徹
底

す
る

よ
う

指
導

し
た

。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

積
算

書

の
内

容
が

、
農

林
水

産
省

が
定

め

た
積

算
基

準
書

の
適

用
範

囲
内

で

あ
る

か
、

経
済

比
較

に
基

づ
き

工

法
を

選
定

し
て

い
る

か
に

つ
い

て

の
項

目
を

追
加

し
た

チ
ェ

ッ
ク

リ

ス
ト

を
用

い
て

、
複

数
で

確
認

す

る
。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

内
部

統

制
に

係
る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

に

今
回

の
誤

り
及

び
そ

の
再

発
防

止

策
を

追
記

し
、

こ
れ

に
基

づ
き

事

務
処

理
を

行
う

。



10
8

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

注
意

事
項 対
象

機
関

の

属
す

る
部

局
名

監
査

の
結

果
講

じ
た

措
置

の
内

容

農
林

水
産

部
た

め
池

工
事

に
つ

い
て

、
仮

設
材

の
賃

料
期

間
を

6
0
日

と
し

て
計

上

す
べ

き
と

こ
ろ

、
1
0
0
日

と
し

て
計

上
し

、
積

算
が

過
大

と
な

っ
て

い

た
。

所
属

長
は

、
今

回
の

誤
り

を
職

員

に
示

し
た

上
で

、
同

様
の

誤
り

を
繰

り
返

さ
な

い
た

め
、

以
下

の
取

組
を

徹
底

す
る

よ
う

指
導

し
た

。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

仮
設

材

の
賃

料
期

間
の

計
算

方
法

に
誤

り

が
な

い
か

の
項

目
を

追
加

し
た

チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

を
用

い
て

、
複

数

で
確

認
す

る
。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

内
部

統

制
に

係
る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

に

今
回

の
誤

り
及

び
そ

の
再

発
防

止

策
を

追
記

し
、

こ
れ

に
基

づ
き

事

務
処

理
を

行
う

。

農
林

水
産

部
農

業
用

パ
イ

プ
ラ

イ
ン

の
緊

急
補

修
工

事
に

つ
い

て
、

同
一

工
事

内
で

複
数

回
使

用
す

る
仮

設
材

（
敷

鉄

板
）

の
運

搬
費

を
算

出
す

る
際

、
数

量
を

使
用

回
数

で
除

し
て

算
出

す
べ

き
と

こ
ろ

、
1
回

の
数

量
を

使
用

回

数
で

除
し

て
算

出
し

、
積

算
が

過
小

と
な

っ
て

い
た

。

所
属

長
は

、
今

回
の

誤
り

を
職

員

に
示

し
た

上
で

、
同

様
の

誤
り

を
繰

り
返

さ
な

い
た

め
、

以
下

の
取

組
を

徹
底

す
る

よ
う

指
導

し
た

。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

積
算

書

に
同

一
工

事
内

で
複

数
回

使
用

す

る
仮

設
材

が
あ

る
場

合
は

、
仮

設

材
運

搬
量

の
計

算
根

拠
を

記
載

し

た
資

料
を

添
付

し
、

仮
設

材
の

運

搬
費

に
誤

り
が

な
い

か
、

チ
ェ

ッ

ク
リ

ス
ト

を
用

い
て

複
数

で
確

認

す
る

。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

内
部

統

制
に

係
る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

に

今
回

の
誤

り
及

び
そ

の
再

発
防

止

策
を

追
記

し
、

こ
れ

に
基

づ
き

事

務
処

理
を

行
う

。

農
林

水
産

部
水

路
工

事
で

の
工

事
用

仮
橋

工
に

つ
い

て
、

使
用

鋼
材

の
売

却
益

を
設

計
額

よ
り

控
除

す
べ

き
と

こ
ろ

、
控

除
し

て
い

な
か

っ
た

。
ま

た
、

仮
橋

で
桁

材
よ

り
上

に
設

置
す

る
鋼

材

は
、

上
部

工
と

し
て

設
置

費
を

算
出

す
べ

き
と

こ
ろ

、
下

部
工

と
し

て
算

出
し

て
い

た
。

加
え

て
、

計
上

す
る

必
要

の
無

い
、

購
入

鋼
材

の
運

搬
費

を
計

上
し

て
い

た
。

こ
れ

ら
の

誤
り

に
よ

り
、

積
算

が
過

大
と

な
っ

て
い

所
属

長
は

、
今

回
の

誤
り

を
職

員

に
示

し
た

上
で

、
同

様
の

誤
り

を
繰

り
返

さ
な

い
た

め
、

以
下

の
取

組
を

徹
底

す
る

よ
う

指
導

し
た

。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

積
算

書

の
仮

橋
設

置
費

や
鋼

材
運

搬
費

に

誤
り

が
な

い
か

の
項

目
を

追
加

し

た
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

を
用

い
て

、

複
数

で
確

認
す

る
。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

内
部

統

制
に

係
る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

に
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令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

た
。

今
回

の
誤

り
及

び
そ

の
再

発
防

止

策
を

追
記

し
、

こ
れ

に
基

づ
き

事

務
処

理
を

行
う

。

農
林

水
産

部
ほ

場
整

備
工

事
の

う
ち

、
取

付
擁

壁
工

及
び

階
段

工
に

使
用

す
る

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
種

類
に

つ
い

て
、

1
8
N

（
高

炉
B
）

を
選

択
す

べ
き

と
こ

ろ
、

2
1
N
（

普
通

）
を

選
択

し
て

、

積
算

電
算

シ
ス

テ
ム

に
入

力
し

た
た

め
、

積
算

が
過

小
と

な
っ

て
い

た
。

所
属

長
は

、
今

回
の

誤
り

を
職

員

に
示

し
た

上
で

、
同

様
の

誤
り

を
繰

り
返

さ
な

い
た

め
、

以
下

の
取

組
を

徹
底

す
る

よ
う

指
導

し
た

。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

資
材

集

計
一

覧
表

に
よ

り
、

適
正

な
資

材

を
選

択
し

て
い

る
か

の
項

目
を

追

加
し

た
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

を
用

い

て
、

複
数

で
確

認
す

る
。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、

内
部

統

制
に

係
る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

に

今
回

の
誤

り
及

び
そ

の
再

発
防

止

策
を

追
記

し
、

こ
れ

に
基

づ
き

事

務
処

理
を

行
う

。
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0

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号 　監査公表第13号

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第９項の規定により報告した県土整備部及

び建築都市部出先機関定期監査の結果（令和５年11月13日５監総第370号）に基づき、知

事から措置を講じた旨の通知があったので、同条第14項の規定により、次のとおり公表

する。

　　令和６年４月５日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県監査委員　　　塩　川　正　一　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　世　利　洋　介

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　森　　　行　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　　　大　島　道　人
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1

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

５
県

土
総

第
１

８
７

１
号

 
 

令
和

６
年

３
月

１
５

日
 

 
  
福
岡
県
監
査
委
員
 
 
塩
 

川
 
正

 
一

 
 様

 
 
同
 
 
 
 
 
 
 
 
世
 

利
 
洋
 

介
  

様
 

 
同
 
 
 
 
 
 
 
 
森
 
 
 
行
 

一
 

 様
 

 
同
 
 
 
 
 
 
 
 
大
 

島
 
道
 

人
 

 様
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

福
岡

県
知

事
 
服

部
 
誠

太
郎

 
  

監
査
の
結
果
に

係
る

措
置

に
つ

い
て

（
通

知
）

 
   
令
和
５
年
1
1
月
1
3
日
５
監
総
第
3
7
0
号

の
監

査
結

果
の

報
告

に
基

づ
き

、
別

紙
の

と
お

り
講

じ
た
措
置
に
つ
い
て
通
知
し
ま
す
。
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2

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

別
紙

指
摘
事
項

対
象
機
関
名

監
査
の
結

果
講

じ
た
措

置
の

内
容

県
土
整
備
部

苅
田
港
務
所

船
舶
給

水
管

布
設

替
工

事
委

託
に

つ

い
て
、
委
託
料
（
12

節
）
で
支

出
す
べ

き
と
こ
ろ
、
工
事
請
負
費
（
14

節
）
で

支
出
し
て
い
た
。

所
属

長
は
、
今
回

の
事

例
を

周
知

す
る
と

と
も

に
、
庶

務
課

及
び

港
営

課
の

全
職
員

に

対
し
、
財
務

会
計

事
務

の
手

引
き

を
用
い

て

支
出

に
関

す
る

研
修

を
行

い
、
委
託

料
（

1
2

節
）
と

工
事

請
負

費
（

14
節
）
に

つ
い
て

正

し
く

理
解

さ
せ

た
。

ま
た

、
以

下
の

取
組

を
行

う
よ

う
指

導

し
、
契

約
伺

決
裁

時
に

確
実

に
実

施
さ
れ

て

い
る

か
、

確
認

す
る

こ
と

と
し

た
。

・
予
算

要
求
時

に
は
、
本
庁

港
湾

課
に
内

容

が
正

確
に

伝
わ

る
よ

う
に

業
務

内
容

及
び

科
目

理
由

を
詳

細
に

記
載

す
る

と
と
も

に
、

出
先
・
本
庁

相
互

の
意

思
疎

通
を

図
る
こ

と

に
よ

り
、
要

求
内

容
に

つ
い

て
共

通
認
識

を

形
成

す
る

。

・
予
算

令
達
時

に
、
予

算
要

求
の

科
目
と

令

達
科

目
と

で
相

違
が

あ
っ

た
場

合
は
、
改

め

て
港

湾
課

に
確

認
す

る
。

・
業

務
委

託
発

注
時

に
は

会
計

事
務

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
を

添
付

し
、
支

出
科

目
に
誤

り

が
な

い
か
、
担
当

者
及

び
上

司
で

確
認
を

行

う
。

・
担
当

者
及
び

上
司

は
、
内

部
統

制
に
係

る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

に
今

回
の

誤
り

及
び

そ
の

再
発

防
止

策
を

追
記

し
、
こ

れ
に
基

づ

き
事

務
処

理
を

行
う

。

さ
ら

に
、
主

管
課
は
、
年
度

当
初

実
施
し

て
い

る
予

算
担

当
者

向
け

の
研

修
に

お
い

て
、
今

回
の

事
例
を

示
し
、
外
部

に
工
事

を

委
託

す
る

こ
と

が
あ

る
こ

と
を

周
知

す
る

と
と

も
に
、
予
算

の
見

積
り

に
当

た
っ
て

は

事
業

及
び

予
算

科
目

を
丁

寧
に

ヒ
ア

リ
ン

グ
す

る
よ

う
改

め
て

指
導

す
る

。
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3

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

注
意

事
項

対
象

機
関
の
属

す
る
部
局
名

監
査
の
結

果
講

じ
た
措

置
の

内
容

県
土

整
備
部

道
路

除
草

工
事

に
つ

い
て

、
設

計
変

更

に
伴

う
交

通
誘

導
員

の
増

加
分

を
計

上
す

べ
き
と
こ
ろ
、
こ
れ
を
し

な
か

っ
た
た

め
、

積
算
が
過
小
と
な
っ
て
い

た
。

所
属

長
は

、
工
務

関
係

部
署
へ

、
正
し

い
交

通
誘

導
員
の

積
算

方
法
及

び
今
回

の

事
例

を
周

知
す
る

と
と

も
に
、

以
下
の

取

組
を

徹
底

す
る
よ

う
に

指
導
し

、
工
事

設

計
書

の
決

裁
時
に

確
実

に
実
施

さ
れ
て

い

る
か

、
確

認
す

る
こ

と
と

し
た

。

・
工

事
設

計
書
チ

ェ
ッ

ク
シ
ー

ト
に
交

通

誘
導

員
を

正
し
く

計
上

し
て
い

る
か
確

認

す
る

項
目

を
追
加

し
、

工
事
設

計
書
に

添

付
す

る
。

・
担

当
者

及
び
上

司
は

、
チ
ェ

ッ
ク
シ

ー

ト
に

よ
り

、
正
し

く
計

上
さ
れ

て
い
る

こ

と
を

確
認

す
る

。

・
担

当
者

及
び
上

司
は

、
内
部

統
制
に

係

る
リ

ス
ク

対
応
シ

ー
ト

に
今
回

の
誤
り

及

び
そ

の
再

発
防
止

策
を

追
記
し

、
こ
れ

に

基
づ

き
事

務
処

理
を

行
う

。



11
4

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

注
意

事
項

対
象
機
関
の
属

す
る
部
局
名

監
査
の
結

果
講

じ
た
措

置
の

内
容

県
土
整
備
部

土
砂

置
場

管
理

等
工

事
に

つ
い

て
、

排

水
管

と
し

て
使

用
す

る
資

材
単

価
を

誤

り
、
積
算
が
過
小
と

な
っ

て
い

た
。

所
属

長
は
、
工

務
関

係
部

署
へ

、
シ

ス
テ

ム
に

単
価

登
録

の
な

い
製

品
を

使
用

す
る

際
の

正
し

い
積

算
方

法
及

び
今

回
の

事
例

を
周

知
す

る
と

と
も

に
、
以

下
の

取
組

を
徹

底
す

る
よ

う
に

指
導

し
、
工

事
設

計
書

の
決

裁
時

に
確

実
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か
、
確
認

す
る

こ
と

と
し

た
。

・
担

当
者

は
、
シ

ス
テ

ム
に

単
価

を
入

力
す

る
際
、
設
計

図
面

に
記

載
さ

れ
て

い
る

製
品

の
単

価
で

あ
る

か
確

認
す

る
。

・
工

事
設

計
書

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
に

製
品

単
価

を
確

認
す

る
項

目
を

追
加

し
、

工
事

設
計

書
に

添
付

す
る

。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

に
よ

り
、
製

品
単

価
が

正
し

く
入

力
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
確

認
す

る
。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、
内

部
統

制
に

係
る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

に
今

回
の

誤
り

及
び

そ
の

再
発

防
止

策
を

追
記

し
、

こ
れ

に
基

づ
き

事
務

処
理

を
行

う
。



11
5

令
和

６
年

４
月

５
日

　
金

曜
日

第
48

5 
号

注
意

事
項

対
象
機
関
の
属

す
る
部
局
名

監
査
の
結

果
講

じ
た
措

置
の

内
容

県
土
整
備
部

道
路

拡
幅

工
事

に
つ

い
て

、
設

計
変

更

に
伴

う
交

通
誘

導
員

の
増

加
分

及
び

仮
設

で
使

用
し

た
大

型
土

の
う

袋
等

の
産

業
廃

棄
物

処
理

費
用

を
計

上
す

べ
き

と
こ

ろ
、

こ
れ

を
し

な
か

っ
た

た
め

、
積

算
が

過
小

と
な
っ
て
い
た
。

所
属

長
は
、
工

務
関

係
部

署
へ

、
交

通
誘

導
員

及
び

産
業

廃
棄

物
処

理
費

用
の

正
し

い
積

算
方

法
及

び
今

回
の

事
例

を
周

知
す

る
と

と
も

に
、
以

下
の

取
組

を
徹

底
す

る
よ

う
に

指
導

し
、
工

事
設

計
書

の
決

裁
時

に
確

実
に

実
施

さ
れ

て
い

る
か
、
確
認

す
る

こ
と

と
し

た
。

・
担

当
者

は
、
積

算
時

に
交

通
誘

導
員

及
び

産
業

廃
棄

物
処

理
費

用
を

適
切

に
計

上
す

る
。

・
工

事
設

計
書

チ
ェ

ッ
ク

シ
ー

ト
に
、

交
通

誘
導

員
の

項
目

を
、
ま

た
産

業
廃

棄
物

処
理

の
項

目
に

大
型

土
の

う
を

追
加

し
、

工
事

設
計

書
に

添
付

す
る
。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、
チ

ェ
ッ

ク
シ

ー
ト

に
よ

り
、
正

し
く

計
上

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

確
認

す
る

。

・
担

当
者

及
び

上
司

は
、
内

部
統

制
に

係
る

リ
ス

ク
対

応
シ

ー
ト

に
今

回
の

誤
り

及
び

そ
の

再
発

防
止

策
を

追
記

し
、

こ
れ

に
基

づ
き

事
務

処
理

を
行

う
。




